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第 １ 章　　目 的
（目的）
第　１　条 本大学は、教育基本法にのっとり、学校教育法の規定するところにしたがい、広く知識

を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展
開させ、人間性豊かな実学教育の成果をあげることによって、社会の発展に寄与するこ
とを目的とする。

２. 本大学の学部、学科および教育職員養成課程の人材養成の目的と教育目標は別に定める。

第 ２ 章　　組 織
（学部学科）
第　２　条 本大学に次の学部と学科を置く。

（1） 経済学部 経済学科
（2） 経営学部 第１部（昼間学部） 経営学科
（3） 経営学部 第１部（昼間学部） ビジネス法学科
（4） 経営学部 第２部（夜間学部） 経営学科
（5） 情報社会学部 情報社会学科
（6） 人間科学部 人間科学科

（大学院）
第　３　条 本大学に大学院を置く。大学院については別に学則を定める。

第 ３ 章　　教　職　員　組　織
（教職員）
第　４　条 本大学に、教育職員と事務職員を置く。

２. 本大学の教育職員を分けて、学長、学部長、教授、准教授、講師および助教とする。
３. 本大学の事務職員を分けて、事務職員および技術職員とする。
４. 教職員に関する規程は、別にこれを定める。

第 ４ 章　　教　　　授　　　会
（教授会）
第　５　条　　本大学の各学部に教授会を置く。

２. 学部教授会は、専任の教育職員をもって構成する。
３. 学部教授会は、学部長がこれを招集し、その議長となる。
４. 学部教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、当該学部に関する

次の事項を審議し意見を述べるものとする。
（1） 学生の入学、卒業および課程の修了
（2） 学位の授与
（3） 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこ
とが必要なものとして学長が定めるもの

５. 学部教授会は、前項に規定するもののほか、学長および学部長等がつかさどる教育研究
に関する事項について審議し、および学長または学部長等の求めに応じ、意見を述べる
ことができる。

６. 学部教授会に関する規程は、別にこれを定める。

第 ５ 章 ［教 養 部 会］ 削　除
第　６　条 削　除
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第 ６ 章 ［大 学 評 議 会］ 削　除
第　７　条  削　除

第 ７ 章　　授 業 科 目 と 単 位 制
（授業科目）
第　８　条 本大学に開設する授業科目は、全学共通科目および学科専攻科目に分ける。

（全学共通科目）
第　９　条 全学共通科目の授業科目は外国語科目、広域科目、オープン科目に分ける。

２. 外国語科目ならびに広域科目の授業科目、配当年次および単位数は、次のとおり定める。
ただし、外国語科目のうち、日本語は留学生配当科目とする。

分野 授 業 科 目 配当年次 単位

外

国

語

科

目

必修外国語科目
英　語　Ⅰａ［Ｒ＆Ｗ］ 1 1
英　語　Ⅰｂ［Ｌ＆Ｓ］ 1 1
英　語　Ⅱａ［Ｒ＆Ｗ］ 1 1
英　語　Ⅱｂ［Ｌ＆Ｓ］ 1 1
英　語　Ⅲａ［Ｒ＆Ｗ］  2 1
英　語　Ⅲｂ［Ｌ＆Ｓ］  2 1
英　語　Ⅳａ［Ｒ＆Ｗ］  2 1
英　語　Ⅳｂ［Ｌ＆Ｓ］  2 1
フランス語Ⅰａ［講読］ 1 1
フランス語Ⅰｂ［文法］ 1 1
フランス語Ⅱａ［講読］ 1 1
フランス語Ⅱｂ［文法］ 1 1
フランス語Ⅲａ［講読］  2 1
フランス語Ⅲｂ［文法］  2 1
フランス語Ⅳａ［講読］  2 1
フランス語Ⅳｂ［文法］  2 1
ドイツ語Ⅰａ［講読］ 1 1
ドイツ語Ⅰｂ［文法］ 1 1
ドイツ語Ⅱａ［講読］ 1 1
ドイツ語Ⅱｂ［文法］ 1 1
ドイツ語Ⅲａ［講読］  2 1
ドイツ語Ⅲｂ［文法］  2 1
ドイツ語Ⅳａ［講読］  2 1
ドイツ語Ⅳｂ［文法］  2 1
スペイン語Ⅰａ［講読］ 1 1
スペイン語Ⅰｂ［文法］ 1 1
スペイン語Ⅱａ［講読］ 1 1
スペイン語Ⅱｂ［文法］ 1 1
スペイン語Ⅲａ［講読］  2 1
スペイン語Ⅲｂ［文法］  2 1
スペイン語Ⅳａ［講読］  2 1
スペイン語Ⅳｂ［文法］  2 1
中 国 語 Ⅰ ａ 1 1
中 国 語 Ⅰ ｂ 1 1
中 国 語 Ⅱ ａ 1 1
中 国 語 Ⅱ ｂ 1 1
中 国 語 Ⅲ ａ  2 1
中 国 語 Ⅲ ｂ  2 1

分野 授 業 科 目 配当年次 単位

外

国

語

科

目

中 国 語 Ⅳ ａ  2 1
中 国 語 Ⅳ ｂ  2 1
朝 鮮 語 Ⅰ ａ 1 1
朝 鮮 語 Ⅰ ｂ 1 1
朝 鮮 語 Ⅱ ａ 1 1
朝 鮮 語 Ⅱ ｂ 1 1
朝 鮮 語 Ⅲ ａ 2 1
朝 鮮 語 Ⅲ ｂ 2 1
朝 鮮 語 Ⅳ ａ 2 1
朝 鮮 語 Ⅳ ｂ 2 1
日 本 語 Ⅰ ａ 1 1
日 本 語 Ⅰ ｂ 1 1
日 本 語 Ⅱ ａ 1 1
日 本 語 Ⅱ ｂ 1 1
日 本 語 Ⅲ ａ 2 1
日 本 語 Ⅲ ｂ 2 1
日 本 語 Ⅳ ａ 2 1
日 本 語 Ⅳ ｂ 2 1
日 本 語 Ⅴ ａ   3 1
日 本 語 Ⅴ ｂ   3 1
日 本 語 Ⅵ ａ   3 1
日 本 語 Ⅵ ｂ   3 1

選択外国語科目
Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ Ⅰ 1・2・3・4 2
Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ Ⅱ 1・2・3・4 2
Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ Ⅲ 1・2・3・4 2
英語コミュニケーションⅠ 1・2・3・4 2
英語コミュニケーションⅡ 1・2・3・4 2
ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅰ 1・2・3・4 2
ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅱ 1・2・3・4 2
フ ラ ン ス 語 演 習 2・3・4 2
ド イ ツ 語 演 習 2・3・4 2
中 国 語 演 習 2・3・4 2
ス ペ イ ン 語 演 習 2・3・4 2
朝 鮮 語 演 習 2・3・4 2
語 学 研 修 1・2・3・4 2
外 国 語 特 殊 講 義 1・2・3・4 2
資 格 英 語 Ⅰ 1・2・3・4 2
資 格 英 語 Ⅱ 1・2・3・4 2
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３. オープン科目として経済学部科目、経営学部科目、情報社会学部科目、人間科学部科目、
グローバル科目を置く。

　（1） ［オープン科目］のうち、経済学部科目、経営学部科目、情報社会学部科目、人間科
 学部科目は、各学部から提供し、履修規程に定める。

　（2） ［オープン科目］のうち、グローバル科目の授業科目、配当年次、単位数は次のとお
り定める。

分野 授 業 科 目 配当年次 単位

広

域

科

目

健康とスポーツ
ス ポ ー ツ の 理 論 1・2・3・4 2
レクリエーションの理論 1・2・3・4 2
健 康 増 進 の 理 論 1・2・3・4 2
ス ポ ー ツ 方 法 学 1・2・3・4 2
レクリエーション方法学 1・2・3・4 2

自 然 と 生 活
地 理 学 入 門 1・2・3・4 2
地 誌 1・2・3・4 2
自 然 科 学 概 論 1・2・3・4 2
科 学 史 1・2・3・4 2
数 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 の 数 学 1・2・3・4 2
物 理 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 と 物 理 学 1・2・3・4 2
化 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 と 化 学 1・2・3・4 2
宇 宙 の 科 学 1・2・3・4 2
地 球 の 科 学 1・2・3・4 2
自 然 地 理 学 1・2・3・4 2
生 物 学 入 門 1・2・3・4 2

データサイエンスと数理
データサイエンス概論 1・2・3・4 2
統 計 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 と 統 計 1・2・3・4 2

キャリア形成科目
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 1・2 2
イ ン タ ー ン シ ッ プ 2・3 2
プレゼンテーション入門 2・3 2
論 理 的 思 考 入 門 2・3・4 2
日本語表現演習（書き方） 1・2・3・4 2
日本語表現演習（話し方） 1・2・3・4 2
社 会 人 基 礎 学 力 Ⅰ 1・2・3・4 2
社 会 人 基 礎 学 力 Ⅱ 1・2・3・4 2

共 通 特 殊 講 義
共 通 特 殊 講 義 1・2・3・4 2

分野 授 業 科 目 配当年次 単位

オ
ー
プ
ン
科
目

International Commercial Law 2・3・4 2
Introduction to Japanese Business 2・3・4 2
Financial Accounting 2・3・4 2
Account ing History 2・3・4 2
Compa r a t i v e  C i v i l i z a t i o n s 2・3・4 2
G l o b a l  H i s t o r y 2・3・4 2

分野 授 業 科 目 配当年次 単位

広

域

科

目

思 想 と 文 化
哲 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 と 哲 学 1・2・3・4 2
心 理 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 の 心 理 学 1・2・3・4 2
倫 理 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 の 倫 理 1・2・3・4 2
現 代 と 宗 教 1・2・3・4 2
人 文 地 理 学 1・2・3・4 2
教 育 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 と 教 育 1・2・3・4 2
芸 術 学 入 門 1・2・3・4 2
美 術 史 1・2・3・4 2
日 本 文 化 論 1・2・3・4 2
日 本 語 表 現 1・2・3・4 2
文 学 入 門 1・2・3・4 2
日 本 の 文 学 1・2・3・4 2
中 国 の 文 学 1・2・3・4 2
欧 米 の 文 学 1・2・3・4 2

歴 史 と 社 会
歴 史 学 入 門 1・2・3・4 2
日 本 の 歴 史 1・2・3・4 2
ア ジ ア の 歴 史 1・2・3・4 2
ヨ ー ロ ッ パ の 歴 史 1・2・3・4 2
政 治 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 の 政 治 1・2・3・4 2
法 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 の 法 1・2・3・4 2
日 本 の 憲 法 1・2・3・4 2
経 済 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 の 日 本 経 済 1・2・3・4 2
経 営 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 の ビ ジ ネ ス 1・2・3・4 2
社 会 学 入 門 1・2・3・4 2
現 代 社 会 論 1・2・3・4 2
考 古 学 1・2・3・4 2
民 俗 学 1・2・3・4 2
大 阪 の 経 済 と 文 化 1・2・3・4 2
大阪経済大学の歴史 1・2・3・4 2

分野 授 業 科 目 配当年次 単位

オ
ー
プ
ン
科
目

グローバル科目
American Society and Culture 2・3・4 2
Contemporary Chinese Economy 2・3・4 2
International Communication 2・3・4 2
Japan-China Relations 2・3・4 2
J a p a n e s e  P o l i t i c s 2・3・4 2
Economics & the Global Economy 2・3・4 2
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（学科専攻科目）
第　10　条 各学部各学科における学科専攻科目の授業科目は、必修科目、選択科目および自由科目

に分ける。
２. 経済学部経済学科、経営学部第１部経営学科、ビジネス法学科、情報社会学部情報社会

学科および人間科学部人間科学科の教育課程に履修コースを設ける。各学科における学科
専攻科目の授業科目は、履修規程により履修コースごとに必修科目、選択科目および自由
科目に分ける。

３. 各学部各学科における学科専攻科目の授業科目、単位数は次のとおり定める。
配当年次は履修規程ならびに教育職員養成課程に関する規程に定める。

（1）経済学部　経済学科

区分 授 業 科 目 単位

基

礎

科

目

基
幹
科
目

マ ク ロ 経 済 学 基 礎 2
ミ ク ロ 経 済 学 基 礎 2
経 済 理 論 基 礎 2
経 済 史 基 礎 2
デ ー タ 処 理 基 礎 2

コ
ー
ス
科
目

日 本 経 済 論 2
金 融 論 2
経 済 政 策 2
社 会 政 策 2
国 際 経 済 論 2
開 発 経 済 論 2
地 域 経 済 論 2
地 域 政 策 2

発

展

科

目

基

幹

科

目

経 済 数 学 基 礎 2
経 済 数 学 2
マ ク ロ 経 済 学 4
マ ク ロ 経 済 学 特 論 2
マ ク ロ 経 済 動 学 2
マ ク ロ 経 済 動 学 特 論 2
ミ ク ロ 経 済 学 4
ゲ ー ム 理 論 2
行 動 経 済 学 2
社 会 経 済 学 2
社 会 経 済 学 特 論 2
経 済 理 論 Ⅰ 4
経 済 理 論 Ⅱ 4
日 本 経 済 史 2
日 本 経 済 史 特 論 2
西 洋 経 済 史 2
西 洋 経 済 史 特 論 2
世 界 経 済 史 2
現 代 経 済 史 2
ア ジ ア 経 済 史 2
社 会 思 想 史 2

区分 授 業 科 目 単位

発

展

科

目

基

幹

科

目

社 会 思 想 史 特 論 2
経 済 学 史 2
経 済 学 史 特 論 2
統 計 学 基 礎 2
統 計 学 の た め の 数 学 2
デ ー タ 処 理 発 展 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅰ 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅱ 2
統 計 学 2
経 済 統 計 4
計 量 経 済 学 Ⅰ 2
計 量 経 済 学 Ⅱ 2
国 民 経 済 計 算 論 4
経 済 情 報 処 理 2
実 験 経 済 学 2

コ

ー

ス

科

目

日 本 経 済 特 論 2
ア メ リ カ 経 済 論 2
ヨ ー ロ ッ パ 経 済 論 2
ア ジ ア 経 済 論 2
ア ジ ア 経 済 特 論 2
中 国 経 済 論 2
中 国 経 済 特 論 2
ロ シ ア 経 済 論 2
ラテンアメリカ経済論 2
社 会 主 義 経 済 論 2
金 融 特 論 2
金 融 政 策 論 2
金 融 政 策 特 論 2
金 融 シ ス テ ム 論 2
金 融 シ ス テ ム 特 論 2
資 本 市 場 論 2
企 業 フ ァ イ ナ ン ス 論 2
国 際 金 融 論 4
地 域 金 融 論 2
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区分 授 業 科 目 単位

発

展

科

目

コ

ー

ス

科

目

経 済 政 策 特 論 2
産 業 組 織 論 4
流 通 経 済 論 2
流 通 経 済 特 論 2
労 働 経 済 論 2
労 働 経 済 特 論 2
公 共 経 済 学 4
公 共 政 策 2
財 政 学 2
財 政 政 策 2
地 方 財 政 論 2
福 祉 国 家 論 2
社 会 保 障 論 2
社 会 福 祉 論 2
高 齢 者 福 祉 論 2
教 育 と 社 会 2
ジ ェ ン ダ ー 論 2
環 境 経 済 学 2
環 境 政 策 2
環 境 社 会 学 2
憲 法 Ⅰ 2
憲 法 Ⅱ 2
民 法 Ⅰ 2
民 法 Ⅱ 2
労 働 法 4
行 政 学 2
行 政 法 総 論 2
行 政 法 各 論 2
政 治 学 2
地 方 自 治 論 2
地 方 自 治 法 2
自 治 体 法 務 2
税 法 総 論 2
税 法 各 論 2
国 際 経 済 特 論 2
開 発 経 済 特 論 2
国 際 貿 易 論 2
国 際 政 治 学 2
国 際 関 係 論 2
国 際 社 会 論 2
日 中 交 流 史 2
日 中 交 流 史 特 論 2
中 国 近 現 代 史 2
中 国 近 現 代 史 特 論 2
経 済 地 理 学 2
農 業 経 済 論 2

区分 授 業 科 目 単位

発

展

科

目

コ

ー

ス

科

目

農 村 政 策 2
都 市 経 済 論 2
都 市 政 策 2
都 市 計 画 2
地 域 開 発 論 2
交 通 経 済 論 2
中 小 企 業 論 2
中 小 企 業 政 策 2
地 域 商 業 政 策 2
関 西 経 済 論 2
地 域 文 化 論 2
地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 論 2
地 域 防 災 論 2
多 文 化 共 生 論 2
経 営 学（ 基 礎 ） 2
非 営 利 組 織 論 2
海 外 実 習 2
工 場 見 学 2
地 域 ・ 社 会 調 査 2
ボ ラ ン テ ィ ア 論 2
産業・金融コース特殊講義 2
公共政策コース特殊講義 2
国際政治経済コース特殊講義 2
地域政策コース特殊講義 2

選

択

科

目

応用ミクロ計量経済学 2
デ ー タ 分 析 Ⅰ 2
デ ー タ 分 析 Ⅱ 2
機 械 学 習 Ⅰ 2
機 械 学 習 Ⅱ 2
アメリカン・スタディーズ 2
フ ラ ン ス 語 圏 文 化 論 2
中 国 の 歴 史 と 文 化 2
日 本 の 文 化 2
データサイエンス特殊講義 2
グローバル人材特殊講義 2
経 済 学 部 特 殊 講 義 2
特 別 演 習 2
日 本 史 概 説 2
西 洋 史 概 説 2
東 洋 史 概 説 2

演
　
習
　
科
　
目

基 礎 演 習 Ⅰ 2
基 礎 演 習 Ⅱ 2
演 習 Ⅰ 2
演 習 Ⅱ 2
演 習 Ⅲ 2
卒 業 研 究 4

学則 7



（2）経営学部　第 1 部　経営学科

区分 授 業 科 目 単位

学
部
基
礎
科
目

経 営 学 Ⅰ 2
経 営 学 Ⅱ 2
会 計 学（ 初 級 ） Ⅰ 2
会 計 学（ 初 級 ） Ⅱ 2
ビ ジ ネ ス 法 2
ア カ デ ミ ッ ク ス キ ル 2
情 報 実 習 Ⅰ 2
情 報 実 習 Ⅱ 2
会 計 学（ 中 級 ） Ⅰ 2
会 計 学（ 中 級 ） Ⅱ 2

学

科

専

門

科

目

経 営 管 理 論 Ⅰ 2
経 営 管 理 論 Ⅱ 2
経 営 組 織 論 Ⅰ 2
経 営 組 織 論 Ⅱ 2
人 的 資 源 管 理 論 Ⅰ 2
人 的 資 源 管 理 論 Ⅱ 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅰ 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅱ 2
経 営 戦 略 論 Ⅰ 2
経 営 戦 略 論 Ⅱ 2
競 争 戦 略 論 Ⅰ 2
競 争 戦 略 論 Ⅱ 2
財 務 会 計 論 Ⅰ 2
財 務 会 計 論 Ⅱ 2
原 価 計 算 論 Ⅰ 2
原 価 計 算 論 Ⅱ 2
管 理 会 計 論 Ⅰ 2
管 理 会 計 論 Ⅱ 2
国 際 会 計 論 Ⅰ 2
国 際 会 計 論 Ⅱ 2
国 際 経 営 論 Ⅰ 2
国 際 経 営 論 Ⅱ 2
中 小 企 業 論 Ⅰ 2
中 小 企 業 論 Ⅱ 2
生 産 管 理 論 2
企 業 論 Ⅰ 2
企 業 論 Ⅱ 2
リ ー ダ ー シ ッ プ 論 2
流 通 論 Ⅰ 2
流 通 論 Ⅱ 2
起 業 論 4
イ ノ ベ ー シ ョ ン 論 Ⅰ 2
イ ノ ベ ー シ ョ ン 論 Ⅱ 2
ビ ジ ネ ス エ シ ッ ク ス 2
ビジネスエコノミクスⅠ 2
ビジネスエコノミクスⅡ 2
サプライチェーンマネジメント論Ⅰ 2
サプライチェーンマネジメント論Ⅱ 2
組 織 間 関 係 論 Ⅰ 2
組 織 間 関 係 論 Ⅱ 2
企 業 分 析 基 礎 Ⅰ 2
企 業 分 析 基 礎 Ⅱ 2
基 礎 金 融 論 2
経 営 史 2

区分 授 業 科 目 単位

学

科

専

門

科

目

経 営 統 計 Ⅰ 2
経 営 統 計 Ⅱ 2
経 済 学 Ⅰ 2
経 済 学 Ⅱ 2
統 計 学 概 論 4
マーケティングリサーチ 4
産 業 ・ 組 織 心 理 学 Ⅰ 2
産 業 ・ 組 織 心 理 学 Ⅱ 2
国 際 経 営 史 2
投 資 戦 略 論（ 株 式 編 ） 2
投資戦略論（派生商品編） 2
リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 2
公 益 企 業 論 2
金 融 ビ ジ ネ ス 論 Ⅰ 2
金 融 ビ ジ ネ ス 論 Ⅱ 2
会 計 学（ 上 級 ） Ⅰ 2
会 計 学（ 上 級 ） Ⅱ 2
簿 記 ア ド バ ン ス Ⅰ 2
簿 記 ア ド バ ン ス Ⅱ 2
財 務 諸 表 分 析 2
企 業 分 析 の 事 例 研 究 2
コ ン ピ ュ ー タ 会 計 4
税 務 会 計 論 入 門 2
国 際 税 務 会 計 論 2
内 部 統 制 監 査 論 2
監 査 論 4
連 結 財 務 諸 表 論 4
社 会 関 連 会 計 論 4
公 会 計 論 4
コーチング＆メンタリング 2
実践ヒューマンスキル 2
実践マーケティングⅠ 2
実践マーケティングⅡ 2
ビジネスプランニングⅠ 2
ビジネスプランニングⅡ 2
行 動 科 学 実 験 法 2
行 動 計 量 学 2
販 売 管 理 特 論 初 級 2
販 売 管 理 特 論 中 級 Ⅰ 2
販 売 管 理 特 論 中 級 Ⅱ 2
マ ネ ジ メ ン ト ゲ ー ム 4
企 業 分 析 Ⅰ 2
企 業 分 析 Ⅱ 2
ビジネスプレゼンテーションⅠ 2
ビジネスプレゼンテーションⅡ 2
経 営 情 報 実 習 Ⅰ 2
経 営 情 報 実 習 Ⅱ 2
地 域 企 業 連 携 実 習 2
グローバルビジネスの最前線 2
組 織 調 査 演 習 4
民 法 Ⅰ（ 総 則 ） 2
民 法 Ⅱ（ 物 権 ） 2
民 法 Ⅲ（ 担 保 物 権 ） 2
民 法 Ⅳ（ 債 権 総 論 ） 2

学則 8



（3）経営学部　第 1 部　ビジネス法学科

区分 授 業 科 目 単位

学
部
基
礎
科
目

経 営 学 Ⅰ 2
経 営 学 Ⅱ 2
会 計 学（ 初 級 ） Ⅰ 2
会 計 学（ 初 級 ） Ⅱ 2
ビ ジ ネ ス 法 2
ア カ デ ミ ッ ク ス キ ル 2
情 報 実 習 Ⅰ 2
情 報 実 習 Ⅱ 2
会 計 学（ 中 級 ） Ⅰ 2
会 計 学（ 中 級 ） Ⅱ 2

学

科

専

門

科

目

民 法 Ⅰ（ 総 則 ） 2
民 法 Ⅱ（ 物 権 ） 2
民 法 Ⅲ（ 担 保 物 権 ） 2
民 法 Ⅳ（ 債 権 総 論 ） 2
民 法 Ⅴ（ 契 約 法 ） 2
民 法 Ⅵ（ 法 定 債 権 ） 2
民 法 Ⅶ（ 親 族・ 相 続 ） 2
企 業 取 引 法 2
有 価 証 券 法 2
ビ ジ ネ ス 法 実 務 2
会 社 法 4
経 営 管 理 論 Ⅰ 2
経 営 管 理 論 Ⅱ 2
経 営 組 織 論 Ⅰ 2
経 営 組 織 論 Ⅱ 2
経 営 戦 略 論 Ⅰ 2
経 営 戦 略 論 Ⅱ 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅰ 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅱ 2
競 争 戦 略 論 Ⅰ 2
競 争 戦 略 論 Ⅱ 2
人 的 資 源 管 理 論 Ⅰ 2

区分 授 業 科 目 単位

学

科

専

門

科

目

人 的 資 源 管 理 論 Ⅱ 2
金 融 商 品 取 引 法 2
国 際 取 引 法 2
International Commercial Law 2
不 動 産 法 Ⅰ（ 基 礎 ） 2
不 動 産 法 Ⅱ（ 展 開 ） 2
憲 法 Ⅰ 2
憲 法 Ⅱ 2
刑 法 Ⅰ（ 総 論 ） 2
刑 法 Ⅱ（ 各 論 ） 2
労 働 法 Ⅰ 2
労 働 法 Ⅱ 2
行 政 法 Ⅰ 2
行 政 法 Ⅱ 2
消 費 者 法 2
中 小 企 業 法 2
経 済 法 Ⅰ 2
経 済 法 Ⅱ 2
知 的 財 産 法 Ⅰ 2
知 的 財 産 法 Ⅱ 2
社 会 保 障 法 2
経 済 刑 法 2
租 税 法 4
民 事 訴 訟 法 4
簿記リテラシーⅠ（ 3 級：商業簿記 ） 2
簿記リテラシーⅡ（ 2 級：商業簿記 ） 2
簿記リテラシーⅢ（ 2 級：工業簿記 ） 2
財 務 諸 表 分 析 2
管 理 会 計 論 Ⅰ 2
管 理 会 計 論 Ⅱ 2
財 務 会 計 論 Ⅰ 2
財 務 会 計 論 Ⅱ 2

区分 授 業 科 目 単位

学

科

専

門

科

目

民 法 Ⅴ（ 契  約  法 ） 2
企 業 取 引 法 2
有 価 証 券 法 2
ビ ジ ネ ス 法 実 務 2
会 社 法 4
中 小 企 業 法 2
簿記リテラシーⅠ（ 3 級：商業簿記 ） 2
簿記リテラシーⅡ（ 2 級：商業簿記 ） 2
簿記リテラシーⅢ（ 2 級：工業簿記 ） 2
コーポレートガバナンス 2
金 融 商 品 取 引 法 2
国 際 取 引 法 2
憲 法 Ⅰ 2
憲 法 Ⅱ 2
租 税 法 4

区分 授 業 科 目 単位

学

科

専

門

科

目

経 営 学 特 殊 講 義 2
法 学 特 殊 講 義 2
International Commercial Law 2
In t r oduc t i o n t o J apane s e Bus i n e s s 2
外国書講読Ⅰ（経営学） 2
外国書講読Ⅱ（経営学） 2
法 学 概 説 2
職 業 指 導 4
演 習 Ⅰ 2
特 別 演 習 2
演 習 Ⅱ 2
演 習 Ⅲ 2
卒 業 研 究 4
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区分 授 業 科 目 単位

学

科

専

門

科

目

原 価 計 算 論 Ⅰ 2
原 価 計 算 論 Ⅱ 2
国 際 会 計 論 Ⅰ 2
国 際 会 計 論 Ⅱ 2
ビ ジ ネ ス エ シ ッ ク ス 2
コーポレートガバナンス 2
リ ー ガ ル リ サ ー チ 2
リ ー ガ ル デ ィ ベ ー ト 2
事 例 ・ 判 例 研 究 2
模 擬 裁 判 2
模 擬 契 約 2
企 業 分 析 基 礎 Ⅰ 2
企 業 分 析 基 礎 Ⅱ 2
企 業 分 析 Ⅰ 2
企 業 分 析 Ⅱ 2
マ ネ ジ メ ン ト ゲ ー ム 4
ビジネスプランニングⅠ 2
ビジネスプランニングⅡ 2
基 礎 金 融 論 2
経 営 統 計 Ⅰ 2
経 営 統 計 Ⅱ 2
企 業 分 析 の 事 例 研 究 2
金 融 ビ ジ ネ ス 論 Ⅰ 2
金 融 ビ ジ ネ ス 論 Ⅱ 2
経 済 学 Ⅰ 2
経 済 学 Ⅱ 2
ビジネスエコノミクスⅠ 2
ビジネスエコノミクスⅡ 2
コーチング＆メンタリング 2
実践ヒューマンスキル 2
実践マーケティングⅠ 2
実践マーケティングⅡ 2
ビジネスプレゼンテーションⅠ 2
ビジネスプレゼンテーションⅡ 2
販 売 管 理 特 論 初 級 2
販 売 管 理 特 論 中 級 Ⅰ 2
販 売 管 理 特 論 中 級 Ⅱ 2
投 資 戦 略 論（ 株 式 編 ） 2
投資戦略論（派生商品編） 2
統 計 学 概 論 4
マーケティングリサーチ 4
コ ン ピ ュ ー タ 会 計 4
企 業 論 Ⅰ 2
企 業 論 Ⅱ 2
中 小 企 業 論 Ⅰ 2
中 小 企 業 論 Ⅱ 2
生 産 管 理 論 2
起 業 論 4
国 際 経 営 論 Ⅰ 2
国 際 経 営 論 Ⅱ 2

区分 授 業 科 目 単位

学

科

専

門

科

目

リ ー ダ ー シ ッ プ 論 2
流 通 論 Ⅰ 2
流 通 論 Ⅱ 2
サプライチェーンマネジメント論Ⅰ 2
サプライチェーンマネジメント論Ⅱ 2
監 査 論 4
組 織 調 査 演 習 4
外国書講読Ⅰ（経営学） 2
外国書講読Ⅱ（経営学） 2
簿 記 ア ド バ ン ス Ⅰ 2
簿 記 ア ド バ ン ス Ⅱ 2
会 計 学 ( 上 級 ) Ⅰ 2
会 計 学 ( 上 級 ) Ⅱ 2
連 結 財 務 諸 表 論 4
税 務 会 計 論 入 門 2
国 際 税 務 会 計 論 2
内 部 統 制 監 査 論 2
社 会 関 連 会 計 論 4
公 会 計 論 4
法 学 特 殊 講 義 2
外 国 書 講 読 Ⅰ（ 法 学 ） 2
外 国 書 講 読 Ⅱ（ 法 学 ） 2
経 営 学 特 殊 講 義 2
地 域 企 業 連 携 実 習 2
グローバルビジネスの最前線 2
Int r oduc t i o n t o J apane s e Bus i n e s s 2
法 学 概 説 2
職 業 指 導 4
演 習 Ⅰ 2
特 別 演 習 2
演 習 Ⅱ 2
演 習 Ⅲ 2
卒 業 研 究 4
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（4）経営学部　第 2 部　経営学科

区分 授 業 科 目 単位

学
科
基
礎
科
目

経 営 学 Ⅰ 2
経 営 学 Ⅱ 2
会 計 学（ 初 級 ） Ⅰ 2
会 計 学（ 初 級 ） Ⅱ 2
ビ ジ ネ ス 法 2
ア カ デ ミ ッ ク ス キ ル 2
言語リテラシー（英語） 2
言語リテラシー（実用英語） 2
情 報 実 習 Ⅰ 2
情 報 実 習 Ⅱ 2
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 2
健康とスポーツの理論 2
健康とスポーツの方法学 2
統 計 学 2

学

科

基

幹

科

目

経 営 管 理 論 Ⅰ 2
経 営 管 理 論 Ⅱ 2
経 営 組 織 論 Ⅰ 2
経 営 組 織 論 Ⅱ 2
経 営 戦 略 論 Ⅰ 2
経 営 戦 略 論 Ⅱ 2
人 的 資 源 管 理 論 Ⅰ 2
人 的 資 源 管 理 論 Ⅱ 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅰ 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅱ 2
競 争 戦 略 論 Ⅰ 2
競 争 戦 略 論 Ⅱ 2
サ ー ビ ス 産 業 論 Ⅰ 2
サ ー ビ ス 産 業 論 Ⅱ 2
商 業 簿 記 Ⅰ 2
商 業 簿 記 Ⅱ 2
財 務 会 計 論 Ⅰ 2
財 務 会 計 論 Ⅱ 2
財 務 管 理 論 Ⅰ 2
財 務 管 理 論 Ⅱ 2
民 法 総 論 2
不 動 産 概 論 2
契 約 法 2
企 業 取 引 法 2
国 際 取 引 法 2
企 業 法 Ⅰ 2
企 業 法 Ⅱ 2
経 済 学 基 礎 2

区分 授 業 科 目 単位

経

営

コ

ー

ス

科

目

企 業 論 Ⅰ 2
企 業 論 Ⅱ 2
イ ノ ベ ー シ ョ ン 論 Ⅰ 2
イ ノ ベ ー シ ョ ン 論 Ⅱ 2
ネ ッ ト ビ ジ ネ ス 論 Ⅰ 2
ネ ッ ト ビ ジ ネ ス 論 Ⅱ 2
ベンチャービジネス論Ⅰ 2
ベンチャービジネス論Ⅱ 2
中 小 企 業 論 Ⅰ 2
中 小 企 業 論 Ⅱ 2
サプライチェーンマネジメント論Ⅰ 2
サプライチェーンマネジメント論Ⅱ 2
組 織 間 関 係 論 Ⅰ 2
組 織 間 関 係 論 Ⅱ 2
国 際 経 営 論 Ⅰ 2
国 際 経 営 論 Ⅱ 2
流 通 論 Ⅰ 2
流 通 論 Ⅱ 2
金 融 ビ ジ ネ ス 論 Ⅰ 2
金 融 ビ ジ ネ ス 論 Ⅱ 2
マーケティングリサーチⅠ 2
マーケティングリサーチⅡ 2
経 営 統 計 Ⅰ 2
経 営 統 計 Ⅱ 2
リ ー ダ ー シ ッ プ 論 2
サービスマネジメント論Ⅰ 2
サービスマネジメント論Ⅱ 2
サービス業のケーススタディⅠ 2
サービス業のケーススタディⅡ 2
サービス業の経営分析 2
ホテルマネジメント論 2
フ ー ド サ ー ビ ス 論 2
ツ ー リ ズ ム 論 2
サ ー ビ ス 産 業 政 策 論 2
コーチング＆メンタリング 2
サ ー ビ ス の 心 理 学 2
産 業 ・ 組 織 心 理 学 Ⅰ 2
産 業 ・ 組 織 心 理 学 Ⅱ 2
ビジネスエコノミクスⅠ 2
ビジネスエコノミクスⅡ 2
原 価 計 算 論 Ⅰ 2
原 価 計 算 論 Ⅱ 2
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区分 授 業 科 目 単位

経

営

コ

ー

ス

科

目

管 理 会 計 論 Ⅰ 2
管 理 会 計 論 Ⅱ 2
国 際 会 計 論 Ⅰ 2
国 際 会 計 論 Ⅱ 2
財 務 諸 表 特 論 Ⅰ 2
財 務 諸 表 特 論 Ⅱ 2
簿記リテラシーⅠ（ 3 級：商業簿記 ） 2
簿記リテラシーⅡ（ 2 級：商業簿記 ） 2
簿記リテラシーⅢ（ 2 級：工業簿記 ） 2
簿 記 特 論 Ⅰ 2
簿 記 特 論 Ⅱ 2
資 格 英 語 Ⅰ 2
資 格 英 語 Ⅱ 2
販 売 管 理 特 論 初 級 2
販 売 管 理 特 論 中 級 Ⅰ 2
販 売 管 理 特 論 中 級 Ⅱ 2
経 営 学 特 殊 講 義 2

区分 授 業 科 目 単位

ビ

ジ

ネ

ス

法

コ

ー

ス

科

目

知 的 財 産 法 Ⅰ 2
知 的 財 産 法 Ⅱ 2
労 働 法 Ⅰ 2
労 働 法 Ⅱ 2
中 小 企 業 法 2
経 済 法 Ⅰ 2
経 済 法 Ⅱ 2
行 政 法 Ⅰ 2
行 政 法 Ⅱ 2
租 税 法 Ⅰ 2
租 税 法 Ⅱ 2
所 得 税 法 特 論 Ⅰ 2
所 得 税 法 特 論 Ⅱ 2
法 人 税 法 特 論 Ⅰ 2
法 人 税 法 特 論 Ⅱ 2
憲 法 基 礎 2
社 会 保 障 法 2
刑 事 法 2
経 済 刑 法 2
裁 判 法 2
リ ー ガ ル リ サ ー チ 2
法 学 特 殊 講 義 2
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（5）情報社会学部　情報社会学科

区分 授 業 科 目 単位

基
幹
科
目

基 礎 社 会 学 2
企 業 分 析 の 基 礎 2
現代社会とコンピュータ 2
情 報 リ テ ラ シ ー 2

コ
ー
ス
導
入
科
目

社
会
学
・
現
代
ビ
ジ
ネ
ス

社 会 調 査 の 読 み 方 Ⅰ 2
社 会 調 査 論 Ⅰ 2
メ デ ィ ア 論 2
国 際 社 会 論 2
基 礎 経 済 学 2
経 営 学 基 礎 2
企 業 経 営 論 2
簿 記 論（ 初 級 ） Ⅰ 2

総
合
情
報

データサイエンス基礎 2
プログラミング思考入門 2
メディア・コミュニケーション論 2
デ ザ イ ン 思 考 入 門 2
現 代 社 会 と 人 工 知 能 2
基 本 情 報 シ ス テ ム 論 2
プレゼンテーション技法 2

コ

ー

ス

科

目

社

会

学

・

現

代

ビ

ジ

ネ

ス

社 会 調 査 の 読 み 方 Ⅱ 2
社 会 調 査 論 Ⅱ 2
ア ン ケ ー ト 分 析 法 2
イ ン タ ビ ュ ー 分 析 法 2
社会的ネットワーク論 2
家 族 社 会 学 2
教 育 社 会 学 2
地 域 社 会 学 2
都 市 社 会 学 2
消 費 者 行 動 論 2
消 費 社 会 論 2
若 者 論 2
ポピュラーカルチャー 2
コミュニケーション論 2
メ デ ィ ア 社 会 論 2
マスコミュニケーション論 2
ソーシャルメディアの社会学 2
メ デ ィ ア 制 度 論 2
メディアリテラシー論 2
グローバルスタディーズ 2
国 際 文 化 論 2
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 2
アンケート調査の企画と実践 2

区分 授 業 科 目 単位

コ

ー

ス

科

目

社

会

学

・

現

代

ビ

ジ

ネ

ス

社会調査演習（アンケート）Ⅰ 2
社会調査演習（アンケート）Ⅱ 2
社会調査演習（インタビュー）Ⅰ 2
社会調査演習（インタビュー）Ⅱ 2
英 文 会 計 2
簿 記 論（ 初 級 ） Ⅱ 2
原 価 計 算 論 入 門 2
原 価 計 算 論 4
財 務 会 計 論 4
簿 記 論（ 中 級 ） 4
金 融 機 関 論 2
金 融 リ テ ラ シ ー 2
経 営 戦 略 演 習 2
経 営 戦 略 論 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 2
国際マーケティング論 2
コーポレートガバナンス 2
人 的 資 源 管 理 論 2
現 代 社 会 と 労 働 2
組 織 論 2
中 小 企 業 論 2
経 済 情 報 分 析 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2
国 際 経 済 論 2
労 働 経 済 学 2
ゲ ー ミ ン グ 基 礎 2
社会学・現代ビジネスコース特殊講義 2

総

合

情

報

人 工 知 能 技 術 基 礎 2
人 工 知 能 技 術 応 用 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 応 用 2
経済シミュレーション 2
スマートフォンアプリ開発基礎 2
スマートフォンアプリ開発応用 2
データサイエンス統計学基礎 2
Python プログラミング 2
Python とデータベース 2
企 業 情 報 シ ス テ ム 論 2
イ ン タ ー ネ ッ ト 論 2
データセキュリティ基礎 2
身 体 情 報 処 理 基 礎 2
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区分 授 業 科 目 単位

コ

ー

ス

科

目

総

合

情

報

身 体 情 報 処 理 応 用 2
データサイエンス応用 2
デ ー タ ベ ー ス 論 2
サイバー犯罪とセキュリティ 2
コ ン ピ ュ ー タ 統 計 学 2
情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 論 2
情 報 シ ス テ ム 設 計 2
データセキュリティ応用 2
画 像 処 理 と A I 2
デ ー タ 処 理 と AI 2
ス ポ ー ツ 情 報 論 2
総 合 デ ザ イ ン 論 2
メ デ ィ ア 産 業 論 2
情 報 と 職 業 2
情報システムの法的保護 2
情 報 社 会 と 倫 理 2
インターネットと著作権 2
認 知 と デ ザ イ ン 2
広 告 デ ザ イ ン 基 礎 2
広 告 デ ザ イ ン 応 用 2
映 像 デ ザ イ ン 基 礎 2
映 像 デ ザ イ ン 応 用 2
グラフィックデザイン基礎 2
グラフィックデザイン応用 2
Web デ ザ イ ン 基 礎 2
サウンドデザイン基礎 2
ゲ ー ム デ ザ イ ン 基 礎 2
ゲ ー ム デ ザ イ ン 応 用 2
エスノグラフィー基礎 2
空 間 情 報 処 理 基 礎 2
広 告 戦 略 論 2
広告クリエイティブ論 2
色 彩 論 2
映 像 メ デ ィ ア 論 2
メ デ ィ ア ア ー ト 論 2
インタラクションデザイン論 2
総合情報コース特殊講義 2

選
択
科
目

発
展
科
目

社会調査ケーススタディ 2
文 化 人 類 学 2
ジ ェ ン ダ ー 論 2
ボ ラ ン テ ィ ア 論 2
観 光 サ ー ビ ス 論 2
社 会 福 祉 論 2

区分 授 業 科 目 単位

選

択

科

目

発

展

科

目

社 会 保 障 論 2
地 域 文 化 論 2
高 齢 者 福 祉 論 2
農 村 政 策 2
地 域 政 策 2
社 会 政 策 2
時 事 国 際 関 係 論 2
地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 論 2
社 会 起 業 論 2
ファンディング・ビジネス論 2
財 務 諸 表 分 析 Ⅰ 2
財 務 諸 表 分 析 Ⅱ 2
会 計 と 歴 史 4
時 事 金 融 論 2
Ac c o u n t i n g  H i s t o r y 2
Comparative Civilizations 2
F inanc ia l Account ing 2
G l o b a l  H i s t o r y 2
データサイエンス統計学応用 2
実践データサイエンス 2
戦 略 的 意 思 決 定 論 2
ゲ ー ミ ン グ 応 用 2
情 報 行 動 論 2
情 報 科 教 育 法 Ⅰ 2
情 報 科 教 育 法 Ⅱ 2
Web デ ザ イ ン 応 用 2
サウンドデザイン応用 2
エスノグラフィー応用 2
空 間 情 報 処 理 応 用 2
デジタルマーケティング論 2
Python によるファイナンス 4
情 報 社 会 特 殊 講 義 2

演
習
科
目

情報社会学部基礎演習 2
演 習 Ⅰ 2
演 習 Ⅱ 2
演 習 Ⅲ 2
卒 業 研 究 4
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（6）人間科学部　人間科学科

区分 授 業 科 目 単位

基

礎

科

目

人 間 関 係 の 理 論 と 実 践 2
基 礎 演 習 Ⅰ 2
基 礎 演 習 Ⅱ 2
情 報 リ テ ラ シ ー 実 習 2
心 理 学 概 論 2
臨 床 心 理 学 概 論 2
健 康 と 運 動 2
ス ポ ー ツ 健 康 科 学 概 論 2
社 会 健 康 学 入 門 2
社 会 安 全 学 入 門 2

専

門

科

目

臨

床

心

理

学

コ

ー

ス

公 認 心 理 師 の 職 責 2
心 理 学 研 究 法 2
心 理 学 統 計 法 Ⅰ 2
心 理 学 統 計 法 Ⅱ 2
心 理 学 実 験 Ⅰ 2
心 理 学 実 験 Ⅱ 2
知 覚 ・ 認 知 心 理 学 2
学 習 ・ 言 語 心 理 学 2
感 情 ・ 人 格 心 理 学 2
神 経 ・ 生 理 心 理 学 2
社 会 ・ 集 団 ・ 家 族 心 理 学 2
発 達 心 理 学 2
障 害 者 ・ 障 害 児 心 理 学 2
健 康 ・ 医 療 心 理 学 2
福 祉 心 理 学 2
教 育 ・ 学 校 心 理 学 2
司 法 ・ 犯 罪 心 理 学 2
産 業 ・ 組 織 心 理 学 2
人体の構造と機能及び疾病 2
精 神 疾 患 と そ の 治 療 2
関 係 行 政 論 2
心 理 演 習 Ⅰ 2
心 理 演 習 Ⅱ 2
心 理 実 習 Ⅰ 2
心 理 実 習 Ⅱ 2
ホ リ ス テ ィ ッ ク 心 理 学 2
被 害 者 ・ 加 害 者 の 心 理 学 2
人 間 性 心 理 学 2
ジ ェ ン ダ ー の 心 理 学 2
精 神 分 析 学 入 門 2
芸 術 療 法 2
遊 戯 療 法 2
集 団 精 神 療 法 2
人 と し て 生 き る 倫 理 2
福 祉 心 理 学 特 殊 講 義 4
臨 床 心 理 学 特 殊 講 義 2

区分 授 業 科 目 単位

専

門

科

目

ス

ポ

ー

ツ

科

学

コ

ー

ス

ス ポ ー ツ 生 理 学 2
ス ポ ー ツ 運 動 学 2
ス ポ ー ツ 社 会 学 2
ス ポ ー ツ 心 理 学 2
ス ポ ー ツ 産 業 論 2
ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン 2
健康とスポーツの理論と実際（陸上） 2
野外活動の理論と実際（スノースポーツ） 2
野外活動の理論と実際（野外キャンプ） 2
健康とスポーツの理論と実際（体操） 2
健康とスポーツの理論と実際（柔道） 2
健康とスポーツの理論と実際（剣道） 2
健康とスポーツの理論と実際（ハンドボール） 2
健康とスポーツの理論と実際（バスケットボール） 2
健康とスポーツの理論と実際（バレーボール） 2
健康とスポーツの理論と実際（サッカー） 2
健康とスポーツの理論と実際（ダンス） 2
健康とスポーツの理論と実際（水泳） 2
エアロビック運動の理論と実際（陸上運動） 2
フィットネスの理論と実際 2
ス ポ ー ツ 医 学 2
スポーツバイオメカニクス 2
学 校 保 健 2
健 康 心 理 学 2
こ こ ろ と か ら だ の 発 達 2
身 体 測 定 と デ ー タ 解 析 2
運 動 処 方 2
生 活 習 慣 病 と 運 動 2
衛 生 ・ 公 衆 衛 生 学 2
ス ポ ー ツ 栄 養 学 2
健 康 産 業 実 習 2
ト レ ー ニ ン グ 概 論 2
保 健 体 育 科 教 育 法 Ⅰ 2
保 健 体 育 科 教 育 法 Ⅱ 2
保 健 体 育 科 教 育 法 Ⅲ 2
保 健 体 育 科 教 育 法 Ⅳ 2
保 健 体 育 科 実 践 Ⅰ 2
保 健 体 育 科 実 践 Ⅱ 2
コ ー チ ン グ 論 Ⅰ 2
コ ー チ ン グ 論 Ⅱ 2
ス ポ ー ツ ト レ ー ナ 一 実 践 2
ト レ ー ニ ン グ 論 2
ス ポ ー ツ マ ー ケ テ ィ ン グ 2
ス ポ ー ツ マ ネ ジ メ ン ト 2
地 域 ス ポ ー ツ 論 2
ス ポ ー ツ イ ノ ベ ー シ ョ ン 2
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区分 授 業 科 目 単位

専

門

科

目

ス
ポ
ー
ツ
科
学
コ
ー
ス

ス ポ ー ツ ツ ー リ ズ ム 2
ス ポ ー ツ フ ァ イ ナ ン ス 2
スポーツ実務実習ａ（企業 PBL型） 1
スポーツ実務実習ｂ（海外視察型） 1
ス ポ ー ツ 政 策 論 2
ア ダ プ テ ッ ド ス ポ ー ツ 2
ス ポ ー ツ 統 計 情 報 処 理 2
スポーツボランティア実習 2
実 技 対 策 セ ミ ナ ー 2
スポーツ科学コース特殊講義 2

社

会

ラ

イ

フ

デ

ザ

イ

ン

コ

ー

ス

医 療 社 会 学 2
現 代 社 会 と エ イ ジ ン グ 2
い の ち を 守 る ま ち づ く り 2
人 間 と 災 害 2
現 代 家 族 論 2
地 域 福 祉 論 2
人 間 関 係 の 心 理 学 2
ラ イ フ デ ザ イ ン 論 2
自 然 災 害 概 論 2
社 会 災 害 概 論 2
L G B T Q 論 2
コミュニケーションの心理学 2
S D G s 論 2
地 域 医 療 社 会 論 2
い の ち の 医 療 社 会 論 2
健 康 経 営 論 2
医 療 政 策 社 会 論 2
現代社会とヘルスケア戦略 2
暮 ら し の 医 療 社 会 論 2
現代社会と食マネジメント論 2
現 代 社 会 と 住 ま い 2
福 祉 デ ザ イ ン 概 論 2
ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 論 2
地 域 子 育 て 論 2
コミュニティマネジメント論 2
生 命 社 会 学 2
対 人 社 会 心 理 学 2
集 団 心 理 学 2
対 人 行 動 論 2
リ ス ク 認 知 心 理 学 2
消 費 者 心 理 学 2
競 争 と 逸 脱 の 社 会 学 2
脱 炭 素 社 会 論 2
社会ライフデザインコース特殊講義 2

区分 授 業 科 目 単位

選
択
科
目

政 治 学 概 説 2
教 育 心 理 学 概 論 2
子 ど も の 臨 床 心 理 学 2
教 育 相 談 の 理 論 と 方 法 2

演
　
習
　
科
　
目

専 門 演 習 Ⅰ 2
専 門 演 習 Ⅱ 2
卒 業 研 究 4
臨床心理学実践演習（心理的アセスメント） 2
臨床心理学実践演習（心理学的支援法） 2
ス ポ ー ツ 健 康 実 践 演 習 Ⅰ 2
ス ポ ー ツ 健 康 実 践 演 習 Ⅱ 2
社会ライフデザイン実践演習Ⅰ 2
社会ライフデザイン実践演習Ⅱ 2
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（その他の科目）
第　11　条 第 8 条から第 10 条までに規定する全学共通科目および学科専攻科目の他に、必要に

応じて、適当な授業科目を開設することができる。
（他大学等における授業科目の履修等の認定）
第 11 条の２ 本大学は、教育上有益と認めるときは、本大学の定めるところにより学生が他の大学ま

たは短期大学（外国の大学または短期大学を含む）において修得した授業科目の単位を、
60 単位を超えない範囲で本大学において修得したものとみなすことができる。

（大学以外の教育施設等における学修等の認定）
第 11 条の３ 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本大学における授業科目の履
修とみなし、本大学の定めるところにより単位を与えることができる。
ただし、本条により与えることができる単位数は、第 11 条の 2 により本大学において
修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。

（入学前の既修得単位等の認定）
第 11 条の４ 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に他の大学または短

期大学において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した
単位を含む ｡）を、本大学に入学した後の本大学における授業科目の履修により修得し
たものとみなすことができる。

２. 本大学は教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に行った、第 11 条の 3
に規定する学修を、本大学における授業科目の履修により修得したものとみなし、本大
学の定めるところにより単位を与えることができる。
ただし、第 11 条の 4により与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、
本大学において修得した単位以外のものについては、合わせて 30 単位を超えないもの
とし、かつ、第 11 条の 2 および 3により本大学において修得したものとみなす単位数
と合わせて 60 単位を超えないものとする。

（7）教育職員養成課程配当の「教科及び教職に関する科目」
〔第 9条第 2項・第 3項第 2号の全学共通科目および本項第 1 号から第 6 号の学科専攻科目以外に
次の科目を置く。〕

区分 授 業 科 目 単位

教
科
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等

教 職 概 論 2

学 校 と 教 育 の 歴 史 2

特 別 支 援 教 育 概 論 2

教 育 行 政 学 2

教 育 課 程 論 2

社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 2

社会科・地理歴史科教育法Ⅱ 2

社会科・公民科教育法Ⅰ 2

社会科・公民科教育法Ⅱ 2

商 業 科 教 育 法 Ⅰ 2

商 業 科 教 育 法 Ⅱ 2

道 徳 教 育 の 理 論 と 実 践 2

区分 授 業 科 目 単位

教
科
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目

教
育
の
基
礎
的
理
解

に
関
す
る
科
目
等
　

特別活動および総合的な学習
の時間の指導法 2

教 育 方 法 論 2

教 育 に お け る I C T 活 用 1

生 徒 ・ 進 路 指 導 論 2

教 育 実 習 Ⅰ 5

教 育 実 習 Ⅱ 3

教 職 実 践 演 習（ 中・高 ） 2

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

学 校 イ ン タ ー ン シ ッ プ 2

道 徳 教 育 の 理 論 と 実 践 2

人 権 教 育 論 2
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（授業の方法）
第 11 条の 5 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。
２. 学長は、文部科学大臣が定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に

利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
（単位計算方法）
第　12　条 各授業科目は、１単位あたり 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次の基

準によりその単位数を計算する。
　（1） 全学共通科目の中の必修外国語科目分野に含まれる授業科目については、30 時間の

授業をもって１単位とする。
　（2） （1）以外の講義および演習については、15 時間の授業をもって１単位とする。
　（3） 実験、実習および実技については、30 時間の授業をもって１単位とする。

第 ８ 章　　履修方法、課程修了および学位の授与

（授業科目の履修）
第　13　条 学生は、本学則による他、履修規程その他により教授会が定める教育課程にしたがい、

所属する学部学科の授業科目を履修しなければならない。
２. 学生が各年次において、履修し得る授業科目の最高単位数は、履修規程の定めるところ

による。
（単位取得条件）
第　14　条 学生は所属の学部学科によって、履修規程の定めにしたがい、124 単位以上を修得しな

ければならない。
（教職課程）
第　15　条 本大学に教育職員養成課程を置く。社会、地理歴史、公民、保健体育、商業、情報の教

育職員免許状授与の資格を得ようとする学生のために、「教科及び教職に関する科目」 
（第 10 条第３項第 7号）を開講することができる。

２. 前項の取り扱いについては、教育職員養成課程に関する規程および履修規程の定めると
ころによる。

３. 教育職員養成課程を履修する場合は、所属する学部学科以外の学科専攻科目の一部につ
いて履修することができる。

４. 本大学における教育職員養成課程の履修者に授与できる免許状の種類および免許教科
は、次のとおりとする。

免許状の種類および
免許教科

　　　学　部　学　科
中 学 校 教 諭
一 種 免 許 状

高 等 学 校 教 諭
一 種 免 許 状

経 済 学 部 経済学科 社　　会 地理歴史・公民・商業
経 営 学 部 第１部 経営学科 社　　会 公民・商業
経 営 学 部 第１部 ビジネス法学科 公民・商業
経 営 学 部 第２部 経営学科 商業
情報社会学部 情報社会学科 情報・商業
人間科学部 人間科学科 社会・保健体育 公民・保健体育

５. 削除
６. 削除
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（学芸員・社会教育主事）
第 15 条の２ 削除
（履修届）
第　16　条 学生は、履修しようとする授業科目を毎年所定の期間内に届け出なければならない。

２. 履修届については、履修規程の定めるところによる。
（試験）
第　17　条 各授業科目については、原則として、その授業の終了した各学期末に定期の試験を行い、

学業成績を判定する。
２. 授業時数にたいする出席時数の割合が別に定める一定比率に達しない者は、当該授業科

目についての試験を受けることができない。
３. 学費の納入を怠っている者は、試験を受けることができない。
４. やむを得ない事由のため、定期の試験を受けることができなかった者については追試験

を行うことができる。本項については、履修規程の定めるところによる。
５. 試験については、各学部の教授会で定め、履修規程および学内試験細則によって実施する｡

（成績）
第　18　条 学業成績は、優、良、可および不可に分け、可以上を合格と認定する。

２. 合格した授業科目については所定の単位を修得したものと認める。ただし、学期の途中
で離籍した者には、その学期の単位修得を認めない。

（卒業）
第　19　条  4 年以上在学し、第14条に規定する単位数を修得した者に卒業証書を授与することができる｡

２. 前項に定める単位数のうち、第 11 条の 5 第 2 項に基づいて履修した授業の方法により
修得する単位数は、60 単位を超えないものとする。

（学位授与）
第　20　条 前条により卒業証書を授与された者には、次の区別にしたがって、学士の学位を授与す

ることができる。
　（1） 経済学部 経済学科 学士（経済学）
　（2） 経営学部 経営学科 学士（経営学）

ビジネス法学科 学士（経営学）
　（3） 情報社会学部 情報社会学科 学士（情報社会学）
　（4） 人間科学部 人間科学科 学士（人間科学）

第 9 章 入学、転学部、転学科、転部、転入学、編入学、学士入学、
留学、休学、復学、退学および再入学

（入学時期）
第　21　条 入学の時期は、学年の始めとする。
（入学資格）
第　22　条 本大学の学部に入学することのできる者は、次の各号の一つに該当する資格を有するも

のとする。
（1） 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
（2） 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者
（3） 通常の課程以外の課程によって前号に相当する学校教育を修了した者
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　（4） 外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で
文部科学大臣の指定した者

　（5） 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　（6） 文部科学大臣の指定した者
（7） 高等学校卒業程度認定試験規則により、文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定

試験に合格した者、もしくは大学入学資格検定規程により、文部科学大臣の行う大
学入学資格検定に合格した者

（入学出願）
第　23　条 本大学に入学を志願する者は、本大学所定の手続きによって願い出るものとする。
（入学試験）
第　24　条 入学の許否は、所定の試験・考査の上決定する。

２. いったん収受した納付金は返還しない。
（入学許可）
第　25　条 入学を許可された者は、所定の方式にしたがって宣誓し、かつ、本学の承認する保証人

を立てなければならない。これを怠る時は、入学許可を取り消すことがある。
（入学手続）
第　26　条 入学を許可された者は、所定の期日までに入学手続きを完了しなければならない。
（学士入学者の修得単位等の認定）
第　27　条 学校教育法による大学の学士号を有する者、学士の学位を授与された者、もしくはこれ

と同等以上の学力ありと認められる者が入学を許可された場合、または本学への再入学
を許可された者については、すでに修得した授業科目と単位数の一部または全部を認定
することができる。

（転部・転学部・転学科）
第　28　条 本大学の学生で、他の学部、学科へ移ろうとする者または第１部（昼間学部）と第２部（夜

間学部）間の異動を希望する者については、欠員のある場合に限り、選考の上、これを許
可することがある。

（転入学・編入学）
第　29　条 本大学の学部に転入学または編入学（以下「編入学」という。）することのできる者は、

次の各号の一つに該当する資格を有するものとする。
　（1） 日本の大学を卒業した者、および本学以外の日本の大学に 2年以上在籍（休学期間を

除く）し、当該学部・学科において 60 単位以上修得した者
　（2） 日本の短期大学を卒業した者
　（3） 日本の高等専門学校を卒業した者
　（4） 日本の高等学校、中等教育学校の後期課程および特別支援学校の専攻科の課程（修業

年限が 2年以上であること、その他の文部科学省の基準を満たすものに限る。）を
修了した者

（5） 日本の専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了
した者
（ただし、学校教育法第 90 条に規定する大学入学資格を有する者に限る。）

２. 編入学の時期は学年の始めとし、本人がすでに修得した授業科目と単位数については、
その一部または全部を認定し、本大学において履修すべき授業科目と単位数および在学
年数を決定する。
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（海外留学）
第 29 条の２ 本大学は、本大学が協定または認定した外国の大学へ留学を希望する者を留学させるこ

とができる。
２. 留学に関する規定は、大阪経済大学学部学生留学規程に定める。

（休学）
第　30　条 病気、その他やむを得ない事由により、休学しようとする者は、その事由を明記し、保

証人連署の上、願い出ることにより、許可を得て休学することができる。
２. 休学の手続きについては、別に定める休学手続規程による。

（退学）
第　31　条 病気、その他やむを得ない事由によって、退学しようとする者は、その事由を明記し、

保証人連署で願い出なければならない。願い出により退学を許可する。
２. 退学の手続きについては、別に定める退学手続規程による。

（在学期間）
第　32　条 在学期間は８年を超えることができない。
（再入学）
第　33　条 退学した者および除籍された者が再入学を願い出たときは選考試験の上、許可すること

がある。
２. 再入学の手続きについては、別に定める再入学手続規程による。

（学籍異動許可）
第　34　条 入学、転学部、転学科、転部、編入学、学士入学、休学、復学、退学および再入学の許

可は、当該学部の教授会の意見を聴いて、学長がこれを行う。

第 10 章　　学　生　の　定　員

（入学定員及び収容定員）
第　35　条 各学部各学科の学生の定員は次のとおりとする。

（1）経済学部
入学定員 収容定員

経済学部　経済学科 6 8 0 2,720
計 6 8 0 2,720

（2）経営学部
入学定員 収容定員

経営学部 第１部（昼間学部）経営学科 4 3 0 1,720
経営学部 第１部（昼間学部）ビジネス法学科 2 0 0 800
経営学部 第２部（夜間学部）経営学科 5 0 200

計 6 8 0 2,720

（3）情報社会学部
入学定員 収容定員

情報社会学部　情報社会学科 3 0 0 1,200
計 3 0 0 1,200

（4）人間科学部
入学定員 収容定員

人間科学部　人間科学科 2 0 0 800
計 2 0 0 800
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第 11 章　委託学生、科目等履修生、聴講生および国際留学生等

（委託学生等の入学許可）
第　36　条 委託学生、科目等履修生、聴講生として入学を志願する者があるときは、正規の学生の

学修を妨げない限り、特別選考の上、許可することがある。
（委託学生の定義）
第　37　条 委託学生とは官公庁、外国政府その他の委託に基づき、第 21 条および第 22 条の規定に

よらないで、本大学において学修を許された者をいう。
２. 委託学生は、履修した授業科目について試験を受けなければならない。
３. 前項の試験に合格した者には、証明書を交付する。
４. その他委託学生については、別に定める委託学生手続規程による。

（科目等履修生）
第　38　条 各学部各学科において、科目等履修生として、１科目または複数の授業科目の履修を許

すことがある。
２. 科目等履修生が、その履修した授業科目について試験を受け合格した時は、所定の単位

を修得したものと認める。
３. その他科目等履修生については、別に定める科目等履修生手続規程による。

（聴講生）
第　39　条 各学部各学科において、聴講生として、１科目または数科目の聴講を許すことがある。

聴講し得る授業科目については、別に定める聴講生手続規程による。
２. 聴講生が、その履修した授業科目について試験を受け合格した時は、本人の請求によっ

て証明書を交付する。
３. その他聴講生については、別に定める聴講生手続規程による。

（委託学生等の納付金）
第　40　条 委託学生、科目等履修生および聴講生は、所定の学費等納付金を納めなければならない ｡
（委託学生等への規程準用）
第　41　条 委託学生、科目等履修生および聴講生については、本章規定の他、正規の学生について

の規定を準用する。ただし、第 19 条および第 20 条の規定は準用しない。
（国際留学生）
第　42　条 外国人で本大学の学部に入学しようとする者は、選考の上、国際留学生として入学を許可

する。
２. 国際留学生に関する規定は、大阪経済大学学部国際留学生入学規程に定める ｡

（特別の課程）
第 42 条の 2 本大学の学生以外の者を対象とした学校教育法第 105 条に規定する特別の課程を編成す

ることができる。
２. 特別の課程に関する規定は、大阪経済大学における特別の課程に関する規程に定める。

第 12 章　検定料、入学金、授業料およびその他の納付金

（入学検定料）
第　43　条 入学志願者は、別表１に定める入学検定料を納めなければならない ｡
（入学金）
第　44　条 入学を許可された者は、別表１に定める入学金を納めなければならない。
（転学部等の検定料）

学則 22



第　45　条 転学部、転学科、転部、編入学、学士入学および再入学の試験を受けようとする者は、
所定の検定料を納めなければならない。

（学費等の納付）
第　46　条 学生は、別表１に定める学費等納付金を納めなければならない。

２. 休学期間中の学費等納付金はこれを徴収しない。
３. 休学する者は、所定の在籍料を納めなければならない。

（実験費・実習費）
第　47　条 実験、実習を必要とする学生は、所定の実験費、実習費を納めなければならない。
（追試験料）
第　48　条 追試験を受けようとする者は、所定の試験料を納めなければならない。
（授業料等納付金）
第　49　条 授業料その他所定の学費等納付金は、別表１に定めるとおりとする。
（学費の延納）
第　50　条 学費の納付が困難な者には、審議の上、延納を許可することがある。
（学費の返還）
第　51　条 いったん収受した学費等納付金は返還しない。
（学費除籍）
第　52　条 所定の期日までに学費等納付金を納付しない者は除籍する。

第 13 章　　賞 罰

（授賞）
第　53　条 人物、学業ともに優秀な者には、授賞することがある。
（懲戒）
第　54　条 学生が学則に違反し、もしくは本学の秩序を乱し、または学生の本分に反する行為があった

ときは、その状況によって懲戒を行う。
２. 懲戒は、けん責、謹慎、停学および退学の４種とする。
３. 懲戒の手続については、別に定める懲戒手続規程による。

（退学処分）
第　55　条　　次の各号の一つに該当する者は退学させる。

　（1） 成業の見込みがないと認められる者
　（2） 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
　（3） 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
　（4） 正当な理由なくして、学業を怠る者

（賞罰）
第　56　条 賞罰は、当該学部の教授会の意見を聴いて、学長がこれを行う。

第 14 章　　付　  属　  施　  設

（付属施設）
第　57　条 本大学に次の付属施設を置く。

（1） 図書館
（2） 日本経済史研究所
（3） 中小企業・経営研究所

２. 付属施設の規程は別に定める。

学則 23



 

第 15 章　　厚生保健施設および奨学制度

（厚生保健施設・奨学制度）
第　58　条 本大学に、学生の厚生保健施設および奨学制度を置く。

２. 学生の厚生保健施設として次のものを置く。
（1） 学生寮
（2） 学生会館
（3） 山小屋

３. 学生の厚生保健施設および奨学制度の規程は別に定める。

第 16 章　　修業年限、学年、学期および休業日

（修業年限）
第　59　条 本大学各学部各学科の修業年限は４年とする。
（学年・学期）
第　60　条 学年は、４月１日に始まり、翌年の３月 31 日に終わる。

２. 学年は、春学期と秋学期の２学期に分け、期間については、当該年度の学年暦において
定める。

３. 前項に規定する各学期は、前半および後半に分けることができる。
（休業日）
第　61　条 本大学の休業日は、次の通りとする。

（1） 日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日
（2） 本大学記念日　　９月 30 日
（3） 夏季休業、冬季休業および春季休業　　　当該年度の学年暦において定める。

２. 教育上必要があるときは、前項の休業日に授業を行うことがある。
３. 必要がある場合は、前項の休業日を臨時に変更し、または臨時に休業日を定めることが

できる。

第 17 章　　改 廃

（改廃）
第　62　条 本学則の改廃は、教授会の意見を聴いて理事会が行う。

附　　則

第　１　条 本学則施行に必要な細則は別に定める。
第　２　条 本学則は、昭和 39 年４月１日から施行する。

２. 本学則は、昭和 39 年度第１年次生から適用する。
第　３　条 本学則は、昭和 39 年９月 18 日に改正した。
第　４　条 改正学則は、昭和 40 年４月１日から施行する。
第　５　条 本学則は、昭和 40 年９月 13 日に改正した。
第　６　条 改正学則は、昭和 40 年４月１日に遡って施行する。ただし、改正学則は、昭和 39 年４

月入学の第２年次生にも適用される。
第　７　条 本学則は、昭和 42 年３月４日に改正した。
第　８　条 改正学則は、昭和 42 年４月１日から施行する。
第　９　条 本学則は、昭和 47 年１月 22 日に改正した。
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第　10　条 改正学則は、昭和 47 年４月１日から施行する。ただし、改正学則は、昭和 48 年入学の
第２年次生、昭和 45 年入学の第３年次生にもそれぞれ一部適用される。

第　11　条 本学則は、昭和 48 年２月９日に改正した。
第　12　条 改正学則は、昭和 48 年４月１日から施行する。
第　13　条 本学則は、昭和 58 年 11 月 11 日に改正した。
第　14　条 改正学則は、昭和 59 年４月１日から施行する。
第　15　条 本学則は、昭和 61 年５月 23 日に改正した。
第　16　条 改正学則は、昭和 62 年４月１日から施行する。
第　17　条 本学則は、昭和 61 年９月 12 日に改正した。
第　18　条 改正学則は、昭和 62 年４月１日から施行する。

ただし、第35 条の規定にかかわらず、昭和62 年度から昭和67 年度までの間の入学定員は、
次のとおりとする。

学　部　・　学　科　等 入学定員

経済学部経済学科　第１部（昼間学部）
第２部（夜間学部）

経営学部経営学科　第１部（昼間学部）
第２部（夜間学部）

5 5 0
1 0 0
5 5 0
1 0 0

第　19　条 本学則は、昭和 62 年３月 24 日に改正した。
第　20　条 改正学則は、昭和 62 年４月１日から施行する。
第　21　条 本学則は、昭和 63 年１月 18 日に改正した。
第　22　条 改正学則は、昭和 63 年４月１日から施行する。
第　23　条 本学則は、昭和 63 年７月 18 日に改正し、同日から施行する。
第　24　条 本学則は、平成元年３月６日に改正し、同日から施行する。
第　25　条 本学則は、平成２年２月 19 日に改正した。
第　26　条 改正学則は、平成２年４月１日から施行する。ただし、改正学則の内、第 10 条第４号

および第 15 条は、平成２年入学の第２年次生から適用される。
第　27　条 本学則は、平成２年４月 26 日に改正した。
第　28　条 本学則は、平成２年 10 月１日に改正した。
第　29　条 本学則は、平成３年３月 22 日に改正した。
第　30　条 改正学則は、平成３年４月１日から施行する。ただし、第 35 条の規定にかかわらず、

平成３年度から平成 11 年度までの間の入学定員は次のとおりとする。

学　部　・　学　科　等
入　学　定　員

平成 3 ～ 4 年度 平成 5 ～ 11 年度

経済学部 経 済 学 科 第１部（昼間学部）
第２部（夜間学部）

経営学部 経 営 学 科 第１部（昼間学部）
経営情報学科 第１部（昼間学部）
経 営 学 科 第２部（夜間学部）

6 5 0
1 0 0
3 5 0
3 0 0
1 0 0

6 0 0
1 0 0
3 0 0
3 0 0
1 0 0

第　31　条 本学則は、平成３年７月 22 日に改正した。
第　32　条 改正学則は、平成４年４月１日から施行する。
第　33　条 本学則は、平成３年９月 24 日に改正した。

２. 改正学則の内、第 20 条および第 35 条は同日から施行する。
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第　34　条 改正学則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第 35 条の規定にかかわらず、
平成４年度から平成 11 年度までの間の入学定員は次のとおりとする。

学　部　・　学　科　等 入学定員

経済学部 経 済 学 科 第１部（昼間学部）
第２部（夜間学部）

経営学部 経 営 学 科 第１部（昼間学部）
経営情報学科 第１部（昼間学部）
経 営 学 科 第２部（夜間学部）

7 0 0
1 0 0
4 5 0
3 0 0
1 0 0

第　35　条 本学則は、平成４年３月 16 日に改正した。
第　36　条 改正学則は、平成４年４月１日から施行する。

２. 改正学則の内、第８章の章名および第 27 条は、改正日から施行する。
第　37　条 本学則は、平成５年３月 23 日に改正した。
第　38　条 改正学則は、平成５年４月１日から施行する。
第　39　条 本学則は、平成６年３月 18 日に改正した。
第　40　条 改正学則は、平成６年４月１日から施行する。
第　41　条 本学則は、平成７年３月 23 日に改正した。
第　42　条 改正学則は、平成７年４月１日から施行する。
第　43　条 本学則は、平成８年３月 13 日に改正した。
第　44　条 改正学則は、平成８年４月１日から施行する。
第　45　条 本学則は、平成８年４月 22 日に改正した。ただし、第２条の規定にかかわらず、経営

学部第１部（昼間部）経営情報学科は、在籍学生の卒業まで存続する。
第　46　条 改正学則は、平成９年４月１日から施行する。
第　47　条 本学則は、平成８年６月 13 日に改正した。
第　48　条 改正学則は、平成９年４月１日から施行する。
第　49　条 本学則は、平成９年３月 18 日に改正した。
第　50　条 改正学則は、平成９年４月１日から施行する。
第　51　条 本学則は、平成 10 年３月 18 日に改正した。
第　52　条 改正学則は、平成 10 年４月１日から施行する。
第　53　条 本学則は、平成 10 年９月 16 日に改正した。
第　54　条 改正学則は、平成 10 年９月 16 日から施行する。
第　55　条 本学則は、平成 11 年３月 19 日に改正した。
第　56　条 改正学則は、平成 11 年４月１日から施行する。ただし、改正学則は平成９年度入学生

から適用される。
第　57　条 本学則は、平成 11 年７月 23 日に改正した。
第　58　条 改正学則は、平成 12 年４月１日から施行する。ただし、第 35 条の規定にかかわらず、

平成 12 年度から平成 16 年度までの間の入学定員は次のとおりとする。

学　部　・　学　科　等
入　　学　　定　　員

平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度

経済学部 第１部（昼間学部） 経 済 学 科
経済学部 第２部（夜間学部） 経 済 学 科
経営学部 第１部（昼間学部） 経 営 学 科
経営学部 第２部（夜間学部） 経 営 学 科
経営情報学部 経営情報学科

6 5 5
1 0 0
4 5 0
1 0 0
3 0 0

6 1 0
1 0 0
4 5 0
1 0 0
3 0 0

6 0 0
1 0 0
4 2 5
1 0 0
2 9 0

6 0 0
1 0 0
3 9 0
1 0 0
2 8 0

6 0 0
1 0 0
3 5 0
1 0 0
2 7 5
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第　59　条 本学則は、平成 12 年３月 14 日に改正した。
第　60　条 改正学則は、平成 12 年４月１日から施行する。
第　61　条 本学則は、平成 12 年 12 月５日に改正した。
第　62　条 改正学則は、平成 13 年４月１日から施行する。

ただし、改正学則の内、第 11 条の４については平成 12 年４月入学生から適用される。
第　63　条 本学則は、平成 13 年３月 13 日に改正した。
第　64　条 改正学則は、平成 13 年４月１日から施行する。
第　65　条 本学則は、平成 13 年５月 15 日に改正した。

２. 第９条第２項第１号および第 10 条第３項第１号・第４号・第６号の規定については、
平成 14 年３月 31 日に在学している者の履修についての経過措置を別に定める。

第　66　条 改正学則は、平成 14 年４月１日から施行する。ただし、第 35 条の規定にかかわらず、
平成 14 年度から平成 16 年度までの入学定員は次のとおりとする。

学　部　・　学　科　等
入　学　定　員

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度

経済学部 第１部（昼間学部） 経 済 学 科
経済学部 第１部（昼間学部） 地域政策学科
経済学部 第２部（夜間学部） 経 済 学 科
経営学部 第１部（昼間学部） 経 営 学 科
経営学部 第２部（夜間学部） 経 営 学 科
経営情報学部 経営情報学科
人間科学部 人間科学科

3 5 0
1 5 0
1 0 0
3 7 5
1 0 0
2 6 5
1 7 5

3 5 0
1 5 0
1 0 0
3 4 0
1 0 0
2 5 5
1 7 5

3 5 0
1 5 0
1 0 0
3 0 0
1 0 0
2 5 0
1 7 5

第　67　条 本学則は、平成 13 年 12 月 18 日に改正した。
第　68　条 改正学則は、平成 14 年４月１日から施行する。
第　69　条 本学則は、平成 14 年３月 19 日に改正した。
第　70　条 改正学則は、平成 14 年４月１日から施行する。
第　71　条 本学則は、平成 14 年３月 19 日に改正した。
第　72　条 改正学則は、平成 14 年４月１日から施行する。

ただし、当第２部改正学則は平成 13 年度以前の学生にも適用される。
第　73　条 本学則は、平成 15 年３月 18 日に改正した。
第　74　条 改正学則は、平成 15 年４月１日から施行する。
第　75　条 本学則は、平成 15 年７月 22 日に改正した。
第　76　条 改正学則は、平成 16 年４月１日から施行する。ただし、第 35 条の規定にかかわらず、

平成 16 年度の入学定員は次のとおりとする。

学　部　・　学　科　等
入学定員
平成 16 年度

経済学部 第１部（昼間学部） 経 済 学 科
経済学部 第１部（昼間学部） 地域政策学科
経済学部 第２部（夜間学部） 経 済 学 科
経営学部 第１部（昼間学部） 経 営 学 科
経営学部 第１部（昼間学部） ビジネス法学科
経営学部 第２部（夜間学部） 経 営 学 科
経営情報学部 経営情報学科
人間科学部 人間科学科

3 5 0
1 5 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
2 5 0
1 7 5
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第　77　条 本学則は、平成 15 年 11 月 27 日に改正した。
第　78　条 改正学則は、平成 16 年４月１日から施行する。
第　79　条 本学則は、平成 15 年 12 月２日に改正した。
第　80　条 改正学則は、平成 16 年４月１日から施行する。
第　81　条 本学則は、平成 16 年７月 20 日に改正した。ただし、第２条の規程に関わらず、経営情

報学部　経営情報学科は、在籍学生の卒業まで存続する。
第　82　条 改正学則は、平成 17 年４月１日から施行する。

ただし、第 33 条については、平成 16 年７月 20 日より施行する。
第　83　条 本学則は、平成 17 年３月 15 日に改正した。
第　84　条 改正学則は、平成 17 年４月１日から施行する。

ただし、配当年次を変更した授業科目については、平成 17 年度以前の入学生にも適用される。
第　85　条 本学則は平成 17 年 6 月 7 日に改正した。ただし、第 2条の規定に関わらず、経済学部

第 2部経済学科は在籍学生の卒業まで存続する。
第　86　条 改正学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。

ただし、配当年次を変更した授業科目については平成18年度以前の入学生にも適用する。
第　87　条 本学則は平成 18 年２月 28 日に改正し、平成 18 年４月１日から施行する。
第　88　条 本学則は平成 18 年３月 14 日に改正し、平成 18 年４月１日から施行する。
第　89　条 本学則は平成 18 年７月 18 日に改正し、平成 19 年４月１日から施行する。
第　90　条 本学則は平成 18 年 11 月 21 日に改正し、平成 19 年４月１日から施行する。
第　91　条 本学則は平成 18 年 12 月 12 日に改正し、平成 19 年４月１日から施行する。
第　92　条 本学則は平成 19 年３月 13 日に改正し、平成 19 年４月１日から施行する。
第　93　条 本学則は平成 19 年 12 月 11 日に改正し、平成 20 年４月１日から施行する。
第　94　条 本学則は平成 20 年３月 18 日に改正し、平成 20 年４月１日から施行する。
第　95　条 本学則は、平成 20 年５月 27 日に改正し、平成 21 年４月１日から施行する。ただし、

改正第 46 条は、全学部生に適用する。
第　96　条 本学則は平成 20 年 12 月 9 日に改正し、平成 22 年４月１日から施行する。
第　97　条 本学則は平成 21 年３月 17 日に改正し、平成 22 年４月１日から施行する。

ただし、第 35 条の規定に関わらず、経済学部経済学科（夜間主）は在籍学生の卒業ま
で存続する。

第　98　条 本学則は平成 21 年３月 17 日に改正し、平成 21 年４月１日から施行する。
第　99　条 本学則は平成 22 年３月 16 日に改正し、平成 22 年４月１日から施行する。
第  100　条 本学則は平成 22 年 6 月 23 日に改正し、平成 23 年４月１日から施行する。
第  101　条 本学則は平成 23 年 3 月 22 日に改正し、平成 23 年４月１日から施行する。
第  102　条 本学則は平成 23 年 5 月 24 日に改正し、平成 24 年４月１日から施行する。
第  103　条 本学則は平成 23 年 6 月 21 日に改正し、平成 24 年４月１日から施行する。
第  104　条 本学則は平成 24 年 3 月 21 日に改正し、平成 24 年４月１日から施行する。

ただし、第 2 条の規程に関わらず、経営情報学部ビジネス情報学科、及び経営情報学部
ファイナンス学科は、在籍学生の卒業まで存続する。

第  105　条 本学則は平成 25 年 3 月 19 日に改正し、平成 25 年４月１日から施行する。
第  106　条 本学則は平成 26 年 3 月 18 日に改正し、平成 26 年４月１日から施行する。
第  107　条 本学則は平成 27 年 3 月 17 日に改正し、平成 27 年４月１日から施行する。
第  108　条 本学則は平成 27 年 5 月 26 日に改正し、平成 28 年４月１日から施行する。
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第  109　条 本学則は平成 28 年 3 月 22 日に改正し、平成 28 年４月１日から施行する。
第  110　条 本学則は平成 29 年 3 月 21 日に改正し、平成 29 年４月１日から施行する。
第  111　条 本学則は平成 30 年 3 月 20 日に改正し、平成 30 年４月１日から施行する。
第  112　条 本学則は平成 31 年 3 月 19 日に改正し、平成 31 年４月１日から施行する。
第  113　条 本学則は令和 2年 3 月 17 日に改正し、令和 2年４月１日から施行する。
第  114　条 本学則は令和 2年 6 月 23 日に改正し、同日から施行する。
第  115　条 本学則は令和 3年 3 月 16 日に改正し、令和 3年４月１日から施行する。
第  116　条 本学則は令和 3年 12 月 21 日に改正し、令和 4年 4月 1日から施行する。
第  117　条 本学則は令和 4年 2月 1日に改正し、令和 5年 4月 1日から施行する。

ただし、第２条の規定に関わらず、経済学部地域政策学科は在籍学生の卒業まで存続する。
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別表 2　削除

別表 3　削除

入学検定料 3 5 , 0 0 0

経 済 学 部 経済学科

経 営 学 部　第１部 経営学科

経 営 学 部　第１部 ビジネス法学科

経 営 学 部　第２部 経営学科

情報社会学部 情報社会学科

人間科学部 人間科学科

学 費 等

納付金額

内 訳

経 済 学 部 経済学科

経 営 学 部　第１部 経営学科

経 営 学 部　第１部 ビジネス法学科

情報社会学部 情報社会学科

人間科学部 人間科学科

入 学 金

授 業 料

施 設 設 備 資 金

情報機器利用料

入 学 年 度 年 額

2 7 0 , 0 0 0

7 1 0 , 0 0 0

1 4 0 , 0 0 0

4 0 , 0 0 0

1 , 1 6 0 , 0 0 0

入 学 金

授 業 料

施 設 設 備 資 金

情報機器利用料

入 学 年 度 年 額

1 5 0 , 0 0 0

3 5 0 , 0 0 0

8 0 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0

6 0 0 , 0 0 0

内 訳 経営学部　第２部 経営学科

（注） １. 入学金は入学年度のみ徴収する。

別表 1（第 43条、第 44条、第 46条、第 49条関係）
単位 : 円
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CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 

THE STATES PARTIES TO THIS CONSTITUTION DECLARE, IN 
CONFORMITY WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS, THAT THE 
FOLLOWING PRINCIPLES ARE BASIC TO THE HAPPINESS, HARMONIOUS 
RELATIONS AND SECURITY OF ALL PEOPLES: 

HEALTH IS A STATE OF COMPLETE PHYSICAL, MENTAL AND SOCIAL 
WELL-BEING AND NOT MERELY THE ABSENCE OF DISEASE OR 
INFIRMITY. 

THE ENJOYMENT OF THE HIGHEST ATTAINABLE STANDARD OF HEALTH 
IS ONE OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF EVERY HUMAN BEING 
WITHOUT DISTINCTION OF RACE, RELIGION, POLITICAL BELIEF, 
ECONOMIC OR SOCIAL CONDITION. 

THE HEALTH OF ALL PEOPLES IS FUNDAMENTAL TO THE ATTAINMENT 
OF PEACE AND SECURITY AND IS DEPENDENT UPON THE FULLEST 
CO-OPERATION OF INDIVIDUALS AND STATES. 

 
THE ACHIEVEMENT OF ANY STATE IN THE PROMOTION AND 
PROTECTION OF HEALTH IS OF VALUE TO ALL. 

設置等の趣旨（資料） 145



 
UNEQUAL DEVELOPMENT IN DIFFERENT COUNTRIES IN THE 
PROMOTION OF HEALTH AND CONTROL OF DISEASE, ESPECIALLY 
COMMUNICABLE DISEASE, IS A COMMON DANGER. 
 

 
HEALTHY DEVELOPMENT OF THE CHILD IS OF BASIC IMPORTANCE; THE 
ABILITY TO LIVE HARMONIOUSLY IN A CHANGING TOTAL ENVIRONMENT 
IS ESSENTIAL TO SUCH DEVELOPMENT. 
 

 
THE EXTENSION TO ALL PEOPLES OF THE BENEFITS OF MEDICAL, 
PSYCHOLOGICAL AND RELATED KNOWLEDGE IS ESSENTIAL TO THE 
FULLEST ATTAINMENT OF HEALTH. 
 

 
INFORMED OPINION AND ACTIVE CO-OPERATION ON THE PART OF THE 
PUBLIC ARE OF THE UTMOST IMPORTANCE IN THE IMPROVEMENT OF 
THE HEALTH OF THE PEOPLE. 
 

 
GOVERNMENTS HAVE A RESPONSIBILITY FOR THE HEALTH OF THEIR 
PEOPLES WHICH CAN BE FULFILLED ONLY BY THE PROVISION OF 
ADEQUATE HEALTH AND SOCIAL MEASURES. 
 

 
ACCEPTING THESE PRINCIPLES, AND FOR THE PURPOSE OF 
CO-OPERATION AMONG THEMSELVES AND WITH OTHERS TO PROMOTE 
AND PROTECT THE HEALTH OF ALL PEOPLES, THE CONTRACTING 
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PARTIES AGREE TO THE PRESENT CONSTITUTION AND HEREBY 
ESTABLISH THE WORLD HEALTH ORGANIZATION AS A SPECIALIZED 
AGENCY WITHIN THE TERMS OF ARTICLE 57 OF THE CHARTER OF THE 
UNITED NATIONS. 
 
 

 
CHAPTER I OBJECTIVE 
 

 
ARTICLE 1 
 

 
THE OBJECTIVE OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (HEREINAFTER 
CALLED THE ORGANIZATION) SHALL BE THE ATTAINMENT BY ALL 
PEOPLES OF THE HIGHEST POSSIBLE LEVEL OF HEALTH. 
 
 

 
CHAPTER II FUNCTIONS 
 

 
ARTICLE 2 
 

 
IN ORDER TO ACHIEVE ITS OBJECTIVE, THE FUNCTIONS OF THE 
ORGANIZATION SHALL BE: 
 

 
(A) TO ACT AS THE DIRECTING AND CO-ORDINATING AUTHORITY ON 
INTERNATIONAL HEALTH WORK; 
 

 
(B) TO ESTABLISH AND MAINTAIN EFFECTIVE COLLABORATION WITH 

設置等の趣旨（資料） 147



THE UNITED NATIONS, SPECIALIZED AGENCIES, GOVERNMENTAL 
HEALTH ADMINISTRATIONS, PROFESSIONAL GROUPS AND SUCH OTHER 
ORGANIZATIONS AS MAY BE DEEMED APPROPRIATE; 
 

 
(C) TO ASSIST GOVERNMENTS, UPON REQUEST, IN STRENGTHENING 
HEALTH SERVICES; 
 

 
(D) TO FURNISH APPROPRIATE TECHNICAL ASSISTANCE AND, IN 
EMERGENCIES, NECESSARY AID UPON THE REQUEST OR ACCEPTANCE 
OF GOVERNMENTS; 
 

 
(E) TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVIDING, UPON THE REQUEST OF THE 
UNITED NATIONS, HEALTH SERVICES AND FACILITIES TO SPECIAL 
GROUPS, SUCH AS THE PEOPLES OF TRUST TERRITORIES; 
 

 
(F) TO ESTABLISH AND MAINTAIN SUCH ADMINISTRATIVE AND 
TECHNICAL SERVICES AS MAY BE REQUIRED, INCLUDING 
EPIDEMIOLOGICAL AND STATISTICAL SERVICES; 
 

 
(G) TO STIMULATE AND ADVANCE WORK TO ERADICATE EPIDEMIC, 
ENDEMIC AND OTHER DISEASES; 
 

 
(H) TO PROMOTE, IN CO-OPERATION WITH OTHER SPECIALIZED 
AGENCIES WHERE NECESSARY, THE PREVENTION OF ACCIDENTAL 
INJURIES; 
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(I) TO PROMOTE, IN CO-OPERATION WITH OTHER SPECIALIZED AGENCIES 
WHERE NECESSARY, THE IMPROVEMENT OF NUTRITION, HOUSING, 
SANITATION, RECREATION, ECONOMIC OR WORKING CONDITIONS AND 
OTHER ASPECTS OF ENVIRONMENTAL HYGIENE; 
 

 
(J) TO PROMOTE CO-OPERATION AMONG SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL 
GROUPS WHICH CONTRIBUTE TO THE ADVANCEMENT OF HEALTH; 
 

 
(K) TO PROPOSE CONVENTIONS, AGREEMENTS AND REGULATIONS, AND 
MAKE RECOMMENDATIONS WITH RESPECT TO INTERNATIONAL HEALTH 
MATTERS AND TO PERFORM SUCH DUTIES AS MAY BE ASSIGNED 
THEREBY TO THE ORGANIZATION AND ARE CONSISTENT WITH ITS 
OBJECTIVE; 
 

 
(L) TO PROMOTE MATERNAL AND CHILD HEAITH AND WELFARE AND TO 
FOSTER THE ABILITY TO LIVE HARMONIOUSLY IN A CHANGING TOTAL 
ENVIRONMENT; 
 

 
(M) TO FOSTER ACTIVITIES IN THE FIELD OF MENTAL HEALTH 
ESPECIALLY THOSE AFFECTING THE HARMONY OF HUMAN RELATIONS; 
 

 
(N) TO PROMOTE AND CONDUCT RESEARCH IN THE FIELD OF HEALTH; 
 

 
(O) TO PROMOTE IMPROVED STANDARDS OF TEACHING AND TRAINING IN 
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THE HEALTH, MEDICAL AND RELATED PROFESSIONS; 
 

 
(P) TO STUDY AND REPORT ON, IN CO-OPERATION WITH OTHER 
SPECIALIZED AGENCIES WHERE NECESSARY, ADMINISTRATIVE AND 
SOCIAL TECHNIQUES AFFECTING PUBLIC HEALTH AND MEDICAL CARE 
FROM PREVENTIVE AND CURATIVE POINTS OF VIEW, INCLUDING 
HOSPITAL SERVICES AND SOCIAL SECURITY; 
 

 
(Q) TO PROVIDE INFORMATION, COUNSEL AND ASSISTANCE IN THE 
FIELD OF HEALTH; 
 

 
(R) TO ASSIST IN DEVELOPING AN INFORMED PUBLIC OPINION AMONG 
ALL PEOPLES ON MATTERS OF HEALTH; 
 

 
(S) TO ESTABLISH AND REVISE AS NECESSARY INTERNATIONAL 
NOMENCLATURES OF DISEASES, OF CAUSES OF DEATH AND OF PUBLIC 
HEALTH PRACTICES; 
 

 
(T) TO STANDARDIZE DIAGNOSTIC PROCEDURES AS NECESSARY; 
 

 
(U) TO DEVELOP, ESTABLISH AND PROMOTE INTERNATIONAL 
STANDARDS WITH RESPECT TO FOOD, BIOLOGICAL, PHARMACEUTICAL 
AND SIMILAR PRODUCTS; 
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(V) GENERALLY TO TAKE ALL NECESSARY ACTION TO ATTAIN THE 
OBJECTIVE OF THE ORGANIZATION. 
 
 

 
CHAPTER III MEMBERSHIP AND ASSOCIATE MEMBERSHIP 
 

 
ARTICLE 3 
 

 
MEMBERSHIP IN THE ORGANIZATION SHALL BE OPEN TO ALL STATES. 
 

 
ARTICLE 4 
 

 
MEMBERS OF THE UNITED NATIONS MAY BECOME MEMBERS OF THE 
ORGANIZATION BY SIGNING OR OTHERWISE ACCEPTING THIS 
CONSTITUTION IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF CHAPTER 
XIX AND IN ACCORDANCE WITH THEIR CONSTITUTIONAL PROCESSES. 
 
 

 
ARTICLE 5 
 

 
THE STATES WHOSE GOVERNMENTS HAVE BEEN INVITED TO SEND 
OBSERVERS TO THE INTERNATIONAL HEALTH CONFERENCE HELD IN 
NEW YORK, 1946, MAY BECOME MEMBERS BY SIGNING OR OTHERWISE 
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ACCEPTING THIS CONSTITUTION IN ACCORDANCE WITH THE 
PROVISIONS OF CHAPTER XIX AND IN ACCORDANCE WITH THEIR 
CONSTITUTIONAL PROCESSES PROVIDED THAT SUCH SIGNATURE OR 
ACCEPTANCE SHALL BE COMPLETED BEFORE THE FIRST SESSION OF 
THE HEALTH ASSEMBLY. 

ARTICLE 6 

SUBJECT TO THE CONDITIONS OF ANY AGREEMENT BETWEEN THE 
UNITED NATIONS AND THE ORGANIZATION, APPROVED PURSUANT TO 
CHAPTER XVI, STATES WHICH DO NOT BECOME MEMBERS IN 
ACCORDANCE WITH ARTICLES 4 AND 5 MAY APPLY TO BECOME 
MEMBERS AND SHALL BE ADMITTED AS MEMBERS WHEN THEIR 
APPLICATION HAS BEEN APPROVED BY A SIMPLE MAJORITY VOTE OF 
THE HEALTH ASSEMBLY. 

ARTICLE 7 

IF A MEMBER FAILS TO MEET ITS FINANCIAL OBLIGATIONS TO THE 
ORGANIZATION OR IN OTHER EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES THE 
HEALTH ASSEMBLY MAY, ON SUCH CONDITIONS AS IT THINKS PROPER, 
SUSPEND THE VOTING PRIVILEGES AND SERVICES TO WHICH A MEMBER 
IS ENTITLED.  THE HEALTH ASSEMBLY SHALL HAVE THE AUTHORITY 
TO RESTORE SUCH VOTING PRIVILEGES AND SERVICES. 

ARTICLE 8 
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TERRITORIES OR GROUPS OF TERRITORIES WHICH ARE NOT 
RESPONSIBLE FOR THE CONDUCT OF THEIR INTERNATIONAL 
RELATIONS MAY BE ADMITTED AS ASSOCIATE MEMBERS BY THE 
HEALTH ASSEMBLY UPON APPLICATION MADE ON BEHALF OF SUCH 
TERRITORY OR GROUP OF TERRITORIES BY THE MEMBER OR OTHER 
AUTHORITY HAVING RESPONSIBILITY FOR THEIR INTERNATIONAL 
RELATIONS.  REPRESENTATIVES OF ASSOCIATE MEMBERS TO THE 
HEALTH ASSEMBLY SHOULD BE QUALIFIED BY THEIR TECHNICAL 
COMPETENCE IN THE FIELD OF HEALTH AND SHOULD BE CHOSEN FROM 
THE NATIVE POPULATION.  THE NATURE AND EXTENT OF THE RIGHTS 
AND OBLIGATIONS OF ASSOCIATE MEMBERS SHALL BE DETERMINED BY 
THE HEALTH ASSEMBLY. 
 
 

 
CHAPTER IV ORGANS 
 

 
ARTICLE 9 
 

 
THE WORK OF THE ORGANIZATION SHALL BE CARRIED OUT BY: 
 

 
(A) THE WORLD HEALTH ASSEMBLY (HEREINAFTER CALLED THE 
HEALTH ASSEMBLY); 
 

 
(B) THE EXECUTIVE BOARD (HEREINAFTER CALLED THE BOARD); 
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(C) THE SECRETARIAT. 
 
 

 
CHAPTER V THE WORLD HEALTH ASSEMBLY 
 

 
ARTICLE 10 
 

 
THE HEALTH ASSEMBLY SHALL BE COMPOSED OF DELEGATES 
REPRESENTING MEMBERS. 
 

 
ARTICLE 11 
 

 
EACH MEMBER SHALL BE REPRESENTED BY NOT MORE THAN THREE 
DELEGATES ONE OF WHOM SHALL BE DESIGNATED BY THE MEMBER AS 
CHIEF DELEGATE.  THESE DELEGATES SHOULD BE CHOSEN FROM 
AMONG PERSONS MOST QUALIFIED BY THEIR TECHNICAL COMPETENCE 
IN THE FIELD OF HEALTH, PREFERABLY REPRESENTING THE NATIONAL 
HEALTH ADMINISTRATION OF THE MEMBER. 
 

 
ARTICLE 12 
 

 
ALTERNATES AND ADVISERS MAY ACCOMPANY DELEGATES. 
 

 
ARTICLE 13 
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THE HEALTH ASSEMBLY SHALL MEET IN REGULAR ANNUAL SESSION 
AND IN SUCH SPECIAL SESSIONS AS MAY BE NECESSARY.  SPECIAL 
SESSIONS SHALL BE CONVENED AT THE REQUEST OF THE BOARD OR OF 
A MAJORITY OF THE MEMBERS. 
 

 
ARTICLE 14 
 

 
THE HEALTH ASSEMBLY, AT EACH ANNUAL SESSION, SHALL SELECT THE 
COUNTRY OR REGION IN WHICH THE NEXT ANNUAL SESSION SHALL BE 
HELD, THE BOARD SUBSEQUENTLY FIXING THE PLACE.  THE BOARD 
SHALL DETERMINE THE PLACE WHERE A SPECIAL SESSION SHALL BE 
HELD. 
 

 
ARTICLE 15 
 

 
THE BOARD, AFTER CONSULTATION WITH THE SECRETARY-GENERAL OF 
THE UNITED NATIONS, SHALL DETERMINE THE DATE OF EACH ANNUAL 
AND SPECIAL SESSION. 
 

 
ARTICLE 16 
 

 
THE HEALTH ASSEMBLY SHALL ELECT ITS PRESIDENT AND OTHER 
OFFICERS AT THE BEGINNING OF EACH ANNUAL SESSION.  THEY SHALL 
HOLD OFFICE UNTIL THEIR SUCCESSORS ARE ELECTED. 
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ARTICLE 17 
 

 
THE HEALTH ASSEMBLY SHALL ADOPT ITS OWN RULES OF PROCEDURE. 
 

 
ARTICLE 18 
 

 
THE FUNCTIONS OF THE HEALTH ASSEMBLY SHALL BE: 
 

 
(A) TO DETERMINE THE POLICIES OF THE ORGANIZATION; 
 

 
(B) TO NAME THE MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO 
SERVE ON THE BOARD; 
 

 
(C) TO APPOINT THE DIRECTOR-GENERAL; 
 

 
(D) TO REVIEW AND APPROVE REPORTS AND ACTIVITIES OF THE BOARD 
AND OF THE DIRECTOR-GENERAL AND TO INSTRUCT THE BOARD IN 
REGARD TO MATTERS UPON WHICH ACTION, STUDY, INVESTIGATION OR 
REPORT MAY BE CONSIDERED DESIRABLE; 
 

 
(E) TO ESTABLISH SUCH COMMITTEES AS MAY BE CONSIDERED 
NECESSARY FOR THE WORK OF THE ORGANIZATION; 
 

 
(F) TO SUPERVISE THE FINANCIAL POLICIES OF THE ORGANIZATION AND 
TO REVIEW AND APPROVE THE BUDGET; 
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(G) TO INSTRUCT THE BOARD AND THE DIRECTOR-GENERAL TO BRING TO 
THE ATTENTION OF MEMBERS AND OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, 
GOVERNMENTAL OR NON-GOVERNMENTAL, ANY MATTER WITH REGARD 
TO HEALTH WHICH THE HEALTH ASSEMBLY MAY CONSIDER 
APPROPRIATE; 
 

 
(H) TO INVITE ANY ORGANIZATION, INTERNATIONAL OR NATIONAL, 
GOVERNMENTAL OR NON-GOVERNMENTAL, WHICH HAS 
RESPONSIBILITIES RELATED TO THOSE OF THE ORGANIZATION, TO 
APPOINT REPRESENTATIVES TO PARTICIPATE, WITHOUT RIGHT OF VOTE, 
IN ITS MEETINGS OR IN THOSE OF THE COMMITTEES AND 
CONFERENCES CONVENED UNDER ITS AUTHORITY, ON CONDITIONS 
PRESCRIBED BY THE HEALTH ASSEMBLY; BUT IN THE CASE OF 
NATIONAL ORGANIZATIONS, INVITATIONS SHALL BE ISSUED ONLY WITH 
THE CONSENT OF THE GOVERNMENT CONCERNED; 
 

 
(I) TO CONSIDER RECOMMENDATIONS BEARING ON HEALTH MADE BY 
THE GENERAL ASSEMBLY, THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, THE 
SECURITY COUNCIL OR TRUSTEESHIP COUNCIL OF THE UNITED 
NATIONS, AND TO REPORT TO THEM ON THE STEPS TAKEN BY THE 
ORGANIZATION TO GIVE EFFECT TO SUCH RECOMMENDATIONS; 
 

 
(J) TO REPORT TO THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL IN 
ACCORDANCE WITH ANY AGREEMENT BETWEEN THE ORGANIZATION 
AND THE UNITED NATIONS; 
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(K) TO PROMOTE AND CONDUCT RESEARCH IN THE FIELD OF HEALTH BY 
THE PERSONNEL OF THE ORGANIZATION, BY THE ESTABLISHMENT OF 
ITS OWN INSTITUTIONS OR BY CO-OPERATION WITH OFFICIAL OR 
NON-OFFICIAL INSTITUTIONS OF ANY MEMBER WITH THE CONSENT OF 
ITS GOVERNMENT; 
 

 
(L) TO ESTABLISH SUCH OTHER INSTITUTIONS AS IT MAY CONSIDER 
DESIRABLE; 
 

 
(M) TO TAKE ANY OTHER APPROPRIATE ACTION TO FURTHER THE 
OBJECTIVE OF THE ORGANIZATION. 
 

 
ARTICLE 19 
 

 
THE HEALTH ASSEMBLY SHALL HAVE AUTHORITY TO ADOPT 
CONVENTIONS OR AGREEMENTS WITH RESPECT TO ANY MATTER 
WITHIN THE COMPETENCE OF THE ORGANIZATION A TWO-THRIDS VOTE 
OF THE HEALTH ASSEMBLY SHALL BE REQUIRED FOR THE ADOPTION OF 
SUCH CONVENTIONS OR AGREEMENTS WHICH SHALL COME INTO FORCE 
FOR EACH MEMBER WHEN ACCEPTED BY IT IN ACCORDANCE WITH ITS 
CONSTITUTIONAL PROCESSES. 
 

 
ARTICLE 20 
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EACH MEMBER UNDERTAKES THAT IT WILL, WITHIN EIGHTEEN MONTHS 
AFTER THE ADOPTION BY THE HEALTH ASSEMBLY OF A CONVENTION  
OR AGREEMENT, TAKE ACTION RELATIVE TO THE ACCEPTANCE OF SUCH 
CONVENTION OR AGREEMENT.  EACH MEMBER SHALL NOTIFY THE 
DIRECTOR-GENERAL OF THE ACTION TAKEN AND IF IT DOES NOT 
ACCEPT SUCH CONVENTION OR AGREEMENT WITHIN THE TIME LIMIT, IT 
WILL FURNISH A STATEMENT OF THE REASONS FOR NON-ACCEPTANCE.  
IN CASE OF ACCEPTANCE, EACH MEMBER AGREES TO MAKE AN ANNUAL 
REPORT TO THE DIRECTOR-GENERAL IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 
XIV. 
 

 
ARTICLE 21 
 

 
THE HEALTH ASSEMBLY SHALL HAVE AUTHORITY TO ADOPT 
REGULATIONS CONCERNING: 
 

 
(A) SANITARY AND QUARANTINE REQUIREMENTS AND OTHER 
PROCEDURES DESIGNED TO PREVENT THE INTERNATIONAL SPREAD OF 
DISEASE; 
 

 
(B) NOMENCLATURES WITH RESPECT TO DISEASES, CAUSES OF DEATH 
AND PUBLIC HEALTH PRACTICES; 
 

 
(C) STANDARDS WITH RESPECT TO DIAGNOSTIC PROCEDURES FOR 
INTERNATIONAL USE; 
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(D) STANDARDS WITH RESPECT TO THE SAFETY, PURITY AND POTENCY 
OF BIOLOGICAL PHARMACEUTICAL AND SIMILAR PRODUCTS MOVING IN 
INTERNATIONAL COMMERCE; 
 

 
(E) ADVERTISING AND LABELLING OF BIOLOGICAL, PHARMACEUTICAL 
AND SIMILAR PRODUCTS MOVING IN INTERNATIONAL COMMERCE. 
 

 
ARTICLE 22 
 

 
REGULATIONS ADOPTED PURSUANT TO ARTICLE 21 SHALL COME INTO 
FORCE FOR ALL MEMBERS AFTER DUE NOTICE HAS BEEN GIVEN OF 
THEIR ADOPTION BY THE HEALTH ASSEMBLY EXCEPT FOR SUCH 
MEMBERS AS MAY NOTIFY THE DIRECTOR-GENERAL OF REJECTION OR 
RESERVATIONS WITHIN THE PERIOD STATED IN THE NOTICE. 
 

 
ARTICLE 23 
 

 
THE HEALTH ASSEMBLY SHALL HAVE AUTHORITY TO MAKE 
RECOMMENDATIONS TO MEMBERS WITH RESPECT TO ANY MATTER 
WITHIN THE COMPETENCE OF THE ORGANIZATION. 
 
 

 
CHAPTER VI THE EXECUTIVE BOARD 
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ARTICLE 24 
 

 
THE BOARD SHALL CONSIST OF EIGHTEEN PERSONS DESIGNATED BY AS 
MANY MEMBERS.  THE HEALTH ASSEMBLY, TAKING INTO ACCOUNT AN 
EQUITABLE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION, SHALL ELECT THE 
MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE BOARD.  
EACH OF THESE MEMBERS SHOULD APPOINT TO THE BOARD A PERSON 
TECHNICALLY QUALIFIED IN THE FIELD OF HEALTH, WHO MAY BE 
ACCOMPANIED BY ALTERNATES AND ADVISORS. 
 

 
ARTICLE 25 
 

 
THE MEMBERS SHALL BE ELECTED FOR THREE YEARS AND MAY BE 
REELECTED; PROVIDED THAT OF THE MEMBERS ELECTED AT THE FIRST 
SESSION OF THE HEALTH ASSEMBLY, THE TERMS OF SIX MEMBERS 
SHALL BE FOR ONE YEAR AND THE TERMS OF SIX MEMBERS SHALL BE 
FOR TWO YEARS, AS DETERMINED BY LOT. 
 

 
ARTICLE 26 
 

 
THE BOARD SHALL MEET AT LEAST TWICE A YEAR AND SHALL 
DETERMINE THE PLACE OF EACH MEETING. 
 

 
ARTICLE 27 
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THE BOARD SHALL ELECT ITS CHAIRMAN FROM AMONG ITS MEMBERS 
AND SHALL ADOPT ITS RULES OF PROCEDURE. 
 

 
ARTICLE 28 
 

 
THE FUNCTIONS OF THE BOARD SHALL BE: 
 

 
(A) TO GIVE EFFECT TO THE DECISIONS AND POLICIES OF THE HEALTH 
ASSEMBLY; 
 

 
(B) TO ACT AS THE EXECUTIVE ORGAN OF THE HEALTH ASSEMBLY; 
 

 
(C) TO PERFORM ANY OTHER FUNCTIONS ENTRUSTED TO IT BY THE 
HEALTH ASSEMBLY; 
 

 
(D) TO ADVISE THE HEALTH ASSEMBLY ON QUESTIONS REFERRED TO IT 
BY THAT BODY AND ON MATTERS ASSIGNED TO THE ORGANIZATION BY 
CONVENTIONS, AGREEMENTS AND REGULATIONS; 
 

 
(E) TO SUBMIT ADVICE OR PROPOSALS TO THE HEALTH ASSEMBLY ON 
ITS OWN INITIATIVE; 
 

 
(F) TO PREPARE THE AGENDA OF MEETINGS OF THE HEALTH ASSEMBLY; 
 

 
(G) TO SUBMIT TO THE HEALTH ASSEMBLY FOR CONSIDERATION AND 
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APPROVAL A GENERAL PROGRAMME OF WORK COVERING A SPECIFIC 
PERIOD; 
 

 
(H) TO STUDY ALL QUESTIONS WITHIN ITS COMPETENCE; 
 

 
(I) TO TAKE EMERGENCY MEASURES WITHIN THE FUNCTIONS AND 
FINANCIAL RESOURCES OF THE ORGANIZATION TO DEAL WITH EVENTS 
REQUIRING IMMEDIATE ACTION.  IN PARTICULAR IT MAY AUTHORIZE 
THE DIRECTOR-GENERAL TO TAKE THE NECESSARY STEPS TO COMBAT 
EPIDEMICS, TO PARTICIPATE IN THE ORGANIZATION OF HEALTH RELIEF 
TO VICTIMS OF A CALAMITY AND TO UNDERTAKE STUDIES AND 
RESEARCH THE URGENCY OF WHICH HAS BEEN DRAWN TO THE 
ATTENTION OF THE BOARD BY ANY MEMBER OR BY THE 
DIRECTOR-GENERAL. 
 

 
ARTICLE 29 
 

 
THE BOARD SHALL EXERCISE ON BEHALF OF THE WHOLE HEALTH 
ASSEMBLY THE POWERS DELEGATED TO IT BY THAT BODY. 
 
 

 
CHAPTER VII THE SECRETARIAT 
 

 
ARTICLE 30 
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THE SECRETARIAT SHALL COMPRISE THE DIRECTOR-GENERAL AND 
SUCH TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE STAFF AS THE ORGANIZATION 
MAY REQUIRE. 
 

 
ARTICLE 31 
 

 
THE DIRECTOR-GENERAL SHALL BE APPOINTED BY THE HEALTH 
ASSEMBLY ON THE NOMINATION OF THE BOARD ON SUCH TERMS AS 
THE HEALTH ASSEMBLY MAY DETERMINE.  THE DIRECTOR-GENERAL, 
SUBJECT TO THE AUTHORITY OF THE BOARD, SHALL BE THE CHIEF 
TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE OFFICER OF THE ORGANIZATION. 
 

 
ARTICLE 32 
 

 
THE DIRECTOR-GENERAL SHALL BE EX-OFFICIO SECRETARY OF THE 
HEALTH ASSEMBLY, OF THE BOARD, OF ALL COMMISSIONS AND 
COMMITTEES OF THE ORGANIZATION AND OF CONFERENCES 
CONVENED BY IT.  HE MAY DELEGATE THESE FUNCTIONS. 
 

 
ARTICLE 33 
 

 
THE DIRECTOR-GENERAL OR HIS REPRESENTATIVE MAY ESTABLISH A 
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PROCEDURE BY AGREEMENT WITH MEMBERS, PERMITTING HIM, FOR 
THE PURPOSE OF DISCHARGING HIS DUTIES, TO HAVE DIRECT ACCESS 
TO THEIR VARIOUS DEPARTMENTS, ESPECIALLY TO THEIR HEALTH 
ADMINISTRATIONS AND TO NATIONAL HEALTH ORGANIZATIONS, 
GOVERNMENTAL OR NON-GOVERNMENTAL.  HE MAY ALSO ESTABLISH 
DIRECT RELATIONS WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS WHOSE 
ACTIVITIES COME WITHIN THE COMPETENCE OF THE ORGANIZATION.  
HE SHALL KEEP REGIONAL OFFICES INFORMED ON ALL MATTERS 
INVOLVING THEIR RESPECTIVE AREAS. 
 

 
ARTICLE 34 
 

 
THE DIRECTOR-GENERAL SHALL PREPARE AND SUBMIT ANNUALLY TO 
THE BOARD THE FINANCIAL STATEMENTS AND BUDGET ESTIMATES OF 
THE ORGANIZATION. 
 

 
ARTICLE 35 
 

 
THE DIRECTOR-GENERAL SHALL APPOINT THE STAFF OF THE 
SECRETARIAT IN ACCORDANCE WITH STAFF REGULATIONS 
ESTABLISHED BY THE HEALTH ASSEMBLY.  THE PARAMOUNT 
CONSIDERATION IN THE EMPLOYMENT OF THE STAFF SHALL BE TO 
ASSURE THAT THE EFFICIENCY, INTEGRITY AND INTERNATIONALLY 
REPRESENTATIVE CHARACTER OF THE SECRETARIAT SHALL BE 
MAINTAINED AT THE HIGHEST LEVEL.  DUE REGARD SHALL BE PAID 
ALSO TO THE IMPORTANCE OF RECRUITING THE STAFF ON AS WIDE A 
GEOGRAPHICAL BASIS AS POSSIBLE. 
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ARTICLE 36 
 

 
THE CONDITIONS OF SERVICE OF THE STAFF OF THE ORGANIZATION 
SHALL CONFORM AS FAR AS POSSIBLE WITH THOSE OF OTHER UNITED 
NATIONS ORGANIZATIONS. 
 

 
ARTICLE 37 
 

 
IN THE PERFORMANCE OF THEIR DUTIES THE DIRECTOR-GENERAL AND 
THE STAFF SHALL NOT SEEK OR RECEIVE INSTRUCTIONS FROM ANY 
GOVERNMENT OR FROM ANY AUTHORITY EXTERNAL TO THE 
ORGANIZATION.  THEY SHALL REFRAIN FROM ANY ACTION WHICH 
MIGHT REFLECT ON THEIR POSITION AS INTERNATIONAL OFFICERS.  
EACH MEMBER OF THE ORGANIZATION ON ITS PART UNDERTAKES TO 
RESPECT THE EXCLUSIVELY INTERNATIONAL CHARACTER OF THE 
DIRECTOR-GENERAL AND THE STAFF AND NOT TO SEEK TO INFLUENCE 
THEM. 
 
 

 
CHAPTER VIII COMMITTEES 
 

 
ARTICLE 38 
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THE BOARD SHALL ESTABLISH SUCH COMMITTEES AS THE HEALTH 
ASSEMBLY MAY DIRECT AND, ON ITS OWN INITIATIVE OR ON THE 
PROPOSAL OF THE DIRECTOR-GENERAL, MAY ESTABLISH ANY OTHER 
COMMITTEES CONSIDERED DESIRABLE TO SERVE ANY PURPOSE WITHIN 
THE COMPETENCE OF THE ORGANIZATION. 
 

 
ARTICLE 39 
 

 
THE BOARD, FROM TIME TO TIME AND IN ANY EVENT ANNUALLY, SHALL 
REVIEW THE NECESSITY FOR CONTINUING EACH COMMITTEE. 
 

 
ARTICLE 40 
 

 
THE BOARD MAY PROVIDE FOR THE CREATION OF OR THE 
PARTICIPATION BY THE ORGANIZATION IN JOINT OR MIXED 
COMMITTEES WITH OTHER ORGANIZATIONS AND FOR THE 
REPRESENTATION OF THE ORGANIZATION IN COMMITTEES 
ESTABLISHED BY SUCH OTHER ORGANIZATIONS. 
 
 

 
CHAPTER IX CONFERENCES 
 

 
ARTICLE 41 
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THE HEALTH ASSEMBLY OR THE BOARD MAY CONVENE LOCAL, 
GENERAL, TECHNICAL OR OTHER SPECIAL CONFERENCES TO CONSIDER 
ANY MATTER WITHIN THE COMPETENCE OF THE ORGANIZATION AND 
MAY PROVIDE FOR THE REPRESENTATION AT SUCH CONFERENCES OF 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND, WITH THE CONSENT OF THE 
GOVERNMENT CONCERNED, OF NATIONAL ORGANIZATIONS, 
GOVERNMENTAL OR NON-GOVERNMENTAL.  THE MANNER OF SUCH 
REPRESENTATION SHALL BE DETERMINED BY THE HEALTH ASSEMBLY 
OR THE BOARD. 
 

 
ARTICLE 42 

 
THE BOARD MAY PROVIDE FOR REPRESENTATION OF THE 
ORGANIZATION AT CONFERENCES IN WHICH THE BOARD CONSIDERS 
THAT THE ORGANIZATION HAS AN INTEREST. 
 
 

 
CHAPTER X HEADQUARTERS 
 

 
ARTICLE 43 
 

 
THE LOCATION OF THE HEADQUARTERS OF THE ORGANIZATION SHALL 
BE DETERMINED BY THE HEALTH ASSEMBLY AFTER CONSULTATION 
WITH THE UNITED NATIONS. 
 
 

 
CHAPTER XI REGIONAL ARRANGEMENTS 
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ARTICLE 44 

(A) THE HEALTH ASSEMBLY SHALL FROM TIME TO TIME DEFINE THE
GEOGRAPHICAL AREAS IN WHICH IT IS DESIRABLE TO ESTABLISH A
REGIONAL ORGANIZATION.

(B) THE HEALTH ASSEMBLY MAY, WITH THE CONSENT OF A MAJORITY OF
THE MEMBERS SITUATED WITHIN EACH AREA SO DEFINED, ESTABLISH A
REGIONAL ORGANIZATION TO MEET THE SPECIAL NEEDS OF SUCH AREA.
THERE SHALL NOT BE MORE THAN ONE REGIONAL ORGANIZATION IN
EACH AREA.

ARTICLE 45 

EACH REGIONAL ORGANIZATION SHALL BE AN INTEGRAL PART OF THE 
ORGANIZATION IN ACCORDANCE WITH THIS CONSTITUTION. 

ARTICLE 46 

EACH REGIONAL ORGANIZATION SHALL CONSIST OF A REGIONAL 
COMMITTEE AND A REGIONAL OFFICE. 

ARTICLE 47 
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REGIONAL COMMITTEES SHALL BE COMPOSED OF REPRESENTATIVES 
OF THE MEMBER STATES AND ASSOCIATE MEMBERS IN THE REGION 
CONCERNED.  TERRITORIES OR GROUPS OF TERRITORIES WITHIN THE 
REGION, WHICH ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE CONDUCT OF THEIR 
INTERNATIONAL RELATIONS AND WHICH ARE NOT ASSOCIATE 
MEMBERS, SHALL HAVE THE RIGHT TO BE REPRESENTED AND TO 
PARTICIPATE IN REGIONAL COMMITTEES.  THE NATURE AND EXTENT 
OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THESE TERRITORIES OR GROUPS 
OF TERRITORIES IN REGIONAL COMMITTEES SHALL BE DETERMINED BY 
THE HEALTH ASSEMBLY IN CONSULTATION WITH THE MEMBER OR 
OTHER AUTHORITY HAVING RESPONSIBILITY FOR THE INTERNATIONAL 
RELATIONS OF THESE TERRITORIES AND WITH THE MEMBER STATES IN 
THE REGION. 
 

 
ARTICLE 48 
 

 
REGIONAL COMMITTEES SHALL MEET AS OFTEN AS NECESSARY AND 
SHALL DETERMINE THE PLACE OF EACH MEETING. 
 

 
ARTICLE 49 
 

 
REGIONAL COMMITTEES SHALL ADOPT THEIR OWN RULES OF 
PROCEDURE. 
 

 
ARTICLE 50 
 

 
THE FUNCTIONS OF THE REGIONAL COMMITTEE SHALL BE: 
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(A) TO FORMULATE POLICIES GOVERNING MATTERS OF AN EXCLUSIVELY 
REGIONAL CHARACTER; 
 

 
(B) TO SUPERVISE THE ACTIVITIES OF THE REGIONAL OFFICE; 
 

 
(C) TO SUGGEST TO THE REGIONAL OFFICE THE CALLING OF TECHNICAL 
CONFERENCES AND SUCH ADDITIONAL WORK OR INVESTIGATION IN 
HEALTH MATTERS AS IN THE OPINION OF THE REGIONAL COMMITTEE 
WOULD PROMOTE THE OBJECTIVE OF THE ORGANIZATION WITHIN THE 
REGION; 
 

 
(D) TO CO-OPERATE WITH THE RESPECTIVE REGIONAL COMMITTEES OF 
THE UNITED NATIONS AND WITH THOSE OF OTHER SPECIALIZED 
AGENCIES AND WITH OTHER REGIONAL INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS HAVING INTERESTS IN COMMON WITH THE 
ORGANIZATION; 
 

 
(E) TO TENDER ADVICE, THROUGH THE DIRECTOR-GENERAL, TO THE 
ORGANIZATION ON INTERNATIONAL HEALTH MATTERS WHICH HAVE 
WIDER THAN REGIONAL SIGNIFICANCE; 
 

 
(F) TO RECOMMEND ADDITIONAL REGIONAL APPROPRIATIONS BY THE 
GOVERNMENTS OF THE RESPECTIVE REGIONS IF THE PROPORTION OF 
THE CENTRAL BUDGET OF THE ORGANIZATION ALLOTTED TO THAT 
REGION IS INSUFFICIENT FOR THE CARRYING OUT OF THE REGIONAL 
FUNCTIONS; 
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(G) SUCH OTHER FUNCTIONS AS MAY BE DELEGATED TO THE REGIONAL 
COMMITTEE BY THE HEALTH ASSEMBLY, THE BOARD OR THE 
DIRECTOR-GENERAL. 
 

 
ARTICLE 51 
 

 
SUBJECT TO THE GENERAL AUTHORITY OF THE DIRECTOR-GENERAL OF 
THE ORGANIZATION, THE REGIONAL OFFICE SHALL BE THE 
ADMINISTRATIVE ORGAN OF THE REGIONAL COMMITTEE.  IT SHALL, IN 
ADDITION, CARRY OUT WITHIN THE REGION THE DECISIONS OF THE 
HEALTH ASSEMBLY AND OF THE BOARD. 
 

 
ARTICLE 52 
 

 
THE HEAD OF THE REGIONAL OFFICE SHALL BE THE REGIONAL 
DIRECTOR APPOINTED BY THE BOARD IN AGREEMENT WITH THE 
REGIONAL COMMITTEE. 
 

 
ARTICLE 53 
 

 
THE STAFF OF THE REGIONAL OFFICE SHALL BE APPOINTED IN A 
MANNER TO BE DETERMINED BY AGREEMENT BETWEEN THE 
DIRECTOR-GENERAL AND THE REGIONAL DIRECTOR. 
 

 
ARTICLE 54 
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THE PAN AMERICAN SANITARY ORGANIZATION REPRESENTED BY THE 
PAN AMERICAN SANITARY BUREAU AND THE PAN AMERICAN SANITARY 
CONFERENCES, AND ALL OTHER INTERGOVERNMENTAL REGIONAL 
HEALTH ORGANIZATIONS IN EXISTENCE PRIOR TO THE DATE OF 
SIGNATURE OF THIS CONSTITUTION, SHALL IN DUE COURSE BE 
INTEGRATED WITH THE ORGANIZATION.  THIS INTEGRATION SHALL BE 
EFFECTED AS SOON AS PRACTICABLE THROUGH COMMON ACTION 
BASED ON MUTUAL CONSENT OF THE COMPETENT AUTHORITIES 
EXPRESSED THROUGH THE ORGANIZATIONS CONCERNED. 
 
 

 
CHAPTER XII BUDGET AND EXPENSES 
 

 
ARTICLE 55 
 

 
THE DIRECTOR-GENERAL SHALL PREPARE AND SUBMIT TO THE BOARD 
THE ANNUAL BUDGET ESTIMATES OF THE ORGANIZATION.  THE BOARD 
SHALL CONSIDER AND SUBMIT TO THE HEALTH ASSEMBLY SUCH 
BUDGET ESTIMATES, TOGETHER WITH ANY RECOMMENDATIONS THE 
BOARD MAY DEEM ADVISABLE. 
 

 
ARTICLE 56 
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SUBJECT TO ANY AGREEMENT BETWEEN THE ORGANIZATION AND THE 
UNITED NATIONS, THE HEALTH ASSEMBLY SHALL REVIEW AND 
APPROVE THE BUDGET ESTIMATES AND SHALL APPORTION THE 
EXPENSES AMONG THE MEMBERS IN ACCORDANCE WITH A SCALE TO BE 
FIXED BY THE HEALTH ASSEMBLY. 
 

 
ARTICLE 57 
 

 
THE HEALTH ASSEMBLY OR THE BOARD ACTING ON BEHALF OF THE 
HEALTH ASSEMBLY MAY ACCEPT AND ADMINISTER GIFTS AND 
BEQUESTS MADE TO THE ORGANIZATION PROVIDED THAT THE 
CONDITIONS ATTACHED TO SUCH GIFTS OR BEQUESTS ARE ACCEPTABLE 
TO THE HEALTH ASSEMBLY OR THE BOARD AND ARE CONSISTENT WITH 
THE OBJECTIVE AND POLICIES OF THE ORGANIZATION. 
 

 
ARTICLE 58 
 

 
A SPECIAL FUND TO BE USED AT THE DISCRETION OF THE BOARD SHALL 
BE ESTABLISHED TO MEET EMERGENCIES AND UNFORESEEN 
CONTINGENCIES. 
 
 

 
CHAPTER XIII VOTING 
 

 
ARTICLE 59 
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EACH MEMBER SHALL HAVE ONE VOTE IN THE HEALTH ASSEMBLY. 
 

 
ARTICLE 60 
 

 
(A) DECISIONS OF THE HEALTH ASSEMBLY ON IMPORTANT QUESTIONS 
SHALL BE MADE BY A TWO-THIRDS MAJORITY OF THE MEMBERS 
PRESENT AND VOTING.  THESE QUESTIONS SHALL INCLUDE: THE 
ADOPTION OF CONVENTIONS OR AGREEMENTS; THE APPROVAL OF 
AGREEMENTS BRINGING THE ORGANIZATION INTO RELATION WITH THE 
UNITED NATIONS AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND 
AGENCIES IN ACCORDANCE WITH ARTICLES 69, 70 AND 72; AMENDMENTS 
TO THIS CONSTITUTION. 
 

 
(B) DECISIONS ON OTHER QUESTIONS, INCLUDING THE DETERMINATION 
OF ADDITIONAL CATEGORIES OF QUESTIONS TO BE DECIDED BY A 
TWO-THIRDS MAJORITY, SHALL BE MADE BY A MAJORITY OF THE 
MEMBERS PRESENT AND VOTING. 
 

 
(C) VOTING ON ANALOGOUS MATTERS IN THE BOARD AND IN 
COMMITTEES OF THE ORGANIZATION SHALL BE MADE IN ACCORDANCE 
WITH PARAGRAPHS (A) AND (B) OF THIS ARTICLE. 
 
 

 
CHAPTER XIV REPORTS SUBMITTED BY STATES 
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ARTICLE 61 
 

 
EACH MEMBER SHALL REPORT ANNUALLY TO THE ORGANIZATION ON 
THE ACTION TAKEN AND PROGRESS ACHIEVED IN IMPROVING THE 
HEALTH OF ITS PEOPLE. 
 

 
ARTICLE 62 
 

 
EACH MEMBER SHALL REPORT ANNUALLY ON THE ACTION TAKEN WITH 
RESPECT TO RECOMMENDATIONS MADE TO IT BY THE ORGANIZATION 
AND WITH RESPECT TO CONVENTIONS, AGREEMENTS AND 
REGULATIONS. 
 

 
ARTICLE 63 
 

 
EACH MEMBER SHALL COMMUNICATE PROMPTLY TO THE 
ORGANIZATION IMPORTANT LAWS, REGULATIONS, OFFICIAL REPORTS 
AND STATISTICS PERTAINING TO HEALTH WHICH HAVE BEEN 
PUBLISHED IN THE STATE CONCERNED. 
 

 
ARTICLE 64 
 

 
EACH MEMBER SHALL PROVIDE STATISTICAL AND EPIDEMIOLOGICAL 
REPORTS IN A MANNER TO BE DETERMINED BY THE HEALTH ASSEMBLY. 
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ARTICLE 65 
 

 
EACH MEMBER SHALL TRANSMIT UPON THE REQUEST OF THE BOARD 
SUCH ADDITIONAL INFORMATION PERTAINING TO HEALTH AS MAY BE 
PRACTICABLE. 
 
 

 
CHAPTER XV LEGAL CAPACITY, PRIVILEGES AND IMMUNITIES 
 

 
ARTICLE 66 
 

 
THE ORGANIZATION SHALL ENJOY IN THE TERRITORY OF EACH MEMBER 
SUCH LEGAL CAPACITY AS MAY BE NECESSARY FOR THE FULFILMENT 
OF ITS OBJECTIVE AND FOR THE EXERCISE OF ITS FUNCTIONS. 
 

 
ARTICLE 67 
 

 
(A) THE ORGANIZATION SHALL ENJOY IN THE TERRITORY OF EACH 
MEMBER SUCH PRIVILEGES AND IMMUNITIES AS MAY BE NECESSARY 
FOR THE FULFILMENT OF ITS OBJECTIVE AND FOR THE EXERCISE OF ITS 
FUNCTIONS. 
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(B) REPRESENTATIVES OF MEMBERS, PERSONS DESIGNATED TO SERVE 
ON THE BOARD AND TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE PERSONNEL OF 
THE ORGANIZATION SHALL SIMILARLY ENJOY SUCH PRIVILEGES AND 
IMMUNITIES AS ARE NECESSARY FOR THE INDEPENDENT EXERCISE OF 
THEIR FUNCTIONS IN CONNECTION WITH THE ORGANIZATION. 
 

 
ARTICLE 68 
 

 
SUCH LEGAL CAPACITY, PRIVILEGES AND IMMUNITIES SHALL BE 
DEFINED IN A SEPARATE AGREEMENT TO BE PREPARED BY THE 
ORGANIZATION IN CONSULTATION WITH THE SECRETARY-GENERAL OF 
THE UNITED NATIONS AND CONCLUDED BETWEEN THE MEMBERS. 
 
 

 
CHAPTER XVI RELATIONS WITH OTHER ORGANIZATIONS 
 

 
ARTICLE 69 
 

 
THE ORGANIZATION SHALL BE BROUGHT INTO RELATION WITH THE 
UNITED NATIONS AS ONE OF THE SPECIALIZED AGENCIES REFERRED TO 
IN ARTICLE 57 OF THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS.  THE 
AGREEMENT OR AGREEMENTS BRINGING THE ORGANIZATION INTO 
RELATION WITH THE UNITED NATIONS SHALL BE SUBJECT TO 
APPROVAL BY A TWO-THIRDS VOTE OF THE HEALTH ASSEMBLY. 
 

 
ARTICLE 70 
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THE ORGANIZATION SHALL ESTABLISH EFFECTIVE RELATIONS AND 
COOPERATE CLOSELY WITH SUCH OTHER INTERGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS AS MAY BE DESIRABLE.  ANY FORMAL AGREEMENT 
ENTERED INTO WITH SUCH ORGANIZATIONS SHALL BE SUBJECT TO 
APPROVAL BY A TWO-THIRDS VOTE OF THE HEALTH ASSEMBLY. 

ARTICLE 71 

THE ORGANIZATION MAY, ON MATTERS WITHIN ITS COMPETENCE, MAKE 
SUITABLE ARRANGEMENTS FOR CONSULTATION AND CO-OPERATION 
WITH NON-GOVERNMETAL INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND, WITH 
THE CONSENT OF THE GOVERNMENT CONCERNED, WITH NATIONAL 
ORGANIZATIONS, GOVERNMENTAL OR NON-GOVERNMENTAL. 

ARTICLE 72 

SUBJECT TO THE APPROVAL BY A TWO-THIRDS VOTE OF THE HEALTH 
ASSEMBLY, THE ORGANIZATION MAY TAKE OVER FROM ANY OTHER 
INTERNATIONAL ORGANIZATION OR AGENCY WHOSE PURPOSE AND 
ACTIVITIES LIE WITHIN THE FIELD OF COMPETENCE OF THE 
ORGANIZATION SUCH FUNCTIONS, RESOURCES AND OBLIGATIONS AS 
MAY BE CONFERRED UPON THE ORGANIZATION BY INTERNATIONAL 
AGREEMENT OR BY MUTUALLY ACCEPTABLE ARRANGEMENTS ENTERED 
INTO BETWEEN THE COMPETENT AUTHORITIES OF THE RESPECTIVE 
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ORGANIZATIONS. 
 
 

 
CHAPTER XVII AMENDMENTS 
 

 
ARTICLE 73 
 

 
TEXTS OF PROPOSED AMENDMENTS TO THIS CONSTITUTION SHALL BE 
COMMUNICATED BY THE DIRECTOR-GENERAL TO MEMBERS AT LEAST 
SIX MONTHS IN ADVANCE OF THEIR CONSIDERATION BY THE HEALTH 
ASSEMBLY.  AMENDMENTS SHALL COME INTO FORCE FOR ALL 
MEMBERS WHEN ADOPTED BY A TWO-THIRDS VOTE OF THE HEALTH 
ASSEMBLY AND ACCEPTED BY TWO-THIRDS OF THE MEMBERS IN 
ACCORDANCE WITH THEIR RESPECTIVE CONSTITUTIONAL PROCESSES. 
 
 

 
CHAPTER XVIII INTERPRETATION 
 

 
ARTICLE 74 
 

 
THE CHINESE, ENGLISH, FRENCH, RUSSIAN AND SPANISH TEXTS OF THIS 
CONSTITUTION SHALL BE REGARDED AS EQUALLY AUTHENTIC. 
 

 
ARTICLE 75 
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ANY QUESTION OR DISPUTE CONCERNING THE INTERPRETATION OR 
APPLICATION OF THIS CONSTITUTION WHICH IS NOT SETTLED BY 
NEGOTIATION OR BY THE HEALTH ASSEMBLY SHALL BE REFERRED TO 
THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE IN CONFORMITY WITH THE 
STATUTE OF THE COURT, UNLESS THE PARTIES CONCERNED AGREE ON 
ANOTHER MODE OF SETTLEMENT. 
 

 
ARTICLE 76 
 

 
UPON AUTHORIZATION BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED 
NATIONS OR UPON AUTHORIZATION IN ACCORDANCE WITH ANY 
AGREEMENT BETWEEN THE ORGANIZATION AND THE UNITED NATIONS, 
THE ORGANIZATION MAY REQUEST THE INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE FOR AN ADVISORY OPINION ON ANY LEGAL QUESTION ARISING 
WITHIN THE COMPETENCE OF THE ORGANIZATION. 
 

 
ARTICLE 77 
 

 
THE DIRECTOR-GENERAL MAY APPEAR BEFORE THE COURT ON BEHALF 
OF THE ORGANIZATION IN CONNECTION WITH ANY PROCEEDINGS 
ARISING OUT OF ANY SUCH REQUEST FOR AN ADVISORY OPINION.  HE 
SHALL MAKE ARRANGEMENTS FOR THE PRESENTATION OF THE CASE 
BEFORE THE COURT INCLUDING ARRANGEMENTS FOR THE ARGUMENT 
OF DIFFERENT VIEWS ON THE QUESTION. 
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CHAPTER XIX ENTRY INTO FORCE 
 

 
ARTICLE 78 
 

 
SUBJECT TO THE PROVISIONS OF CHAPTER III, THIS CONSTITUTION 
SHALL REMAIN OPEN TO ALL STATES FOR SIGNATURE OR ACCEPTANCE. 
 

 
ARTICLE 79 
 

 
(A) STATES MAY BECOME PARTIES TO THIS CONSTITUTION BY 
 

 
(I) SIGNATURE WITHOUT RESERVATION AS TO APPROVAL; 
 

 
(II) SIGNATURE SUBJECT TO APPROVAL FOLLOWED BY ACCEPTANCE; OR 
 

 
(III) ACCEPTANCE. 
 

 
(B) ACCEPTANCE SHALL BE EFFECTED BY THE DEPOSIT OF A FORMAL 
INSTRUMENT WITH THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED 
NATIONS. 
 

 
ARTICLE 80 
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THIS CONSTITUTION SHALL COME INTO FORCE WHEN TWENTY-SIX 
MEMBERS OF THE UNITED NATIONS HAVE BECOME PARTIES TO IT IN 
ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 79. 

ARTICLE 81 

IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 102 OF THE CHARTER OF THE UNITED 
NATIONS, THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS WILL 
REGISTER THIS CONSTITUTION WHEN IT HAS BEEN SIGNED WITHOUT 
RESERVATION AS TO APPROVAL ON BEHALF OF ONE STATE OR UPON 
DEPOSIT OF THE FIRST INSTRUMENT OF ACCEPTANCE. 

ARTICLE 82 

 
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS WILL INFORM 
STATES PARTIES TO THIS CONSTITUTION OF THE DATE WHEN IT HAS 
COME INTO FORCE.  HE WILL ALSO INFORM THEM OF THE DATES WHEN 
OTHER STATES HAVE BECOME PARTIES TO THIS CONSTITUTION. 

IN FAITH WHEREOF THE UNDERSIGNED REPRESENTATIVES HAVING 
BEEN DULY AUTHORIZED FOR THAT PURPOSE, SIGN THIS 
CONSTITUTION. 
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DONE IN THE CITY OF NEW YORK THIS TWENTY-SECOND DAY OF JULY 
1946, IN A SINGLE COPY IN THE CHINESE, ENGLISH, FRENCH, RUSSIAN 
AND SPANISH LANGUAGES, EACH TEXT BEING EQUALLY AUTHENTIC.  
THE ORIGINAL TEXTS SHALL BE DEPOSITED IN THE ARCHIVES OF THE 
UNITED NATIONS.  THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS 
WILL SEND CERTIFIED COPIES TO EACH OF THE GOVERNMENTS 
REPRESENTED AT THE CONFERENCE. 
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100 DAIKEI 2032  
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高校生の入学意向に関するアンケート調査報告 

令和４年２月 

一般財団法人 日本開発構想研究所 
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大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への 

高校生の入学意向に関するアンケート調査報告 

１．調査概要

（1） 調査目的

令和 5 年 4 月に予定している大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科
の入学定員（収容定員）の増加にあたり、予定年度の進学対象層に対する大阪経済大学 経済学

部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への入学意向を把握することを目的とする。

（2） 調査対象高校及び対象者

近隣に所在する高等学校、または、大阪経済大学に進学実績のある高等学校を中心に 2 府 27
県（宮城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、

愛知県、三重県、滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山

県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、鹿児島県）に所在する高等学

校の在学者で令和 5年度大学進学対象となる高校 2年生。

（3） 調査方法

近隣に所在する高等学校、または、大阪経済大学に進学実績のある高等学校に「アンケート用

紙」、「大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科の概要を示したリーフレ

ット」を配布し、教室等で直接アンケート用紙に記入する方法により実施。回答用紙は、高等学

校から大阪経済大学へ送付。大学が取りまとめ、一般財団法人日本開発構想研究所へ郵送。

この結果、高校 2年生 56,395人から有効回答を得た。
集計結果より、大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への入学意向

を分析した。

（4） 調査実施期間

令和 3年 9月～令和 4年 2月

（5） 有効回答者数

高等学校 525校 57,172人の回答のうち、高校 2年生 56,395人
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２．調査結果

（1）現住所について
現住所について調査した結果、高校2年生56,395人のうち、「大阪府」が14,702人（26.1%）
と最も多く、次いで「兵庫県」12,514 人（22.2%）、「その他」7,902 人（14.0%）、「滋賀県」
3,011 人（5.3%）、「岡山県」2,788 人（4.9%）、「京都府」2,675 人（4.7%）、「奈良県」1,965 人
（3.5%）、「香川県」1,705 人（3.0%）、「愛媛県」1,639 人（2.9%）、「和歌山県」1,402 人
（2.5%）、「広島県」1,281人（2.3%）、「徳島県」1,070人（1.9%）、「高知県」902人（1.6%）、
「石川県」891人（1.6%）、「三重県」879人（1.6%）、「富山県」626人（1.1%）、「福井県」354
人（0.6%）の順になっている。 ※「無回答」89人（0.2%）

大阪府
26.1%

京都府
4.7%

滋賀県
5.3%

兵庫県
22.2%

奈良県
3.5%

和歌山県
2.5%

岡山県
4.9%

広島県
2.3%

香川県
3.0%

徳島県
1.9%

愛媛県
2.9%

高知県
1.6%

三重県
1.6%

福井県
0.6%

石川県
1.6%

富山県
1.1%

その他
14.0% 無回答

0.2%

現住所

N = 56395

現住所
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大阪府 14,702     26.1         
2 京都府 2,675       4.7            
3 滋賀県 3,011       5.3            
4 兵庫県 12,514     22.2         
5 奈良県 1,965       3.5            
6 和歌山県 1,402       2.5            
7 岡山県 2,788       4.9            
8 広島県 1,281       2.3            
9 香川県 1,705       3.0            
10 徳島県 1,070       1.9            
11 愛媛県 1,639       2.9            
12 高知県 902          1.6            
13 三重県 879          1.6            
14 福井県 354          0.6            
15 石川県 891          1.6            
16 富山県 626          1.1            
17 その他 7,902       14.0         
無回答 89             0.2            
N （％ﾍﾞｰｽ） 56,395     100          

学生確保（資料） 89



（2）高校卒業後の進路について
高校卒業後の進路について調査した結果、高校2年生56,395人のうち、「大学進学」が36,985
人（65.6%）と最も多く、次いで「専門学校進学」9,960 人（17.7%）、「就職」5,856 人
（10.4%）、「短期大学進学」2,154 人（3.8%）、「その他」1,285 人（2.3%）の順になっている。  
※「無回答」155人（0.3%）

高校卒業後の進路
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大学進学 36,985     65.6         
2 短期大学進学 2,154       3.8            
3 専門学校進学 9,960       17.7         
4 就職 5,856       10.4         
5 その他 1,285       2.3            
無回答 155          0.3            
N （％ﾍﾞｰｽ） 56,395     100          

大学進学
65.6%短期大学進学

3.8%

専門学校進学
17.7%

就職
10.4%

その他
2.3% 無回答

0.3%

高校卒業後の進路

N = 56395
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（3）興味のある分野について
3-1 興味のある分野（第 1位）
高校卒業後の進路で大学進学を希望する 36,985 人に、興味のある分野（第 1 位）について調
査した。

その結果、5.0%以上の割合を占めたものを挙げると、「経済学・経営学・商学関係」が 8,922
人（24.1%）と最も多く、次いで「教育学・保育学関係」3,106 人（8.4%）、「国際・外国語関係」
3,005 人（8.1%）、「理学・工学関係」2,743 人（7.4%）、「健康・スポーツ・体育学関係」2,542
人（6.9%）、「看護学関係」2,104人（5.7%）、「文学・史学・哲学・宗教学関係」2,041人（5.5%）
の順になっている。 ※「無回答」151人（0.4%）

興味のある分野(第1位）
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 経済学・経営学・商学関係 8,922          24.1            
2 社会学・社会福祉学関係 1,421          3.8              
3 法学・政治学関係 1,431          3.9              
4 文学・史学・哲学・宗教学関係 2,041          5.5              
5 国際・外国語関係 3,005          8.1              
6 心理学関係 1,526          4.1              
7 情報関係 1,528          4.1              
8 理学・工学関係 2,743          7.4              
9 農学・獣医学関係 550             1.5              
10 健康・スポーツ・体育学関係 2,542          6.9              
11 芸術学関係 1,600          4.3              
12 教育学・保育学関係 3,106          8.4              
13 食物学・栄養学関係 968             2.6              
14 家政学関係（被服・住居） 185             0.5              
15 看護学関係 2,104          5.7              
16 リハビリテーション関係 945             2.6              
17 医学・歯学・薬学関係 1,058          2.9              
18 保健・医療関係（選択肢15,16,17以外） 662             1.8              
19 その他 497             1.3              
無回答 151             0.4              
N （％ﾍﾞｰｽ） 36,985       100             

経済学・経営学

・商学関係
24.1%

社会学・

社会福祉学関係
3.8%

法学・

政治学関係
3.9%

文学・史学・哲学

・宗教学関係
5.5%

国際・外国語関係
8.1%

心理学関係
4.1%

情報関係
4.1%理学・工学関係

7.4%
農学・獣医学関係

1.5%

健康・スポーツ・

体育学関係
6.9%

芸術学関係
4.3%

教育学・

保育学関係
8.4%

食物学・

栄養学関係
2.6%

家政学関係

（被服・住居）
0.5%

看護学関係
5.7%

リハビリテーション関係
2.6%

医学・歯学・薬学関係
2.9% 保健・医療関係

（選択肢15,16,17以外）
1.8%

その他
1.3%

無回答
0.4%

興味のある分野(第1位）
N = 36985
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3-2 興味のある分野（第 2位）
高校卒業後の進路で大学進学を希望する 36,985 人に、興味のある分野（第 2 位）について調
査した。

その結果、5.0%以上の割合を占めたものを挙げると、「経済学・経営学・商学関係」が 4,379
人（11.8%）と最も多く、次いで「社会学・社会福祉学関係」3,128 人（8.5%）、「教育学・保育
学関係」2,924 人（7.9%）、「心理学関係」2,863 人（7.7%）、「健康・スポーツ・体育学関係」
2,703 人（7.3%）、「文学・史学・哲学・宗教学関係」2,571 人（7.0%）、「国際・外国語関係」
2,250人（6.1%）、「法学・政治学関係」2,206人（6.0%）、「情報関係」2,084人（5.6%）の順に
なっている。 ※「無回答」943人（2.5%）

興味のある分野(第2位）
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 経済学・経営学・商学関係 4,379         11.8           
2 社会学・社会福祉学関係 3,128         8.5             
3 法学・政治学関係 2,206         6.0             
4 文学・史学・哲学・宗教学関係 2,571         7.0             
5 国際・外国語関係 2,250         6.1             
6 心理学関係 2,863         7.7             
7 情報関係 2,084         5.6             
8 理学・工学関係 1,670         4.5             
9 農学・獣医学関係 754            2.0             
10 健康・スポーツ・体育学関係 2,703         7.3             
11 芸術学関係 1,640         4.4             
12 教育学・保育学関係 2,924         7.9             
13 食物学・栄養学関係 1,201         3.2             
14 家政学関係（被服・住居） 361            1.0             
15 看護学関係 927            2.5             
16 リハビリテーション関係 1,303         3.5             
17 医学・歯学・薬学関係 1,191         3.2             
18 保健・医療関係（選択肢15,16,17以外） 1,320         3.6             
19 その他 567            1.5             
無回答 943            2.5             
N （％ﾍﾞｰｽ） 36,985       100            

経済学・経営学・商学関係
11.8%

社会学・社会福祉学関係
8.5%

法学・政治学関係
6.0%

文学・史学・哲学

・宗教学関係
7.0%

国際・外国語関係
6.1%

心理学関係
7.7%

情報関係
5.6%理学・工学関係

4.5%農学・獣医学関係
2.0%

健康・スポーツ・体育学関係
7.3%

芸術学関係
4.4%

教育学・

保育学関係
7.9%

食物学・

栄養学関係
3.2%

家政学関係

（被服・住居）
1.0%

看護学関係
2.5%

リハビリテーション関係
3.5%

医学・歯学・薬学関係
3.2%

保健・医療関係

（選択肢15,16,17以外）
3.6%

その他
1.5%

無回答
2.5%

興味のある分野(第2位）
N = 36985
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（4）大阪経済大学の知名度について
高校卒業後の進路で大学進学を希望する 36,985 人に、大阪経済大学の知名度について調査し
た。

その結果、「知らなかった」が 16,448人（44.5%）と最も多く、次いで「大学の名前を聞いた
ことがある」15,778人（42.7%）、「大学の評判をなんとなく知っている」1,576人（4.3%）、「大
阪経済大学を進学先の候補の 1つとして考えている」1,516人（4.1%）、「大学の名前の他に、キ
ャンパスの場所、学部、クラブなど 1つ以上知っている」1,175人（3.2%）の順になっている。 
※「無回答」492人（1.3%）

大阪経済大学の知名度
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大阪経済大学を進学先の候補の１つとして考えている 1,516         4.1             
2 大学の名前の他に、キャンパスの場所、学部、クラブなど１つ以上知っている 1,175         3.2             
3 大学の評判をなんとなく知っている 1,576         4.3             
4 大学の名前を聞いたことがある 15,778       42.7           
5 知らなかった 16,448       44.5           
無回答 492            1.3             
N （％ﾍﾞｰｽ） 36,985       100            

大阪経済大学を進学先の候補の１つとして考えている
4.1%

大学の名前の他に、キャンパスの場所、

学部、クラブなど１つ以上知っている
3.2%

大学の評判をなんとなく知っている
4.3%

大学の名前を聞いたことがある
42.7%

知らなかった
44.5%

無回答
1.3%

大阪経済大学の知名度

N = 36985
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（5）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への興味・関心について
高校卒業後の進路で大学進学を希望する 36,985人に、大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 
人間科学部 人間科学科への興味・関心について調査した。

その結果、「わからない」が 14,682 人（39.7%）と最も多く、次いで「興味・関心はない」
10,811人（29.2%）、「すこし興味・関心がある」6,697人（18.1%）、「興味・関心がある」2,845
人（7.7%）、「大いに興味・関心がある」1,164 人（3.1%）、「その他」91 人（0.2%）の順になっ
ている。 ※「無回答」695人（1.9%）
なお、「大いに興味・関心がある」、「興味・関心がある」、「すこし興味・関心がある」の合計

10,706 人（28.9%）が大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科に興味を
示している。 

大阪経済大学経済学部経済学科 及び 人間科学部人間科学科への興味・関心
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大いに興味・関心がある 1,164       3.1            
2 興味・関心がある 2,845       7.7            
3 すこし興味・関心がある 6,697       18.1         
4 わからない 14,682     39.7         
5 その他 91             0.2            
6 興味・関心はない 10,811     29.2         
無回答 695          1.9            
N （％ﾍﾞｰｽ） 36,985     100          

大いに興味・関心がある
3.1%

興味・関心がある
7.7%

すこし興味・関心がある
18.1%

わからない
39.7%

その他
0.2%

興味・関心はない
29.2%

無回答
1.9%

大阪経済大学経済学部経済学科及び人間科学部人間科学科への

興味・関心

N = 36985
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（6）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への興味・関心の理由に
ついて

6-1 興味・関心の理由（第 1理由）
「（5）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への興味・関心につい
て」において肯定的な回答をした 10,706 人に、興味・関心の理由（第 1 理由）について調査し
た。

その結果、「興味・関心のある分野だから」が 6,949 人（64.9%）と最も多く、次いで「学べ
る内容やカリキュラムが良さそうだから」1,128 人（10.5%）、「職業や企業への就職に有利そう
だから」1,061人（9.9%）、「目指す資格を取得できそうだから」457人（4.3%）、「学習サポート
体制が充実していそうだから」289 人（2.7%）、「クラブ活動が活発そうだから」210 人（2.0%）、
「校舎・施設が充実していそうだから」188 人（1.8%）、「自宅から通えるから」135 人（1.3%）、
「大学に伝統と実績があるから」69人（0.6%）、「その他」54人（0.5%）、「学費が適正だから」
29人（0.3%）の順になっている。 ※「無回答」137人（1.3%）

興味・関心の理由(第1理由）
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 興味・関心のある分野だから 6,949         64.9           
2 学べる内容やカリキュラムが良さそうだから 1,128         10.5           
3 学習サポート体制が充実していそうだから 289            2.7             
4 目指す資格を取得できそうだから 457            4.3             
5 職業や企業への就職に有利そうだから 1,061         9.9             
6 大学に伝統と実績があるから 69              0.6             
7 クラブ活動が活発そうだから 210            2.0             
8 校舎・施設が充実していそうだから 188            1.8             
9 学費が適正だから 29              0.3             
10 自宅から通えるから 135            1.3             
11 その他 54              0.5             
無回答 137            1.3             
N （％ﾍﾞｰｽ） 10,706       100            
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無回答
1.3%

興味・関心の理由(第1理由）
N = 10706

学生確保（資料） 95



6-2 興味・関心の理由（第 2理由）
「（5）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への興味・関心につい
て」において肯定的な回答をした 10,706 人に、興味・関心の理由（第 2 理由）について調査し
た。

その結果、「学べる内容やカリキュラムが良さそうだから」が 3,075 人（28.7%）と最も多く、
次いで「職業や企業への就職に有利そうだから」1,996 人（18.6%）、「目指す資格を取得できそ
うだから」1,180 人（11.0%）、「興味・関心のある分野だから」945 人（8.8%）、「校舎・施設が
充実していそうだから」893 人（8.3%）、「学習サポート体制が充実していそうだから」770 人
（7.2%）、「自宅から通えるから」632 人（5.9%）、「クラブ活動が活発そうだから」322 人
（3.0%）、「大学に伝統と実績があるから」181人（1.7%）、「学費が適正だから」140人（1.3%）、
「その他」96人（0.9%）の順になっている。 ※「無回答」476人（4.4%）

興味・関心の理由(第2理由）
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 興味・関心のある分野だから 945            8.8             
2 学べる内容やカリキュラムが良さそうだから 3,075         28.7           
3 学習サポート体制が充実していそうだから 770            7.2             
4 目指す資格を取得できそうだから 1,180         11.0           
5 職業や企業への就職に有利そうだから 1,996         18.6           
6 大学に伝統と実績があるから 181            1.7             
7 クラブ活動が活発そうだから 322            3.0             
8 校舎・施設が充実していそうだから 893            8.3             
9 学費が適正だから 140            1.3             
10 自宅から通えるから 632            5.9             
11 その他 96              0.9             
無回答 476            4.4             
N （％ﾍﾞｰｽ） 10,706       100            

興味・関心のある分野だから
8.8%

学べる内容や

カリキュラムが良さそうだから
28.7%

学習サポート体制が

充実していそうだから
7.2%

目指す資格を取得できそうだから
11.0%

職業や企業への就職に有利そうだから
18.6%

大学に伝統と

実績があるから
1.7%

クラブ活動が

活発そうだから
3.0%

校舎・施設が

充実していそうだから
8.3%

学費が適正だから
1.3%

自宅から通えるから
5.9%

その他
0.9%

無回答
4.4%

興味・関心の理由(第2理由）
N = 10706
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（7）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への受験意向について
「（5）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への興味・関心につい
て」において、肯定的な回答をした 10,706 人に、大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間
科学部 人間科学科への受験意向について調査した。

その結果、「わからない」が 4,641 人（43.3%）と最も多く、次いで「受験先として検討した
い」2,661人（24.9%）、「受験先として考えないと思う」2,082人（19.4%）、「受験してみたい」
837人（7.8%）の順になっている。 ※「無回答」485人（4.5%）
なお、「受験してみたい」、「受験先として検討したい」の肯定的な回答を合計すると、3,498
人（32.7%）となっている。

（8）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への入学意向について
「（7）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への受験意向について」
において、受験意向を示した 3,498 人に、大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部
人間科学科に合格した場合の入学意向について調査した。

その結果、「入学を検討する」が 2,144 人（61.3%）と最も多く、次いで「入学を希望する」
989 人（28.3%）、「わからない」297 人（8.5%）、「入学を希望しない」47 人（1.3%）の順にな
っている。 ※「無回答」21人（0.6%）
なお、「入学を希望する」、「入学を検討する」の肯定的な回答を合計すると、3,133人（89.6%）
となっている。

受験してみたい
7.8%

受験先として

検討したい
24.9%わからない

43.3%

受験先として

考えないと思う
19.4%

無回答
4.5%

大阪経済大学経済学部経済学科及び

人間科学部人間科学科への受験意向

N = 10706

大阪経済大学 経済学部経済学科 及び
人間科学部人間科学科への受験意向

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 受験してみたい 837      7.8        
2 受験先として検討したい 2,661   24.9     
3 わからない 4,641   43.3     
4 受験先として考えないと思う 2,082   19.4     
無回答 485      4.5        
N （％ﾍﾞｰｽ） 10,706 100      

入学を

希望する
28.3%

入学を検討する
61.3%

入学を

希望しない
1.3%

わからない
8.5%

無回答
0.6%

大阪経済大学経済学部経済学科及び

人間科学部人間科学科への入学意向

N = 3498

大阪経済大学 経済学部経済学科 及び
人間科学部人間科学科への入学意向

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 入学を希望する 989          28.3         
2 入学を検討する 2,144       61.3         
3 入学を希望しない 47             1.3            
4 わからない 297          8.5            
無回答 21             0.6            
N （％ﾍﾞｰｽ） 3,498       100          
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（9）入学を希望する学部・学科について
9-1 入学を希望する学部・学科（第 1希望）
「（8）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への入学意向について」
において、入学意向を示した 3,133人に、入学を希望する学部・学科（第 1希望）について調査
した。

その結果、「経済学部 経済学科に入学したい」が 2,209 人（70.5%）と最も多く、次いで「人
間科学部 人間科学科に入学したい」728 人（23.2%）、「どちらの学科でもよい」179 人（5.7%）
の順になっている。 ※「無回答」17人（0.5%）

9-2 入学を希望する学部・学科（第 2希望）
「（8）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への入学意向について」
において、入学意向を示した 3,133人に、入学を希望する学部・学科（第 2希望）について調査
した。

その結果、「人間科学部 人間科学科に入学したい」が 1,610 人（51.4%）と最も多く、次いで
「経済学部 経済学科に入学したい」589人（18.8%）、「どちらの学科でもよい」571人（18.2%）
の順になっている。 ※「無回答」363人（11.6%）

入学を希望する学部・学科(第1希望)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 経済学部 経済学科に入学したい 2,209      70.5        
2 人間科学部 人間科学科に入学したい 728         23.2        
3 どちらの学科でもよい 179         5.7          
無回答 17           0.5          
N （％ﾍﾞｰｽ） 3,133      100         

経済学部

経済学科に

入学したい
70.5%

人間科学部

人間科学科に

入学したい
23.2%

どちらの学科でもよい
5.7%

無回答
0.5%

入学を希望する学部・学科(第1希望)
N = 3133

入学を希望する学部・学科(第2希望)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 経済学部 経済学科に入学したい 589         18.8        
2 人間科学部 人間科学科に入学したい 1,610      51.4        
3 どちらの学科でもよい 571         18.2        
無回答 363         11.6        
N （％ﾍﾞｰｽ） 3,133      100         

経済学部

経済学科に

入学したい
18.8%

人間科学部

人間科学科に

入学したい
51.4%

どちらの学科

でもよい
18.2%

無回答
11.6%

入学を希望する学部・学科(第2希望)
N = 3133

学生確保（資料） 98



３．調査結果のまとめ

「（8）大阪経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科への入学意向について」
と、「（9）9-1 入学を希望する学部・学科（第 1希望）について」の調査結果をクロス集計し
た結果は下表である。

①  経済学部 経済学科について

「入学を希望する」と回答した高校2年生は740人となり、大阪経済大学 経済学部 経済学科
の入学定員 680人に対し、約 1.1倍の入学意向を示している。
また、「入学を希望する」、「入学を検討する」と回答した高校 2 年生は合計 2,209 人となり、
大阪経済大学 経済学部 経済学科の入学定員 680人に対し、約 3.2倍の入学意向を示している。

② 人間科学部 人間科学科について

「入学を希望する」と回答した高校2年生は210人となり、大阪経済大学 人間科学部 人間科
学科の入学定員 200人に対し、約 1.1倍の入学意向を示している。
また、「入学を希望する」、「入学を検討する」と回答した高校 2年生は合計 728人となり、大
阪経済大学 人間科学部 人間科学科の入学定員 200 人に対し、約 3.6 倍の入学意向を示してい
る。

以上の調査結果と、調査対象の高等学校以外からの高校生の進学も考えられることから、大阪

経済大学 経済学部 経済学科 及び 人間科学部 人間科学科の入学定員を満たす学生は十分に確

保できるものと考える。

上段:度数

下段:％ 合計 入学を希望する 入学を検討する

3,133               989                     2,144                  

100.0               31.6                    68.4                    

2,209               740                     1,469                  

100.0               33.5                    66.5                    

728                  210                     518                     

100.0               28.8                    71.2                    

179                  36                       143                     

100.0               20.1                    79.9                    

17                    3                         14                       

100.0               17.6                    82.4                    

入学意向 × 希望学部・学科（第1希望）

入学意向

希望学部・学科
（第1希望）

全体

経済学部 経済学科に入学したい

人間科学部 人間科学科に入学
したい

どちらの学科でもよい

無回答
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調査票
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２ ０ ２ ３ 年 ４ 月 、 大 阪 経 済 大 学 で は 、

学 部 の 入 学 定 員 （ 収 容 定 員 ） の 増 加 を

計 画 し て い ま す 。

大 阪 経 済 大 学 （ 大 隅 キ ャ ン パ ス ）
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。
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身
に
つ
け
ま
す
。

公
共
部
門
に
関
す
る
理
論
（
公
共
経
済
学
、
法

律
学
な
ど
）と
、
社
会
課
題
解
決
の
た
め
の
公
共

政
策
（
社
会
保
障
、
労
働
、
教
育
等
に
関
す
る
政

策
）
に
つ
い
て
学
び
、
政
策
立
案
や
制
度
設
計

の
た
め
の
能
力
を
養
い
ま
す
。

国
際
政
治
経
済

 コ
ー
ス

地
域
政
策

 コ
ー
ス

世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
・
地
域
が
直
面
す
る
課

題
や
国
家
間
で
生
じ
る
政
治
経
済
の
問
題
を
学

び
、
経
済
学
や
政
治
学
を
通
じ
て
、そ
の
解
決
策

を
考
え
ま
す
。

卸
売
業
、サ
ー
ビ
ス
業
、
製
造
業
、
小
売
業
、
情
報
通
信
業
、
建
設
業
、
金
融
・
保
険
業
、
公
務
、
医
療
・
福
祉

  等

経
済
学
や
行
政
学
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
科
学

の
理
論
を
学
び
、
幅
広
い
視
点
か
ら
地
域
社
会

を
分
析
し
、
地
域
固
有
の
問
題
の
解
決
策
を
主

体
的
に
提
案
で
き
る
能
力
を
養
い
ま
す
。

経
済
学
に
関
す
る
専
門
知
識
を
基
盤
と
し
て
、
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
や

人
工
知
能

(A
I)に
関
す
る
知
識
を
備
え
た
人
材
を
育
成
し
ま
す
。

経
済
学
の
専
門
知
識
と
と
も
に
、
異
文
化
に
対
す
る
深
い
洞
察
力
と
高

い
言
語
能
力
を
備
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
を
育
成
し
ま
す
。

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
知
識
・
ス
キ
ル
を
養
う

2つ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
了
要
件
を
満
た
せ
ば
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
証
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

臨
床
心
理
学

 コ
ー
ス

臨
床
心
理
学
を
中
心
に
、
幅
広
い
心
理
学
の
知
見
を
活
用
し
、
人
々
の
心
理
的
諸

問
題
を
予
見
・
理
解
・
解
決
す
る
力
を
養
い
ま
す
。
基
礎
的
な
心
理
学
も
学
び
な
が
ら
、

主
体
的
に
働
き
か
け
る
力
、
傾
聴
力
、
情
況
把
握
力
な
ど
、
社
会
人
と
し
て
チ
ー
ム
で
働

く
た
め
の
力
を
身
に
つ
け
ま
す
。ま
た
、
公
認
心
理
師
や
臨
床
心
理
士
の
資
格
取
得
に

向
け
て
、
専
門
的
な
知
識
や
技
能
を
習
得
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

社
会
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン

 コ
ー
ス

不
確
実
な
現
代
社
会
の
多
様
な
課
題
へ
の
対
処
法
を
学
び
、
変
化
す
る
社
会
を
し
な

や
か
に
力
強
く
生
き
抜
き
活
躍
す
る
た
め
の
実
践
力
を
養
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
社
会

心
理
学
に
よ
る
人
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
相
互
関
係
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
生
命

を
支
え
る
防
災
や
健
康
、
医
療
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
仕
組
み
を
学
び
、
発
展
可
能
な
社

会
の
創
造
に
貢
献
す
る
人
材
を
育
成
し
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
科
学

 コ
ー
ス

サ
ー
ビ
ス
業
、
製
造
業
、
卸
売
業
、
小
売
業
、
公
務
、
建
設
業
、
医
療
・
福
祉
、
不
動
産
業
、
情
報
通
信
業

  等

取
得
可
能
な
資
格
・
免
許
状

将
来
の
活
躍
の
場

将
来
の
活
躍
の
場ス
ポ
ー
ツ
、
運
動
、ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、ま
た
そ
れ
ら
を
介
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
科
学
の
知
識

や
技
能
の
習
得
を
め
ざ
し
ま
す
。
保
健
体
育
の
教
員
免
許
や
健
康
運
動
指
導
士
、ス

ポ
ー
ツ
リ
ー
ダ
ー
な
ど
の
資
格
を
取
得
し
、
中
学
や
高
校
の
保
健
体
育
教
員
、ス
ポ
ー

ツ
健
康
関
係
の
指
導
員
、ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
経
営
者
な
ど
と
し
て
活
躍
す
る
人
材
を

育
成
し
ま
す
。

※
経
済
学
部
は
、
地
域
政
策
学
科
を
募
集
停
止
し
、
経
済
学
科
の

1学
科
体
制
に
な
り
ま
す
。

◆
掲
載
内
容
は
予
定
で
あ
り
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

●
中
学
校
教
諭
一
種
（
社
会
）
   
●
高
等
学
校
教
諭
一
種
（
公
民
・
商
業
）
   
●
高
等
学
校
教
諭
一
種
（
地
理
歴
史
）
※

   
●
社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格

45
0名
か
ら

68
0名

予
定
） に
増
員
。

17
5名
か
ら

20
0名

予
定
） に
増
員
。

4つ
の
コ
ス
と

2つ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

4つ
の
コ
ス
で
身
に
つ
け
た
専
門
性
を
さ
ら
に
高
め
る

2つ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

3つ
の
コ
ス

コ
ー
ス
制

進
路
に
あ
わ
せ
て
専
門
性
と
幅
広
い
知
識
を
身
に
つ
け
る

3つ
の
コ
ー
ス
。

2年
次
か
ら
い
ず
れ
か
の
コ
ー
ス
に
所
属
し
て
学
習
を
進
め
ま
す
。

□
□

公
認
心
理
師

社
会

健
康
学

社
会

創
成
学

現
代
社
会
の
今
を

ど
う
生
き
る
か

を
学
ぶ

ス
ポ
ー
ツ

ビ
ジ
ネ
ス

ス
ポ
ー
ツ

健
康

ス
ポ
ー
ツ

コ
ー
チ
ン
グ

教
育

領
域

ス
ポ
ー
ツ
健
康
科
学
の
基
礎

※
申
請
予
定
、た
だ
し
、
文
部
科
学
省
に
お
け
る
審
査
の
結
果
、
予
定
し
て
い
る
教
職
課
程
の
開
設
時
期
が
変
更
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

取
得
可
能
な
資
格
・
免
許
状

●
中
学
校
教
諭
一
種
（
社
会
・
保
健
体
育
）
   
●
高
等
学
校
教
諭
一
種
（
公
民
・
保
健
体
育
）

●
公
認
心
理
師
（
卒
業
後
所
定
の
実
務
経
験
ま
た
は
大
学
院
修
了
後
受
験
資
格
）
   
●
健
康
運
動
指
導
士
（
受
験
資
格
）
   

●
コ
ー
チ
ン
グ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
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学年
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 高校2年生 56,395     98.6         
2 その他 512          0.9            
無回答 265          0.5            
N （％ﾍﾞｰｽ） 57,172     100          

高校2年生
98.6%

その他
0.9%

無回答
0.5%

学年

N = 57172

性別
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 男子 26,990     47.9         
2 女子 29,332     52.0         
無回答 73             0.1            
N （％ﾍﾞｰｽ） 56,395     100          

男子
47.9%女子

52.0%

無回答

0.1%

性別

N = 56395
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現住所
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大阪府 14,702     26.1         
2 京都府 2,675       4.7            
3 滋賀県 3,011       5.3            
4 兵庫県 12,514     22.2         
5 奈良県 1,965       3.5            
6 和歌山県 1,402       2.5            
7 岡山県 2,788       4.9            
8 広島県 1,281       2.3            
9 香川県 1,705       3.0            
10 徳島県 1,070       1.9            
11 愛媛県 1,639       2.9            
12 高知県 902          1.6            
13 三重県 879          1.6            
14 福井県 354          0.6            
15 石川県 891          1.6            
16 富山県 626          1.1            
17 その他 7,902       14.0         
無回答 89             0.2            
N （％ﾍﾞｰｽ） 56,395     100          

大阪府
26.1%

京都府
4.7%

滋賀県
5.3%

兵庫県
22.2%

奈良県
3.5%

和歌山県
2.5%

岡山県
4.9%

広島県
2.3%

香川県
3.0%

徳島県
1.9%

愛媛県
2.9%

高知県
1.6%

三重県
1.6%

福井県
0.6%

石川県
1.6%

富山県
1.1%

その他
14.0% 無回答

0.2%

現住所

N = 56395
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高校卒業後の進路
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大学進学 36,985     65.6         
2 短期大学進学 2,154       3.8            
3 専門学校進学 9,960       17.7         
4 就職 5,856       10.4         
5 その他 1,285       2.3            
無回答 155          0.3            
N （％ﾍﾞｰｽ） 56,395     100          

大学進学
65.6%短期大学進学

3.8%

専門学校進学
17.7%

就職

10.4%

その他
2.3% 無回答

0.3%

高校卒業後の進路

N = 56395
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興味のある分野(第1位）
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 経済学・経営学・商学関係 8,922          24.1            
2 社会学・社会福祉学関係 1,421          3.8              
3 法学・政治学関係 1,431          3.9              
4 文学・史学・哲学・宗教学関係 2,041          5.5              
5 国際・外国語関係 3,005          8.1              
6 心理学関係 1,526          4.1              
7 情報関係 1,528          4.1              
8 理学・工学関係 2,743          7.4              
9 農学・獣医学関係 550             1.5              
10 健康・スポーツ・体育学関係 2,542          6.9              
11 芸術学関係 1,600          4.3              
12 教育学・保育学関係 3,106          8.4              
13 食物学・栄養学関係 968             2.6              
14 家政学関係（被服・住居） 185             0.5              
15 看護学関係 2,104          5.7              
16 リハビリテーション関係 945             2.6              
17 医学・歯学・薬学関係 1,058          2.9              
18 保健・医療関係（選択肢15,16,17以外） 662             1.8              
19 その他 497             1.3              
無回答 151             0.4              
N （％ﾍﾞｰｽ） 36,985       100             

経済学・経営学

・商学関係
24.1%

社会学・

社会福祉学関係
3.8%

法学・

政治学関係
3.9%

文学・史学・哲学

・宗教学関係
5.5%

国際・外国語関係
8.1%

心理学関係
4.1%

情報関係
4.1%理学・工学関係

7.4%
農学・獣医学関係

1.5%

健康・スポーツ・

体育学関係
6.9%

芸術学関係
4.3%

教育学・

保育学関係
8.4%

食物学・

栄養学関係
2.6%

家政学関係

（被服・住居）
0.5%

看護学関係
5.7%

リハビリテーション関係
2.6%

医学・歯学・薬学関係
2.9% 保健・医療関係

（選択肢15,16,17以外）
1.8%

その他
1.3%

無回答
0.4%

興味のある分野(第1位）
N = 36985
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興味のある分野(第2位）
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 経済学・経営学・商学関係 4,379         11.8           
2 社会学・社会福祉学関係 3,128         8.5             
3 法学・政治学関係 2,206         6.0             
4 文学・史学・哲学・宗教学関係 2,571         7.0             
5 国際・外国語関係 2,250         6.1             
6 心理学関係 2,863         7.7             
7 情報関係 2,084         5.6             
8 理学・工学関係 1,670         4.5             
9 農学・獣医学関係 754            2.0             
10 健康・スポーツ・体育学関係 2,703         7.3             
11 芸術学関係 1,640         4.4             
12 教育学・保育学関係 2,924         7.9             
13 食物学・栄養学関係 1,201         3.2             
14 家政学関係（被服・住居） 361            1.0             
15 看護学関係 927            2.5             
16 リハビリテーション関係 1,303         3.5             
17 医学・歯学・薬学関係 1,191         3.2             
18 保健・医療関係（選択肢15,16,17以外） 1,320         3.6             
19 その他 567            1.5             
無回答 943            2.5             
N （％ﾍﾞｰｽ） 36,985       100            

経済学・経営学・商学関係
11.8%

社会学・社会福祉学関係
8.5%

法学・政治学関係
6.0%

文学・史学・哲学

・宗教学関係
7.0%

国際・外国語関係
6.1%

心理学関係
7.7%

情報関係
5.6%理学・工学関係

4.5%農学・獣医学関係
2.0%

健康・スポーツ・体育学関係
7.3%

芸術学関係
4.4%

教育学・

保育学関係
7.9%

食物学・

栄養学関係
3.2%

家政学関係

（被服・住居）
1.0%

看護学関係
2.5%

リハビリテーション関係
3.5%

医学・歯学・薬学関係
3.2%

保健・医療関係

（選択肢15,16,17以外）
3.6%

その他
1.5%

無回答
2.5%

興味のある分野(第2位）
N = 36985
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大阪経済大学の知名度
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大阪経済大学を進学先の候補の１つとして考えている 1,516         4.1             
2 大学の名前の他に、キャンパスの場所、学部、クラブなど１つ以上知っている 1,175         3.2             
3 大学の評判をなんとなく知っている 1,576         4.3             
4 大学の名前を聞いたことがある 15,778       42.7           
5 知らなかった 16,448       44.5           
無回答 492            1.3             
N （％ﾍﾞｰｽ） 36,985       100            

大阪経済大学を進学先の候補の１つとして考えている
4.1%

大学の名前の他に、キャンパスの場所、

学部、クラブなど１つ以上知っている
3.2%

大学の評判をなんとなく知っている
4.3%

大学の名前を聞いたことがある
42.7%

知らなかった
44.5%

無回答
1.3%

大阪経済大学の知名度

N = 36985
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大阪経済大学経済学部経済学科 及び 人間科学部人間科学科への興味・関心
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大いに興味・関心がある 1,164       3.1            
2 興味・関心がある 2,845       7.7            
3 すこし興味・関心がある 6,697       18.1         
4 わからない 14,682     39.7         
5 その他 91             0.2            
6 興味・関心はない 10,811     29.2         
無回答 695          1.9            
N （％ﾍﾞｰｽ） 36,985     100          

大いに興味・関心がある
3.1%

興味・関心がある
7.7%

すこし興味・関心がある
18.1%

わからない
39.7%

その他
0.2%

興味・関心はない
29.2%

無回答
1.9%

大阪経済大学経済学部経済学科及び人間科学部人間科学科への

興味・関心

N = 36985
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興味・関心の理由(第1理由）
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 興味・関心のある分野だから 6,949         64.9           
2 学べる内容やカリキュラムが良さそうだから 1,128         10.5           
3 学習サポート体制が充実していそうだから 289            2.7             
4 目指す資格を取得できそうだから 457            4.3             
5 職業や企業への就職に有利そうだから 1,061         9.9             
6 大学に伝統と実績があるから 69              0.6             
7 クラブ活動が活発そうだから 210            2.0             
8 校舎・施設が充実していそうだから 188            1.8             
9 学費が適正だから 29              0.3             
10 自宅から通えるから 135            1.3             
11 その他 54              0.5             
無回答 137            1.3             
N （％ﾍﾞｰｽ） 10,706       100            

興味・関心のある

分野だから
64.9%

学べる内容やカリキュラムが良さそうだから
10.5%

学習サポート体制が

充実していそうだから
2.7%

目指す資格を

取得できそうだから
4.3%

職業や企業への就職に

有利そうだから
9.9%

大学に伝統と実績があるから
0.6%

クラブ活動が活発そうだから
2.0%

校舎・施設が充実していそうだから
1.8%

学費が適正だから
0.3%

自宅から通えるから
1.3%

その他
0.5%

無回答
1.3%

興味・関心の理由(第1理由）
N = 10706
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興味・関心の理由(第2理由）
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 興味・関心のある分野だから 945            8.8             
2 学べる内容やカリキュラムが良さそうだから 3,075         28.7           
3 学習サポート体制が充実していそうだから 770            7.2             
4 目指す資格を取得できそうだから 1,180         11.0           
5 職業や企業への就職に有利そうだから 1,996         18.6           
6 大学に伝統と実績があるから 181            1.7             
7 クラブ活動が活発そうだから 322            3.0             
8 校舎・施設が充実していそうだから 893            8.3             
9 学費が適正だから 140            1.3             
10 自宅から通えるから 632            5.9             
11 その他 96              0.9             
無回答 476            4.4             
N （％ﾍﾞｰｽ） 10,706       100            

興味・関心のある分野だから
8.8%

学べる内容や

カリキュラムが良さそうだから
28.7%

学習サポート体制が

充実していそうだから
7.2%

目指す資格を取得できそうだから
11.0%

職業や企業への就職に有利そうだから
18.6%

大学に伝統と

実績があるから
1.7%

クラブ活動が

活発そうだから
3.0%

校舎・施設が

充実していそうだから
8.3%

学費が適正だから
1.3%

自宅から通えるから
5.9%

その他
0.9%

無回答
4.4%

興味・関心の理由(第2理由）
N = 10706
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大阪経済大学 経済学部経済学科 及び
人間科学部人間科学科への受験意向

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 受験してみたい 837      7.8        
2 受験先として検討したい 2,661   24.9     
3 わからない 4,641   43.3     
4 受験先として考えないと思う 2,082   19.4     
無回答 485      4.5        
N （％ﾍﾞｰｽ） 10,706 100      

受験してみたい
7.8%

受験先として

検討したい
24.9%わからない

43.3%

受験先として

考えないと思う
19.4%

無回答
4.5%

大阪経済大学経済学部経済学科及び

人間科学部人間科学科への受験意向

N = 10706

大阪経済大学 経済学部経済学科 及び
人間科学部人間科学科への入学意向

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 入学を希望する 989          28.3         
2 入学を検討する 2,144       61.3         
3 入学を希望しない 47             1.3            
4 わからない 297          8.5            
無回答 21             0.6            
N （％ﾍﾞｰｽ） 3,498       100          

入学を

希望する
28.3%

入学を検討する
61.3%

入学を

希望しない
1.3%

わからない
8.5%

無回答
0.6%

大阪経済大学経済学部経済学科及び

人間科学部人間科学科への入学意向

N = 3498
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経済学部

経済学科に

入学したい
70.5%

人間科学部

人間科学科に

入学したい
23.2%

どちらの学科でもよい

5.7%
無回答
0.5%

入学を希望する学部・学科(第1希望)
N = 3133

入学を希望する学部・学科(第1希望)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 経済学部 経済学科に入学したい 2,209      70.5        
2 人間科学部 人間科学科に入学したい 728         23.2        
3 どちらの学科でもよい 179         5.7          
無回答 17           0.5          
N （％ﾍﾞｰｽ） 3,133      100         

経済学部

経済学科に

入学したい
18.8%

人間科学部

人間科学科に

入学したい
51.4%

どちらの学科

でもよい
18.2%

無回答
11.6%

入学を希望する学部・学科(第2希望)
N = 3133

入学を希望する学部・学科(第2希望)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 経済学部 経済学科に入学したい 589         18.8        
2 人間科学部 人間科学科に入学したい 1,610      51.4        
3 どちらの学科でもよい 571         18.2        
無回答 363         11.6        
N （％ﾍﾞｰｽ） 3,133      100         
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2  
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3  
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4  
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5  

5,915  
1,401  

23.7% 1,401 5,915  
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1  

1,401 1,328
94.8% 48 3.4% 13 0.9% 9
0.6% 3 0.2%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,328       94.8         
48             3.4            
13             0.9            

9               0.6            
3               0.2            

1,401       100          
94.8%

3.4%

0.9%

0.6%

0.2%

N=1401
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2  
1,401 20

417 29.8% 253
18.1% 108 7.7% 75 5.4% 49 3.5%

39 2.8% 29 2.1% 27 1.9% 25 1.8%
24 1.7% 20 1.4% 128 9.1%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

417          29.8         9           0.6        
49             3.5            14         1.0        

108          7.7            13         0.9        
10             0.7            20         1.4        
12             0.9            15         1.1        
17             1.2            75         5.4        
13             0.9            16         1.1        
27             1.9            253      18.1     
29             2.1            24         1.7        

6               0.4            17         1.2        
25             1.8            6           0.4        

5               0.4            4           0.3        
14             1.0            7           0.5      

4               0.3            39         2.8        
19             1.4            128      9.1        

6               0.4            1,401   100      

29.8%

3.5%
7.7%

0.7%

0.9%

1.2%

0.9%

1.9%

2.1%

0.4%1.8%0.4%1.0%0.3%1.4%0.4%0.6%

1.0%

0.9%

1.4%

1.1%

5.4%
1.1%

18.1%

1.7%

1.2%
0.4%

0.3% 0.5%

2.8%
9.1%

N=1401
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3  
1,401 20

412 29.4% 400
28.6% 160 11.4% 78 5.6% 78

5.6% 64 4.6% 47 3.4%
43 3.1% 36 2.6% 20 1.4%

5 0.4%  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5                  0.4              
1                  0.1              

400             28.6            
78               5.6              

412             29.4            
43               3.1              
16               1.1              

0                  0.0              
7                  0.5              
2                  0.1              
0                  0.0              

160             11.4            
11               0.8              
78               5.6              
47               3.4              
14               1.0              

2                  0.1              
20               1.4              
64               4.6              
36               2.6              

5                  0.4              
1,401          100             

0.4%

0.1%

28.6%

5.6%

29.4%
3.1%1.1%0.0%0.5%

0.1%

0.0%
11.4%

0.8%

5.6%

3.4%

1.0%

0.1%
1.4%

4.6%

2.6%

0.4%

N=1401
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4 3 4  
3 4 1,401

20 377 26.9% 1 4 343 24.5% 5 9
314 22.4% 10 19 280 20.0% 84 6.0%

3 0.2%  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

343          24.5         
314          22.4         
280          20.0         
377          26.9         

84             6.0            
3               0.2            

1,401       100          

24.5%

22.4%20.0%

26.9%

6.0% 0.2%

N=1401
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5  
1,401

984 70.2%
300 21.4% 77

5.5% 27 1.9%
8 0.6% 4 0.3%  

1 0.1%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70.2%21.4%

5.5%

1.9%

0.6% 0.3%

0.1%

N=1401

984             70.2            
300             21.4            

77               5.5              
27               1.9              

8                  0.6              
4                  0.3              
1                  0.1              

1,401          100             
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6  
6-1 1  

1 1,401
1,254 89.5% 54 3.9% 53

3.8% 28 2.0% 6 0.4% 5 0.4%
1 0.1%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-2 2  

2 1,401
496 35.4% 281 20.1%

216 15.4% 189 13.5% 100 7.1% 43 3.1%
17 1.2% 59 4.2%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

53             3.8            
1,254       89.5         

0               0.0            
6               0.4            

28             2.0            
54             3.9            

5               0.4            
1               0.1            

1,401       100          

3.8%

89.5%

0.0%

0.4%

2.0%
3.9% 0.4%

0.1%

( 1 )
N=1401

496          35.4         
100          7.1            
189          13.5         
216          15.4         
281          20.1         

43             3.1            
17             1.2            
59             4.2            

1,401       100          

35.4%

7.1%

13.5%15.4%

20.1%

3.1%

1.2%
4.2%

( 2 )
N=1401
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7  
7-1 1  

1 1,401
539 38.5%

296 21.1%
173 12.3% 142 10.1%

110 7.9% 54 3.9%
52 3.7%

14 1.0% 11 0.8%
8 0.6% 2 0.1%  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54               3.9              
173             12.3            
110             7.9              
296             21.1            

8                  0.6              
142             10.1            

14               1.0              
52               3.7              

539             38.5            
11               0.8              

2                  0.1              
1,401          100             

3.9%

12.3%

7.9%

21.1%

0.6%

10.1%
1.0%

3.7%

38.5%

0.8%

0.1%

( 1 )
N=1401
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7-2 2  
2 1,401

400 28.6%
228 16.3% 203

14.5% 179 12.8%
149 10.6%

135 9.6% 47 3.4%
32 2.3% 18

1.3% 7 0.5% 3 0.2%  
 

  
  
 
 
 
 

 

32               2.3              
149             10.6            
179             12.8            
203             14.5            

18               1.3              
228             16.3            

47               3.4              
135             9.6              
400             28.6            

7                  0.5              
3                  0.2              

1,401          100             

2.3%

10.6%

12.8%

14.5%

1.3%16.3%

3.4%

9.6%

28.6%

0.5%
0.2%

( 2 )
N=1401
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8  
8-1    

1,401 991 70.7%
332 23.7% 60 4.3%

14 1.0% 1 0.1% 3 0.2%  

1,323 94.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-2    

1,401 737 52.6%
434 31.0% 161 11.5%

56 4.0% 7 0.5% 1 0.1%  
5 0.4%  

 
1,171 83.6  

 
 
 
 
 
 

 

737      52.6     
434      31.0     

56         4.0        
7           0.5        

161      11.5     
1           0.1        
5           0.4        

1,401   100      52.6%
31.0%

4.0%

0.5%
11.5%

0.1%

0.4%

N=1401

991      70.7     
332      23.7     

14         1.0        
1           0.1        

60         4.3        
0           0.0        
3           0.2        

1,401   100      70.7%23.7%

1.0%

0.1% 4.3%

0.0%

0.2%

N=1401
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9  
9-1  

1,401 704 50.2% 637
45.5% 53 3.8% 7 0.5%  

1,341
95.7%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-2  

1,401 718 51.2%
552 39.4% 116 8.3%  

15 1.1%  
1,270

90.6%  
 
 
 
 
 
 
 

 

50.2%

45.5%

3.8%

0.5%
N 1401

704          50.2         
637          45.5         

53             3.8            
7               0.5            

1,401       100          

39.4%

51.2%

8.3%

1.1%
N 1401

552          39.4         
718          51.2         
116          8.3            

15             1.1            
1,401       100          
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10  
10-1    

9-1
1,341 878

65.5% 1 321 23.9% 2 91 6.8% 3 26 1.9%
5 24 1.8% 1 0.1%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-2   

9-2
1,270 873

68.7% 1 298 23.5% 2 54 4.3% 5 22
1.7% 3 17 1.3% 4 1 0.1% 5 0.4%  

 
 
 
 
 
 
 

 

23.5%

4.3%
1.3%

0.1%
1.7%68.7%

0.4%

N 1270298          23.5         
54             4.3            
17             1.3            

1               0.1            
22             1.7            

873          68.7         
5               0.4            

1,270       100          

321          23.9         
91             6.8            
26             1.9            

0               0.0            
24             1.8            

878          65.5         
1               0.1            

1,341       100          

23.9%
6.8%

1.9%

0.0%

1.8%
65.5%

0.1%

N 1341
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9
10

1 2
3 4 5  

5 5  
9

1  

  

922 680 1.4
 

1,579
680 2.3  
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698 200 3.5
 

1,444
200 7.2  

 

8
9

 

  

1,401           991              332              14                1                 60                0                 3                 
100.0           70.7             23.7             1.0               0.1               4.3               -                  0.2               

704              594              91                2                 0                 16                0                 1                 
100.0           84.4             12.9             0.3               -                  2.3               -                  0.1               

637              380              212              8                 1                 35                0                 1                 
100.0           59.7             33.3             1.3               0.2               5.5               -                  0.2               

53                16                25                4                 0                 7                 0                 1                 
100.0           30.2             47.2             7.5               -                  13.2             -                  1.9               

7                 1                 4                 0                 0                 2                 0                 0                 
100.0           14.3             57.1             -                  -                  28.6             -                  -                  
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1,401           737              434              56                7                 161              1                 5                 
100.0           52.6             31.0             4.0               0.5               11.5             0.1               0.4               

552              367              143              7                 0                 34                0                 1                 
100.0           66.5             25.9             1.3               -                  6.2               -                  0.2               

718              338              249              31                4                 94                1                 1                 
100.0           47.1             34.7             4.3               0.6               13.1             0.1               0.1               

116              28                39                17                3                 28                0                 1                 
100.0           24.1             33.6             14.7             2.6               24.1             -                  0.9               

15                4                 3                 1                 0                 5                 0                 2                 
100.0           26.7             20.0             6.7               -                  33.3             -                  13.3             
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計画概要
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至
京
都

47
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線

至
新
大
阪
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大
阪
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田
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今
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デ
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ヤ

大
阪
シ
テ
ィ
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上
新
庄
駅
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関
西
ス
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パ
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JA
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科

瑞
光
セ
ン
タ
ー

関
西

み
ら
い
銀
行

至 京 都 河 原 町

大
阪
シ
テ
ィ
バ
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大
桐
二
丁
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阪 急 京 都 線
大
阪
シ
テ
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バ
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上
新
庄
駅
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大
阪
シ
テ
ィ
バ
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大
阪
経
大
前

大
阪
シ
テ
ィ
バ
ス

大
阪
経
大
前

至 井 高 野 大 阪 メ ト ロ 今 里 筋 線

上 新 庄 駅

マ
ク
ド
ナ
ル
ド

か
み
し
ん

プ
ラ
ザ

瑞 光 四 丁 目 駅

70
周
年
記
念
館

（
フ
レ
ア
ホ
ー
ル
）

大
阪
シ
テ
ィ
バ
ス

大
阪
経
大
正
門

大
阪
シ
テ
ィ
バ
ス

大
阪
経
大
正
門

東
海
道
新
幹
線

大
阪
経
済
大
学

川
だ
い
ど
う
豊
里
駅

CA
M

PU
S 

G
U
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E

A
CC
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S

D
館

図
書
館

摂
津
キ
ャ
ン
パ
ス

大
阪
市
内
に
あ
る
メ
イ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、

京
阪
神
ど
こ
か
ら
で
も
通
学
に
便
利
な
好
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。

レ
ン
ガ
調
で
統
一
さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
、

使
い
や
す
い
施
設
が
充
実
し
て
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
パ
ス
紹
介

ム
ー
ビ
ー
公
開
中

明
る
い
吹
き
抜
け
の
空
間
が
特
徴
的
。
教
室

の
他
に
カ
フ
ェ
や
ス
カ
イ
テ
ラ
ス
な
ど
、く
つ

ろ
ぎ
の
空
間
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

蔵
書
約

57
万
冊
を
誇
る
図
書
館
に
は
、グ

ル
ー
プ
学
習
室
、ド
リ
ン
ク
コ
ー
ナ
ー
も
完

備
。
多
く
の
学
生
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
隅
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
約

10
分
。
美
し
い
人
工
芝
グ
ラ

ウ
ン
ド
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
部
活
や
授
業
で
使
用
し
ま
す
。

•
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京
都
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「
上
新
庄
」
駅
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阪
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」
駅
下
車
　
徒
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2分
•
大
阪
シ
テ
ィ
バ
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大
阪
経
大
前
」「
大
経
大
正
門
」
下
車
す
ぐ

〒
53

3-
85

33
 大
阪
市
東
淀
川
区
大
隅

2-
2-

8　
TE

L：
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- 6
32

8-
24

31（
代
表
）

問
い
合
わ
せ
先
担
当
部
署（
経
営
企
画
部

 経
営
企
画
課
）

ht
tp

s:
//

w
w

w
.o

sa
ka

-u
e.

ac
.jp

/

２ ０ ２ ３ 年 ４ 月 、 大 阪 経 済 大 学 で は 、

学 部 の 入 学 定 員 （ 収 容 定 員 ） の 増 加 を

計 画 し て い ま す 。

大 阪 経 済 大 学 （ 大 隅 キ ャ ン パ ス ）

主
要
駅
か
ら
の
通
学
時
間

神
戸

三
宮

京
都

天
王
寺

奈
良

大
阪

梅
田

和
歌
山

約
10

3分

約
51
分

約
33
分

約
36
分

約
37
分

約
13
分

約
3分

大
阪
シ
テ
ィ
バ
ス

約
15
分

徒
歩

約
2分
徒
歩

上 新 庄 瑞 光 四 丁 目

経
済
学
部

 経
済
学
科
　

 
45

0名
 ⇨

 6
80
名
（
予
定
）

経
営
学
部

 経
営
学
科
　

 
33

0名
 ⇨

 4
30
名
（
予
定
）

経
営
学
部

 ビ
ジ
ネ
ス
法
学
科

 
18

0名
 ⇨

 2
00
名
（
予
定
）

H
YO

G
O

N
A

R
A

KY
O

TO

O
SA

KA 大
阪
経
済
大
学

計
画
概
要

情
報
社
会
学
部

 情
報
社
会
学
科

 
25

0名
 ⇨

 3
00
名
（
予
定
）

人
間
科
学
部

 人
間
科
学
科
　

 
 17

5名
 ⇨

 2
00
名
（
予
定
）

経
営
学
部
２
部

 経
営
学
科
　

 
 1

10
名

 ⇨
   

 5
0名

（
予
定
）

※
地
域
政
策
学
科
は

20
23
年
度
よ
り
学
生
募
集
停
止
予
定

◆
掲
載
内
容
は
予
定
で
あ
り
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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経
済
学
部
で
は
入
学
定
員
を

45
0名
か
ら

68
0名

（
予
定
） に
増
員
。

4つ
の
コ
ー
ス
と

2つ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
経
済
学
を
学
ぶ
。

経
済
学
部

4つ
の
コ
ー
ス
で
身
に
つ
け
た
専
門
性
を
さ
ら
に
高
め
る

2つ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

コ
ー
ス
制

経
済
学
を
ベ
ー
ス
に
よ
り
実
践
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
る

4つ
の
コ
ー
ス
。

2年
次
か
ら
い
ず
れ
か
の
コ
ー
ス
を
選
択
し
て
学
び
を
深
め
ま
す
。

□
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム

□
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
プ
ロ
グ
ラ
ム

産
業
・
金
融

 コ
ー
ス

公
共
政
策

 コ
ー
ス

子
ど
も
・

発
達
心
理
学

司
法
・

犯
罪
心
理
学

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス

教
育

領
域

教
育

領
域

大
阪
経
済
大
学
経
済
学
部
で
は
、
20

23
年
度
よ
り
入
学
定
員
の
増
員
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

本
学
部
で
は
、
経
済
学
の
知
識
を
生
か
し
て
活
躍
で
き
る
人
材
を
輩
出
す
る
た
め
に
、
4つ
の
コ
ー
ス
・

2つ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
け
ま
す
。

人
間
科
学
部
で
は
入
学
定
員
を

17
5名
か
ら

20
0名

（
予
定
） に
増
員
。

3つ
の
コ
ー
ス
か
ら
人
間
を
テ
ー
マ
に
知
識
を
深
め
る
。

人
間
科
学
部

大
阪
経
済
大
学
人
間
科
学
部
で
は
、
20

23
年
度
よ
り
入
学
定
員
の
増
員
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

本
学
部
で
は
、
人
間
を
テ
ー
マ
に
現
代
社
会
に
必
要
と
さ
れ
る
専
門
性
と
幅
広
い
知
識
を
養
う

3つ
の
コ
ー
ス
を
設
け
ま
す
。

産
業
や
金
融
業
界
の
現
状
と
課
題
を
把
握
し
、

産
業
と
企
業
の
経
済
学
や
高
度
な
金
融
知
識
の

学
習
を
通
じ
て
、
優
れ
た
企
業
人
と
し
て
活
躍
す

る
た
め
の
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
ま
す
。

公
共
部
門
に
関
す
る
理
論
（
公
共
経
済
学
、
法

律
学
な
ど
）と
、
社
会
課
題
解
決
の
た
め
の
公
共

政
策
（
社
会
保
障
、
労
働
、
教
育
等
に
関
す
る
政

策
）
に
つ
い
て
学
び
、
政
策
立
案
や
制
度
設
計

の
た
め
の
能
力
を
養
い
ま
す
。

国
際
政
治
経
済

 コ
ー
ス

地
域
政
策

 コ
ー
ス

世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
・
地
域
が
直
面
す
る
課

題
や
国
家
間
で
生
じ
る
政
治
経
済
の
問
題
を
学

び
、
経
済
学
や
政
治
学
を
通
じ
て
、そ
の
解
決
策

を
考
え
ま
す
。

卸
売
業
、サ
ー
ビ
ス
業
、
製
造
業
、
小
売
業
、
情
報
通
信
業
、
建
設
業
、
金
融
・
保
険
業
、
公
務
、
医
療
・
福
祉

  等

経
済
学
や
行
政
学
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
科
学

の
理
論
を
学
び
、
幅
広
い
視
点
か
ら
地
域
社
会

を
分
析
し
、
地
域
固
有
の
問
題
の
解
決
策
を
主

体
的
に
提
案
で
き
る
能
力
を
養
い
ま
す
。

経
済
学
に
関
す
る
専
門
知
識
を
基
盤
と
し
て
、
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
や

人
工
知
能

(A
I)に
関
す
る
知
識
を
備
え
た
人
材
を
育
成
し
ま
す
。

経
済
学
の
専
門
知
識
と
と
も
に
、
異
文
化
に
対
す
る
深
い
洞
察
力
と
高

い
言
語
能
力
を
備
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
を
育
成
し
ま
す
。

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
知
識
・
ス
キ
ル
を
養
う

2つ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
了
要
件
を
満
た
せ
ば
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
証
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

臨
床
心
理
学

 コ
ー
ス

臨
床
心
理
学
を
中
心
に
、
幅
広
い
心
理
学
の
知
見
を
活
用
し
、
人
々
の
心
理
的
諸

問
題
を
予
見
・
理
解
・
解
決
す
る
力
を
養
い
ま
す
。
基
礎
的
な
心
理
学
も
学
び
な
が
ら
、

主
体
的
に
働
き
か
け
る
力
、
傾
聴
力
、
情
況
把
握
力
な
ど
、
社
会
人
と
し
て
チ
ー
ム
で
働

く
た
め
の
力
を
身
に
つ
け
ま
す
。ま
た
、
公
認
心
理
師
や
臨
床
心
理
士
の
資
格
取
得
に

向
け
て
、
専
門
的
な
知
識
や
技
能
を
習
得
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

社
会
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン

 コ
ー
ス

不
確
実
な
現
代
社
会
の
多
様
な
課
題
へ
の
対
処
法
を
学
び
、
変
化
す
る
社
会
を
し
な

や
か
に
力
強
く
生
き
抜
き
活
躍
す
る
た
め
の
実
践
力
を
養
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
社
会

心
理
学
に
よ
る
人
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
相
互
関
係
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
生
命

を
支
え
る
防
災
や
健
康
、
医
療
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
仕
組
み
を
学
び
、
発
展
可
能
な
社

会
の
創
造
に
貢
献
す
る
人
材
を
育
成
し
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
科
学

 コ
ー
ス

サ
ー
ビ
ス
業
、
製
造
業
、
卸
売
業
、
小
売
業
、
公
務
、
建
設
業
、
医
療
・
福
祉
、
不
動
産
業
、
情
報
通
信
業

  等

取
得
可
能
な
資
格
・
免
許
状

将
来
の
活
躍
の
場

将
来
の
活
躍
の
場ス
ポ
ー
ツ
、
運
動
、ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、ま
た
そ
れ
ら
を
介
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
科
学
の
知
識

や
技
能
の
習
得
を
め
ざ
し
ま
す
。
保
健
体
育
の
教
員
免
許
や
健
康
運
動
指
導
士
、ス

ポ
ー
ツ
リ
ー
ダ
ー
な
ど
の
資
格
を
取
得
し
、
中
学
や
高
校
の
保
健
体
育
教
員
、ス
ポ
ー

ツ
健
康
関
係
の
指
導
員
、ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
経
営
者
な
ど
と
し
て
活
躍
す
る
人
材
を

育
成
し
ま
す
。

※
経
済
学
部
は
、
地
域
政
策
学
科
を
募
集
停
止
し
、
経
済
学
科
の

1学
科
体
制
に
な
り
ま
す
。

◆
掲
載
内
容
は
予
定
で
あ
り
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

●
中
学
校
教
諭
一
種
（
社
会
）
   
●
高
等
学
校
教
諭
一
種
（
公
民
・
商
業
）
   
●
高
等
学
校
教
諭
一
種
（
地
理
歴
史
）
※

   
●
社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格

45
0名
か
ら

68
0名

予
定
） に
増
員
。

17
5名
か
ら

20
0名

予
定
） に
増
員
。

4つ
の
コ
ス
と

2つ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

4つ
の
コ
ス
で
身
に
つ
け
た
専
門
性
を
さ
ら
に
高
め
る

2つ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

3つ
の
コ
ス

コ
ー
ス
制

進
路
に
あ
わ
せ
て
専
門
性
と
幅
広
い
知
識
を
身
に
つ
け
る

3つ
の
コ
ー
ス
。

2年
次
か
ら
い
ず
れ
か
の
コ
ー
ス
に
所
属
し
て
学
習
を
進
め
ま
す
。

□
□

公
認
心
理
師

社
会

健
康
学

社
会

創
成
学

現
代
社
会
の
今
を

ど
う
生
き
る
か

を
学
ぶ

ス
ポ
ー
ツ

ビ
ジ
ネ
ス

ス
ポ
ー
ツ

健
康

ス
ポ
ー
ツ

コ
ー
チ
ン
グ

教
育

領
域

ス
ポ
ー
ツ
健
康
科
学
の
基
礎

※
申
請
予
定
、た
だ
し
、
文
部
科
学
省
に
お
け
る
審
査
の
結
果
、
予
定
し
て
い
る
教
職
課
程
の
開
設
時
期
が
変
更
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

取
得
可
能
な
資
格
・
免
許
状

●
中
学
校
教
諭
一
種
（
社
会
・
保
健
体
育
）
   
●
高
等
学
校
教
諭
一
種
（
公
民
・
保
健
体
育
）

●
公
認
心
理
師
（
卒
業
後
所
定
の
実
務
経
験
ま
た
は
大
学
院
修
了
後
受
験
資
格
）
   
●
健
康
運
動
指
導
士
（
受
験
資
格
）
  

●
コ
ー
チ
ン
グ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
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単純集計表
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事業所の種別
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 本社 1,328       94.8         
2 支社 48             3.4            
3 単独事業所 13             0.9            
4 その他 9               0.6            
無回答 3               0.2            
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401       100          本社

94.8%

支社
3.4%

単独事業所
0.9%

その他
0.6%

無回答
0.2%

事業所の種別

N=1401
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事業所の所在地
№ カテゴリ 件数 (全体)% № カテゴリ 件数 (全体)%
1 大阪府 417          29.8         17 富山県 9           0.6        
2 京都府 49             3.5            18 石川県 14         1.0        
3 兵庫県 108          7.7            19 福井県 13         0.9        
4 奈良県 10             0.7            20 岐阜県 20         1.4        
5 滋賀県 12             0.9            21 長野県 15         1.1        
6 和歌山県 17             1.2            22 愛知県 75         5.4        
7 三重県 13             0.9            23 静岡県 16         1.1        
8 岡山県 27             1.9            24 東京都 253      18.1     
9 広島県 29             2.1            25 神奈川県 24         1.7        
10 山口県 6               0.4            26 埼玉県 17         1.2        
11 香川県 25             1.8            27 千葉県 6           0.4        
12 徳島県 5               0.4            28 群馬県 4           0.3        
13 愛媛県 14             1.0            29 北海道 7           0.5      
14 高知県 4               0.3            30 その他 39         2.8        
15 福岡県 19             1.4            無回答 128      9.1        
16 新潟県 6               0.4            N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401   100      

大阪府
29.8%

京都府
3.5%

兵庫県
7.7%

奈良県
0.7%

滋賀県
0.9%

和歌山県
1.2%

三重県
0.9%

岡山県
1.9%

広島県
2.1%

山口県
0.4%

香川県
1.8%

徳島県
0.4%

愛媛県
1.0%

高知県
0.3%

福岡県
1.4%

新潟県
0.4%

富山県
0.6%

石川県
1.0%

福井県
0.9%

岐阜県
1.4%

長野県
1.1%

愛知県
5.4%

静岡県
1.1% 東京都

18.1%

神奈川県
1.7%

埼玉県
1.2%

千葉県
0.4%

群馬県
0.3%

北海道
0.5%

その他
2.8% 無回答

9.1%

事業所の所在地

N=1401
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事業所の業種
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 農業・林業 5                  0.4              
2 鉱業・採石業・砂利採取業 1                  0.1              
3 製造業 400             28.6            
4 情報通信業 78               5.6              
5 卸売業・小売業 412             29.4            
6 不動産業・物品賃貸業 43               3.1              
7 宿泊業・飲食サービス業 16               1.1              
8 教育・学習支援業 0                  0.0              
9 複合サービス業 7                  0.5              
10 公務（他に分類されるものを除く） 2                  0.1              
11 漁業 0                  0.0              
12 建設業 160             11.4            
13 電気・ガス・熱供給・水道業 11               0.8              
14 運輸業・郵便業 78               5.6              
15 金融業・保険業 47               3.4              
16 学術研究・専門技術サービス業 14               1.0              
17 生活関連サービス業・娯楽業 2                  0.1              
18 医療・福祉 20               1.4              
19 サービス業（他に分類されないもの） 64               4.6              
20 その他 36               2.6              
無回答 5                  0.4              
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401          100             

農業・林業
0.4%

鉱業・採石業

・砂利採取業
0.1%

製造業
28.6%

情報通信業
5.6%

卸売業・小売業
29.4%不動産業・物品賃貸業

3.1%
宿泊業・飲食サービス業

1.1%
教育・学習支援業

0.0%
複合サービス業

0.5%

公務

（他に分類されるものを除く）
0.1%

漁業
0.0%

建設業
11.4%

電気・ガス・熱供給・水道業
0.8%

運輸業・郵便業
5.6%

金融業・保険業
3.4%

学術研究・

専門技術サービス業
1.0%

生活関連サービス業・

娯楽業
0.1% 医療・福祉

1.4%

サービス業（他に分類されないもの）
4.6%

その他
2.6%

無回答
0.4%

事業所の業種

N=1401
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今年度（令和３年４月入社）の新卒採用人数

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 １～４人 343          24.5         
2 ５～９人 314          22.4         
3 １０～１９人 280          20.0         
4 ２０人以上 377          26.9         
5 採用していない 84             6.0            
無回答 3               0.2            
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401       100          

１～４人
24.5%

５～９人
22.4%

１０～１９人
20.0%

２０人以上
26.9%

採用していない
6.0%

無回答
0.2%

今年度（令和３年４月入社）の

新卒採用人数
N=1401

今後の採用方針
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 毎年、安定的に採用していくと思う 984             70.2            
2 できれば、毎年安定的に採用していきたいと思う 300             21.4            
3 毎年ではないが、ある程度は安定的に採用していきたいと 77               5.5              
4 増員が必要になった場合に、採用を考える 27               1.9              
5 欠員が出た場合に、採用を考える 8                  0.6              
6 当面、採用は行わないと思う 4                  0.3              
無回答 1                  0.1              
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401          100             

毎年、安定的に

採用していくと思う
70.2%

できれば、毎年安定的に

採用していきたいと思う
21.4%

毎年ではないが、

ある程度は安定的に

採用していきたいと思う
5.5%

増員が必要になった場合に、

採用を考える
1.9%

欠員が出た場合に、

採用を考える
0.6%

当面、採用は行わないと思う
0.3%

無回答
0.1%

今後の採用方針

N=1401
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人材採用における最終学歴(第1位)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大学院 53             3.8            
2 大学 1,254       89.5         
3 短期大学 0               0.0            
4 専門学校 6               0.4            
5 高等学校 28             2.0            
6 学歴不問 54             3.9            
7 その他 5               0.4            
無回答 1               0.1            
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401       100          

大学院
3.8%

大学

89.5%

短期大学
0.0%

専門学校
0.4%

高等学校

2.0%

学歴不問
3.9%

その他
0.4%

無回答
0.1%

人材採用における最終学歴(第1位)
N=1401

大学院
35.4%

大学

7.1%

短期大学
13.5%

専門学校
15.4%

高等学校
20.1%

学歴不問
3.1%

その他
1.2% 無回答

4.2%

人材採用における最終学歴(第2位)
N=1401

人材採用における最終学歴(第2位)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大学院 496          35.4         
2 大学 100          7.1            
3 短期大学 189          13.5         
4 専門学校 216          15.4         
5 高等学校 281          20.1         
6 学歴不問 43             3.1            
7 その他 17             1.2            
無回答 59             4.2            
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401       100          
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採用する際に重視する点(第1位)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 必要な専門的知識・技術があること 54               3.9              
2 礼儀作法や常識的な振る舞いを備えていること 173             12.3            
3 あらゆる場面で柔軟な対応ができること 110             7.9              
4 積極的で自立していること 296             21.1            
5 幅広い知識・教養を備えていること 8                  0.6              
6 学び続ける探究心をもっていること 142             10.1            
7 意見の食い違いや立場の違いを理解する力があること 14               1.0              
8 自分と周囲の人々や物事の関係性を理解する力があること 52               3.7              
9 円滑なコミュニケーション能力を備えていること 539             38.5            
10 その他 11               0.8              
無回答 2                  0.1              
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401          100             

必要な専門的知識・技術があること
3.9%

礼儀作法や常識的な振る舞いを

備えていること

12.3%

あらゆる場面で柔軟な

対応ができること
7.9%

積極的で自立していること
21.1%

幅広い知識・教養を備えていること
0.6%

学び続ける探究心をもっていること
10.1%

意見の食い違いや立場の違いを

理解する力があること
1.0%

自分と周囲の人々や

物事の関係性を

理解する力があること
3.7%

円滑なコミュニケーション能力を

備えていること
38.5%

その他
0.8%

無回答
0.1%

採用する際に重視する点(第1位)
N=1401
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採用する際に重視する点(第2位)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 必要な専門的知識・技術があること 32               2.3              
2 礼儀作法や常識的な振る舞いを備えていること 149             10.6            
3 あらゆる場面で柔軟な対応ができること 179             12.8            
4 積極的で自立していること 203             14.5            
5 幅広い知識・教養を備えていること 18               1.3              
6 学び続ける探究心をもっていること 228             16.3            
7 意見の食い違いや立場の違いを理解する力があること 47               3.4              
8 自分と周囲の人々や物事の関係性を理解する力があること 135             9.6              
9 円滑なコミュニケーション能力を備えていること 400             28.6            
10 その他 7                  0.5              
無回答 3                  0.2              
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401          100             

必要な専門的知識・技術があること

2.3%

礼儀作法や常識的な振る舞いを

備えていること
10.6%

あらゆる場面で

柔軟な対応ができること
12.8%

積極的で自立していること
14.5%

幅広い知識・教養を備えていること

1.3%
学び続ける探究心をもっていること

16.3%

意見の食い違いや立場の違いを

理解する力があること
3.4%

自分と周囲の人々や

物事の関係性を

理解する力があること
9.6%

円滑なコミュニケーション能力を

備えていること
28.6%

その他
0.5%

無回答
0.2%

採用する際に重視する点(第2位)
N=1401
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№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 社会的必要性が高い分野である 737      52.6     
2 一応、社会的必要性を感じる 434      31.0     
3 あまり必要性を感じない 56         4.0        
4 必要性はない 7           0.5        
5 わからない 161      11.5     
6 その他 1           0.1        
無回答 5           0.4        
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401   100      

大阪経済大学 人間科学部 人間科学科の社会的必要性

社会的必要性が

高い分野である
52.6%

一応、社会的

必要性を感じる
31.0%

あまり必要性を

感じない
4.0%

必要性はない
0.5%

わからない
11.5%

その他
0.1%

無回答
0.4%

大阪経済大学人間科学部人間科学科の

社会的必要性
N=1401

大阪経済大学 経済学部 経済学科の社会的必要性
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 社会的必要性が高い分野である 991      70.7     
2 一応、社会的必要性を感じる 332      23.7     
3 あまり必要性を感じない 14         1.0        
4 必要性はない 1           0.1        
5 わからない 60         4.3        
6 その他 0           0.0        
無回答 3           0.2        
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401   100      

社会的必要性が

高い分野である
70.7%

一応、社会的

必要性を感じる
23.7%

あまり必要性を

感じない
1.0%

必要性はない
0.1%

わからない
4.3%

その他
0.0%

無回答
0.2%

大阪経済大学経済学部経済学科の

社会的必要性
N=1401
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採用したい
50.2%

採用を検討したい
45.5%

採用は考えない
3.8%

無回答
0.5%

大阪経済大学経済学部経済学科の

卒業生の採用意向

N＝1401№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 採用したい 704          50.2         
2 採用を検討したい 637          45.5         
3 採用は考えない 53             3.8            
無回答 7               0.5            
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401       100          

大阪経済大学 経済学部 経済学科の卒業生の採用意向

採用したい
39.4%

採用を検討したい
51.2%

採用は考えない
8.3%

無回答
1.1%

大阪経済大学人間科学部人間科学科の

卒業生の採用意向

N＝1401
大阪経済大学 人間科学部 人間科学科の卒業生の採用意向
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 採用したい 552          39.4         
2 採用を検討したい 718          51.2         
3 採用は考えない 116          8.3            
無回答 15             1.1            
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,401       100          

１人
23.5%

２人
4.3% ３人

1.3%

４人
0.1%５人以上

1.7%
人数は未確定

68.7%

無回答
0.4%

大阪経済大学人間科学部人間科学科の

卒業生の採用人数

N＝1270
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 １人 298          23.5         
2 ２人 54             4.3            
3 ３人 17             1.3            
4 ４人 1               0.1            
5 ５人以上 22             1.7            
6 人数は未確定 873          68.7         
無回答 5               0.4            
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,270       100          

大阪経済大学 人間科学部 人間科学科の卒業生の採用人数

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 １人 321          23.9         
2 ２人 91             6.8            
3 ３人 26             1.9            
4 ４人 0               0.0            
5 ５人以上 24             1.8            
6 人数は未確定 878          65.5         
無回答 1               0.1            
N （％ﾍﾞｰｽ） 1,341       100          

大阪経済大学 経済学部 経済学科の卒業生の採用人数

１人
23.9%

２人
6.8%

３人
1.9%

４人
0.0%

５人以上
1.8%

人数は未確定
65.5%

無回答
0.1%

大阪経済大学経済学部経済学科の

卒業生の採用人数

N＝1341
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教員名簿 1


